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利 用 上 の 注 意              

 

１．県民経済計算は、県内における経済活動を生産・分配・支出の三面からマクロ的にと

らえ、県経済の規模、循環、構造等を体系的・計量的に明らかにしようとするものです。 

 

２．この報告書は、国民経済計算体系（２００８ＳＮＡ）に準じて内閣府経済社会総合研

究所が作成した「県民経済計算推計方法ガイドライン（平成２７年基準版）」に基づき

推計したものです。 

注）「SNA」とは「System of National Accounts」の略であり、「国民経済計算」又は

「国民経済計算体系」と訳されています。この「SNA」は、一国の経済の状況について

体系的に記録する国際的な基準で、「2008SNA」とは2009年に国際連合で合意された国

民経済計算体系の名称です。 

 

３．今回の推計にあたっては、最新の統計データの利用又は推計方法の見直しなどにより、

過去の推計値を平成２３年度まで遡及して改定していますので、令和２年度以前の数値を

利用する場合も本報告書の数値を利用してください。 

 

４．生産系列及び支出系列の実質値は、平成２７暦年を参照年（デフレーター＝100）とす

る連鎖方式により推計しています。 

 

５．統計表中の記号は次のとおりです。 

 「０」、「０.０」･･････ 単位未満 

 「－」･････････････････ 該当なし 

  なお、マイナス表示は計数の前に「－」又は「△」を付しています。 

 

６．統計表の増加率は、次の式によって算出しています。 

増加率 ：( 
     －１)×（X の符号）×100 

             （X ：前年度の計数、X ：当年度の計数） 

    これにより、マイナスからプラスに転じた場合及びマイナス幅が縮小した場合の増加率

の符号はプラスで表示されます。 

 

７．統計表中の実数及び構成比は、四捨五入の関係で総数と内訳合計が一致しない場合があ

ります。 

    

８．この報告書についてのお問い合わせは、下記あてにお願いします。 

   大分県企画振興部統計調査課統計分析班  ℡(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)097-506-2446 

                                            ℡(代表) 097-536-1111 (内線) 2446･2447 

   〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

 

９．この報告書は、大分県庁ホームページ  

「大分県県民経済計算」http://www.pref.oita.jp/site/toukei/kenmin.html に掲載しています。 
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         Ⅰ 令和３年度県民経済計算  

                                             

             結果の概要  

 



                       

 



 

  令和３年度大分県経済の概況 

 

 

                                       大分県                 国 

県（国）内総生産(名目)               ４兆６,８３９億円     ５５０兆５,３０４億円 

   経済成長率 名目                       ５.６％                ２.４％ 

        実質（連鎖方式）             ７.４％               ２.５％ 

   一人当たり県(国)民所得                ２,７６８千円         ３,１５５千円 

    同上対前年度比増減率              ６.０％                   ６.１％ 

     同上県／国格差                      ８７.７ (前年度８７.８)     １００ 
 

  （注）県(国)内総生産(名目)及び経済成長率は、県は生産側、国は支出側の数値 

 

(1)  経済の動向 

令和３年度の日本経済は、９月までの新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言等に

加え、半導体や自動車部品の供給面での制約等が影響し、個人消費、設備投資、輸出が弱い

回復となった。また、10月以降、全ての都道府県において緊急事態宣言等が解除され、経済

社会活動の段階的引上げに伴い、個人消費が上向き、景気は持ち直しの動きがみられた。 

この結果、令和３年度の名目経済成長率は２．４％となり、名目は２年ぶりのプラス成長、

実質は３年ぶりのプラス成長となった。 

このような中で、大分県経済は、生産面では、名目で対前年度増加率を寄与度順に見ると、

製造業、電気・ガス・水道・廃棄物処理業など 10 産業が増加し、公務、宿泊・飲食サービ

ス業など６産業が減少、実質で対前年度増加率を寄与度順に見ると、製造業など 10 産業が

増加し、公務、教育など６産業が減少した。 

分配面では、雇用者報酬が減少し、財産所得、企業所得が増加した。 

支出面では、民間最終消費支出、地方政府等最終消費支出、県内総資本形成が増加した。 

この結果、令和３年度の大分県の経済成長率は名目では５.６％、実質では７.４％となり、

名目、実質ともに３年ぶりのプラスとなった。 

 

図１ 実質経済成長率の推移
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(2) 一人当たり県民所得 

令和３年度の一人当たり県民所得は２７６万８千円で、前年度に比べ１５万６千円増加し、

＋６.０％と３年ぶりのプラスとなった。一人当たり国民所得を１００とした場合、一人当た

り県民所得は８７.７となり、前年度と格差は０.１ポイント拡大した。 
 

表１ 県民経済計算と国民経済計算との比較

 

 

 

図２ 一人当たり県(国)民所得及び格差の推移 

 

（億円） （千円） 格差

大分県 国 大分県 国 大分県 国 大分県  A 国  B A/B*100

42,136 5,000,462 － -1.0 － 0.5 2,389 2,798 85.4

41,693 4,994,206 -1.1 -0.1 -0.6 0.6 2,362 2,808 84.1

41,771 5,126,775 0.2 2.7 1.3 2.7 2,377 2,925 81.3

42,296 5,234,228 1.3 2.1 -1.4 -0.4 2,404 2,961 81.2

44,299 5,407,408 4.7 3.3 0.3 1.7 2,584 3,089 83.7

43,572 5,448,299 -1.6 0.8 -2.8 0.8 2,565 3,089 83.0

45,276 5,557,125 3.9 2.0 4.2 1.8 2,675 3,157 84.7

46,423 5,565,705 2.5 0.2 3.1 0.2 2,767 3,181 87.0

45,470 5,568,363 -2.1 0.0 -2.4 -0.8 2,732 3,177 86.0

44,359 5,375,615 -2.4 -3.5 -4.1 -4.1 2,612 2,975 87.8

46,839 5,505,304 5.6 2.4 7.4 2.5 2,768 3,155 87.7

（注） 1  国の経済成長率は国内総生産(支出側)の対前年度増加率。実質値は連鎖方式

2  県の経済成長率は県内総生産(生産側)の対前年度増加率。実質値は連鎖方式

3  国の計数は内閣府経済社会総合研究所「２０２１年度国民経済計算 」に拠る。
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２ 県内総生産 

令和３年度の県内総生産は名目で４兆６,８３９億円となり、前年度に比べ２，４８０億円増加

し、＋５．６％と３年ぶりのプラスとなった。実質では４兆６，４２９億円で、前年度に比べ 

３，２１４億円増加し、７．４％と３年ぶりのプラスとなった。 

産業別に、名目で対前年度増加率を寄与度順にみると、製造業＋１５．１％（寄与度＋３．８％）、

電気・ガス・水道・廃棄物処理業＋１５．６％（同＋０．６％）など１６産業中１０産業がプラス

になったが、公務－４．７％（同－０．３％）、宿泊・飲食サービス業－４．８％（同－０．１％）、

情報通信業－３．３％（同－０．１％）など１６産業中６産業がマイナスとなった。 

また、実質で対前年度増加率を寄与度順にみると、製造業＋２３．８％、電気・ガス・水道・廃

棄物処理業１８．９％など１６産業中１０産業がプラスとなったが、公務－６．１％、鉱業 

－１５．０％など１６産業中６産業がマイナスとなった。 

 

(1) 第１次産業 

  総生産は名目で７９３億円となり、前年度に比べ－１．３％と２年連続のマイナスとなった。県

内総生産に占める割合は１．７％となり、前年度から０．１ポイント低下した。実質では前年度に

比べ＋８．９％と２年ぶりのプラスとなった。 

農業は、耕種農業の産出額減少などにより前年度に比べ名目で－７．３％、実質＋６．７％とな

った。 

  林業は、育林、素材生産の産出額増加などにより前年度に比べ名目で＋３３．６％、実質 

＋１０．０％となった。 

水 産 業 は 、 中 間 投 入 額 の 増 加 な ど に よ り 前 年 度 に 比 べ 名 目 で － ２ ． ９ ％ 、 実 質 

＋１７．７％となった。 

 

(2) 第２次産業 

  総生産は名目で１兆５,８０９億円となり、前年度に比べ＋１３．３％と２年連続のプラスとな

った。県内総生産に占める割合は３３．８％となり、前年度から２．３ポイント増加した。実質で

は前年度に比べ＋１９．６％と２年連続のプラスとなった。 

  鉱業は、前年度に比べ名目で－３．３％、実質－１５．０％となった。 

  製造業は、前年度に比べ名目で＋１５．１％、実質＋２３．８％となった。名目の県内総生産

に占める製造業の割合は２７．４％となり、前年度から２．３ポイント増加した。 

  製造業の業種について、名目で対前年度増加率を寄与度順にみると、鉄鋼＋２４２．４％（寄与

度＋３．９％）、電子部品・デバイス＋１７．０％（同＋０．５％）など１６業種中６業種でプラ

スとなったが、非鉄金属－１３．９％（同－０．５％）、はん用・生産用・業務用機械 

－１２．０％（同－０．３％）、石油・石炭製品－１１．４％（同－０．２％）など１６業種中１０

業種でマイナスとなった。 

実質で、対前年度増加率を寄与度順にみると、一次金属＋５５．８％、化学＋２９.３％など  

１５業種中９業種でプラスとなったが、はん用・生産用・業務用機械－６．８％、 

電気機械－１０．８％など １５業種中６業種でマイナスとなった。 

建設業は、土木工事が増加したことなどにより前年度に比べ名目で＋６．５％、実質    

＋３．８％となった。 

 

(3) 第３次産業 

総生産は名目で２兆９，９１４億円となり、前年度に比べ＋１．８％と２年ぶりのプラスとなっ

た。県内総生産に占める割合は６３．９％となり、前年度から２．３ポイント減少した。実質では

＋１．９％と４年ぶりのプラスとなった。 

電気・ガス・水道・廃棄物処理業は、前年度に比べ名目で＋１５．６％、実質＋１８．９％とな

った。 

卸売・小売業は、前年度に比べ名目で＋４．５％、実質＋２．５％となった。 
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運輸・郵便業は、前年度に比べ名目で＋１．０％、実質＋５．２％となった。 

宿泊・飲食サービス業は、前年度に比べ名目で－４．８％、実質－１．２％となった。 

情報通信業は、前年度に比べ名目で－３．３％、実質－１．３％となった。 

金融・保険業は、前年度に比べ名目で＋２．３％、実質＋６．１％となった。 

不動産業は、前年度に比べ名目で＋０．７％、実質＋０．４％となった。 

専門・科学技術、業務支援サービス業は、前年度に比べ名目＋２．６％、実質－０．７％となっ

た。 

公務は、前年度に比べ名目で－４．７％、実質－６．１％となった。 

教育は、前年度に比べ名目で－０．８％、実質－２．１％となった。 

保健衛生・社会事業は、前年度に比べ名目で＋１．９％、 実質＋３．１％となった。 

その他のサービスは、前年度に比べ名目で＋２．０％、実質＋０．６％となった。 

 

 

 

表２  経済活動別県内総生産(名目)の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円、％）

平成30 令和元 2 3年度 令和元 2 3年度 令和元 2 3年度 令和3年度

1 農林水産業 883 883 803 793 0.1 -9.1 -1.3 1.9 1.8 1.7 0.0

（1）農業 611 586 565 524 -4.1 -3.4 -7.3 1.3 1.3 1.1 -0.1

（2）林業 117 120 103 137 2.3 -14.3 33.6 0.3 0.2 0.3 0.1

（3）水産業 155 178 135 131 14.9 -24.1 -2.9 0.4 0.3 0.3 0.0

2 鉱業 138 143 153 148 3.9 6.6 -3.3 0.3 0.3 0.3 0.0

3 製造業 11,624 10,915 11,155 12,840 -6.1 2.2 15.1 24.0 25.1 27.4 3.8

4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 1,836 1,714 1,763 2,038 -6.6 2.8 15.6 3.8 4.0 4.4 0.6

5 建設業 2,651 2,450 2,649 2,822 -7.6 8.1 6.5 5.4 6.0 6.0 0.4

6 卸売・小売業 4,461 4,379 4,127 4,312 -1.8 -5.7 4.5 9.6 9.3 9.2 0.4

7 運輸・郵便業 2,400 2,473 2,111 2,133 3.1 -14.7 1.0 5.4 4.8 4.6 0.0

8 宿泊・飲食サービス業 1,394 1,275 705 671 -8.5 -44.7 -4.8 2.8 1.6 1.4 -0.1

9 情報通信業 1,340 1,307 1,303 1,260 -2.5 -0.3 -3.3 2.9 2.9 2.7 -0.1

10 金融・保険業 1,405 1,428 1,301 1,332 1.7 -8.9 2.3 3.1 2.9 2.8 0.1

11 不動産業 4,362 4,586 4,654 4,687 5.1 1.5 0.7 10.1 10.5 10.0 0.1

12 専門・科学技術、業務支援サービス業 2,656 2,667 2,659 2,729 0.4 -0.3 2.6 5.9 6.0 5.8 0.2

13 公務 2,531 2,553 2,521 2,402 0.9 -1.3 -4.7 5.6 5.7 5.1 -0.3

14 教育 1,777 1,768 1,769 1,755 -0.5 0.0 -0.8 3.9 4.0 3.7 0.0

15 保健衛生・社会事業 4,835 4,930 4,900 4,994 2.0 -0.6 1.9 10.8 11.0 10.7 0.2

16 その他のサービス 1,820 1,787 1,570 1,602 -1.8 -12.2 2.0 3.9 3.5 3.4 0.1

　小　計（1～16） 46,112 45,261 44,143 46,516 -1.8 -2.5 5.4 99.5 99.5 99.3 5.3

 輸入品に課される税･関税 815 789 785 964 -3.2 -0.5 22.9 1.7 1.8 2.1 0.4

 （控除）総資本形成に係る消費税 503 580 569 641 15.3 -2.0 12.8 1.3 1.3 1.4 -0.2

 県内総生産 46,423 45,470 44,359 46,839 -2.1 -2.4 5.6 100.0 100.0 100.0 5.6

第１次産業  （1） 883 883 803 793 0.1 -9.1 -1.3 1.9 1.8 1.7 0.0

第２次産業  （2～3、5) 14,413 13,508 13,956 15,809 -6.3 3.3 13.3 29.7 31.5 33.8 4.2

第３次産業　（その他） 30,816 30,870 29,383 29,914 0.2 -4.8 1.8 67.9 66.2 63.9 1.2

（注）  1  端数を四捨五入しているため、合計と内訳の和が一致しない場合がある。

 2  寄与度＝当年度増加額÷前年度県内総生産(生産側)×100　

寄与度
増 加 率

 （再掲）

項　　　　　目
実額

対前年度
構成比
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表３  経済活動別県内総生産(実質)の推移 

 

 

 

図３ 県内総生産(実質)産業別対前年度増加率の推移 

 

　（平成27暦年連鎖価格） （単位：億円、％）

平成30 令和元 2 3年度 令和元 2 3年度

1 農林水産業 737 761 656 714 3.2 -13.8 8.9

（1）農業 512 518 486 519 1.2 -6.1 6.7

（2）林業 102 108 91 101 6.1 -15.4 10.0

（3）水産業 116 127 78 92 9.1 -38.1 17.7

2 鉱業 137 142 149 126 3.8 4.8 -15.0

3 製造業 11,988 11,270 11,086 13,728 -6.0 -1.6 23.8

4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 1,828 1,684 1,532 1,822 -7.9 -9.0 18.9

5 建設業 2,593 2,334 2,507 2,602 -10.0 7.4 3.8

6 卸売・小売業 4,386 4,260 3,933 4,031 -2.9 -7.7 2.5

7 運輸・郵便業 2,324 2,341 1,902 2,000 0.7 -18.8 5.2

8 宿泊・飲食サービス業 1,319 1,167 648 640 -11.5 -44.5 -1.2

9 情報通信業 1,402 1,385 1,398 1,381 -1.2 1.0 -1.3

10 金融・保険業 1,427 1,438 1,374 1,458 0.8 -4.4 6.1

11 不動産業 4,393 4,635 4,674 4,692 5.5 0.9 0.4

12 専門・科学技術、業務支援サービス業 2,548 2,539 2,512 2,494 -0.3 -1.1 -0.7

13 公務 2,485 2,488 2,481 2,330 0.1 -0.3 -6.1

14 教育 1,752 1,745 1,750 1,713 -0.4 0.3 -2.1

15 保健衛生・社会事業 4,788 4,890 4,845 4,995 2.1 -0.9 3.1

16 その他のサービス 1,795 1,748 1,515 1,524 -2.6 -13.3 0.6

　小　計（1～16） 45,867 44,807 42,867 46,146 -2.3 -4.3 7.6

 輸入品に課される税･関税 805 788 782 769 -2.2 -0.7 -1.7

 （控除）総資本形成に係る消費税 480 522 438 488 8.8 -16.0 11.2

 県内総生産 46,194 45,071 43,215 46,429 -2.4 -4.1 7.4

第１次産業  （1） 737 761 656 714 3.2 -13.8 8.9

第２次産業  （2～3、5) 14,712 13,737 13,748 16,443 -6.6 0.1 19.6

第３次産業　（その他） 30,461 30,323 28,508 29,060 -0.5 -6.0 1.9

（注） 連鎖方式では加法整合性が成立しないため、実質値の集計項目と内訳の和が一致しない。

項　　　　　目
実　　　　額

 （再掲）

対前年度増加率
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図４ 令和３年度経済成長率(名目)に対する経済活動別寄与度 

 

 

 

図５ 県内総生産(名目)経済活動別構成比の推移 

 

 

（対前年度増加率）

15

（単位：％）

注）寄与度（％）＝対前年度増加率（％）×前年度構成比（％）÷100 （前年度構成比）
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３ 県民所得の分配 

 

 令和３年度の県民所得は、３兆０,８５６億円で、前年度に比べ１,５０６億円増加し、 

＋５.１％と３年ぶりのプラスとなった。 

 

(1) 雇用者報酬 

     県民所得の中で最も大きなウエイトを占める雇用者報酬は２兆１,５６２億円で、前年度

に比べ７６億円減少し、－０.３％と８年ぶりのマイナスとなった。 

 

 (2) 財産所得 

     財産所得(非企業部門)は１,８３２億円で、前年度に比べ１２５億円増加し、＋７.４％と

４年ぶりにプラスとなった。これは、家計の財産所得が増加したことなどによる。 

 

 (3) 企業所得 

     企業所得は７,４６２億円で、前年度に比べ１,４５６億円増加し、＋２４.２％と３年ぶ

りのプラスとなった。これは、民間法人企業所得等が増加したことなどによる。 

 

 

 

表４ 県民所得の分配                                                                 

 
 

 

 

 

（単位：億円、％）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和2年度 令和３年度 令和2年度 令和３年度 令和３年度

　1　雇用者報酬 21,622 21,638 21,562 0.1 -0.3 73.7 69.9 -0.3

　　　　賃金・俸給 18,375 18,437 18,314 0.3 -0.7 62.8 59.4 -0.4

　　　　雇主の社会負担 3,247 3,201 3,248 -1.4 1.5 10.9 10.5 0.2

　2　財産所得（非企業部門） 1,743 1,707 1,832 -2.1 7.4 5.8 5.9 0.4

　　　　一般政府(地方政府等) 45 42 76 -7.8 84.2 0.1 0.2 0.1

　　　　家計 1,666 1,633 1,718 -2.0 5.2 5.6 5.6 0.3

　　　　対家計民間非営利団体 32 33 38 0.5 17.2 0.1 0.1 0.0

　3　企業所得 7,629 6,006 7,462 -21.3 24.2 20.5 24.2 5.0

　　　　民間法人企業 5,009 3,427 4,873 -31.6 42.2 11.7 15.8 4.9

　　　　公的企業 65 56 59 -13.1 5.2 0.2 0.2 0.0

　　　　個人企業 2,555 2,522 2,530 -1.3 0.3 8.6 8.2 0.0

　　県民所得（1+2+3） 30,994 29,350 30,856 -5.3 5.1 100.0 100.0 5.1

　　県総人口（千人） 1,134 1,124 1,115 -0.9 -0.8 - - -

　　一人当たり県民所得（千円） 2,732 2,612 2,768 -4.4 6.0 - - -

　（注）1　端数を四捨五入しているため、合計と内訳の和が一致しない場合がある。

　　　　2　寄与度＝当年度増加額／前年度県民所得×100

　　　　3　県総人口は各年10月1日現在の総務省推計人口による。ただし、国勢調査年はそれによる。

寄与度実　　　額
項　　　目

対前年度

増加率
構　成　比
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 図６ 県民所得の項目別寄与度の推移 

 
 

 

 

図７ 県民所得の項目別実額の推移 
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４ 県内総生産(支出側) 

 

令和３年度の県内総生産(支出側)は名目で４兆６，８３９億円、前年度に比べ２，４８０億円

増加し、＋５．６％と３年ぶりにプラスとなった。 

 

表５ 県内総生産(支出側)名目 
 

（注） 1 端数を四捨五入しているため、合計と内訳の和が一致しない場合がある。 

2 寄与度＝当年度増加額／前年度県内総生産×100  

 

 

 

図８ 県内総生産(名目)の項目別寄与度の推移 
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(1) 民間最終消費支出 

 

民間最終消費支出は、名目で２兆４，１２５億円、前年度に比べ５４０億円増加し、 

＋２．３％と２年ぶりのプラスとなった。県内総生産（支出側）に占める構成比は５１．５％で

あった。 

 このうち民間最終消費支出の９７．２％を占める家計最終消費支出について名目で対前年度増

加率を寄与度順にみると、住居・電気・ガス・水道、娯楽・スポーツ・文化、食料・非アルコー

ルなどの１１項目でプラスとなり、家計最終消費支出全体で、前年度に比べ＋２．６％となった。 

 

表６ 家計最終消費支出 

（注）1 端数を四捨五入しているため、合計と内訳の和が一致しない場合がある。 

2 寄与度＝当年度増加額／前年度家計最終消費支出×100  

 

図９ 家計最終消費支出（名目）の推移 

 

(単位：億円、％)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度 令和3年度

 家計最終消費支出 24,685 22,862 23,448 -7.4 2.6 100.0 100.0 2.6

食料・非アルコール 4,027 3,899 3,988 -3.2 2.3 17.1 17.0 0.4

アルコール飲料・たばこ 632 618 631 -2.1 2.1 2.7 2.7 0.1

被服・履物 886 794 787 -10.4 -0.9 3.5 3.4 0.0

住居・電気・ガス・水道 5,729 5,762 5,933 0.6 3.0 25.2 25.3 0.7

家具・家庭用機器・家事サービス 1,040 1,042 1,079 0.1 3.6 4.6 4.6 0.2

保健・医療 1,015 1,010 1,056 -0.5 4.5 4.4 4.5 0.2

交通 2,797 2,233 2,271 -20.2 1.7 9.8 9.7 0.2

情報・通信 1,459 1,547 1,570 6.1 1.5 6.8 6.7 0.1

娯楽・スポーツ・文化 1,539 1,416 1,539 -8.0 8.7 6.2 6.6 0.5

教育サービス 421 453 493 7.8 8.8 2.0 2.1 0.2

外食・宿泊サービス 1,576 1,108 1,064 -29.7 -4.0 4.8 4.5 -0.2

保険・金融サービス 1,413 1,193 1,200 -15.6 0.7 5.2 5.1 0.0

個別ケア・社会保護・その他 2,151 1,787 1,838 -16.9 2.9 7.8 8.0 0.2

項　　　　目
実　　　 額

対前年度
増 加 率

構　成　比 寄与度
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(2) 地方政府等最終消費支出 

 地方政府等最終消費支出は名目で１兆１，１０８億円、前年度に比べ２２４億円増加し、

＋２．１％と５年連続のプラスとなった。構成比は２３．７％であった。 

 

 

(3) 県内総資本形成 

県内総資本形成は名目で１兆１，６６０億円、前年度に比べ７８５億円増加し、

＋７．２％と２年ぶりのプラスとなった。構成比は２４．９％であった。 

このうち民間の総固定資本形成は、前年度に比べ、住宅は＋１．２％と増加し、企業設備

は－２．２％と減少し､全体では－１．６％と２年連続のマイナスとなった。構成比は１７．８

％であった。 

  また在庫変動は、前年度に比べ＋１１８．１％と増加し、４年ぶりのプラスとなった。 

構成比は０．２％であった。 

図１０ 県内総資本形成の推移 

 

 

(4) 財貨・サービスの移出入（純） 

移出から移入を控除した財貨・サービスの移出入（純）は、名目で前年度に比べ 

５１９億円減少し、１，０８４億円の移入超過となった。 
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表７ 県内総生産(支出側)実質 連鎖方式 

［平成２７暦年連鎖価格］ 

 

 
（注）連鎖方式では加法整合性が成立しないため､実質値の集計項目と内訳の和が一致しない。 
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          Ⅱ 県 民 経 済 計 算 か ら み た 

  

              令和３年度の経済循環  

  



           

 



（単位：億円）

21,562

(21,638)

628

(538)

（注）総数と内訳の和は、単位未満を四捨五入しているために一致しない場合がある。(数値）は昨年度値

(23,585)

中間生産物
（中間投入）

57,921

(49,667)

▲ 53

(▲ 985)

県内総資本形成

11,660

(10,875)

地方政府最終消費支出

11,108

(10,884)

県内総生産（支出側）（市場価格表示）

13,025

(12,620)

(4兆5,267億円)

県民所得

(市場価格表示)

民間最終消費支出

24,125

30,856

県内総生産（生産側）（市場価格表示）

県外からの要素所得（純）763（908）

生

　
　
　
　
産

　
　
　
　
面

分

配

面

支

出

面

最終生産物（付加価値＝県内総生産）

県内純生産（要素費用表示）

30,092

(28,442)

(市場価格表示)

雇用者報酬（県内） 営業余剰・混合所得

21,509 8,583

46,839

(9兆4,026億円)

(3兆1,739億円) (3,297)

(6,854)

県民所得（要素費用表示）

46,839

(44,359)

雇用者報酬
財産
所得

企業所得

1,832

(1,707)

7,462

(市場価格表示)

10兆4,760億円

県内総生産

（生 産 側）

(市場価格表示)

4兆6,839億円

(4兆4,359億円)

県内純生産

(29,350)

46,839

(44,359)

県内純生産

(21,589)

(要素費用表示)

県民総生産

県民経済計算の相関関連図（令和３年度）

4兆6,839億円

3兆3,814億円

3兆0,092億円

4兆7,602億円

(2兆9,350億円)

3兆1,484億円

4兆7,602億円

 県民総所得

(市場価格表示)

県内総生産

(市場価格表示)

(要素費用表示)

（支 出 側）

3兆0,856億円

県内純生産（市場価格表示）

33,814

(31,739)

産出額

(4兆4,359億円)

県民所得

(第１次所得バランス)

(2兆9,888億円)

(4兆5,267億円)

(44,359)

固定資本
減耗

(6,006)

県外からの要素所得（純）763（908）

(2兆8,442億円)

3,721

生産・輸入品に課せられる税－ 補助金

＜中央政府＋地方政府＞

生産・輸入品に課せられる税－ 補助金

＜地方政府＞

財貨・サービスの

移出入（純）等
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           Ⅲ 県民経済計算統計表              

 

         １ 基本勘定  

         ２ 主要系列表  

         ３ 付 表  

         ４ 関連指標  
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（
３

）
家

計
（
個

人
企

業
を

含
む

）
-
6
9

-
4
,5

8
6

-
5
,1

0
6

1
0

-
5
,5

3
1

-
1
7
,2

2
5

-
2
5
,7

5
8

-
8
,8

8
2

-
2
2
,1

6
5

8
,3

8
6

2
6
,2

3
5

（
４

）
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
5
8
,6

8
6

6
4
,3

5
0

5
7
,0

9
8

6
1
,8

6
8

6
3
,4

4
6

6
7
,0

5
8

6
4
,5

9
3

5
7
,4

2
0

5
9
,6

3
7

7
6
,9

5
7

6
6
,1

8
0

８
．

県
民

可
処

分
所

得
（
６

＋
７

）
3
,2

0
7
,6

8
3

3
,1

5
4
,7

1
1

3
,1

5
1
,8

4
5

3
,1

7
8
,4

1
8

3
,3

7
1
,2

2
3

3
,3

3
0
,6

3
9

3
,4

0
9
,4

9
0

3
,4

9
1
,5

0
5

3
,4

4
1
,0

6
2

3
,4

6
0
,5

3
4

3
,5

5
4
,5

5
6

（
１

）
非

金
融

法
人

企
業

及
び

金
融

機
関

3
7
2
,2

9
8

3
1
3
,8

0
9

2
9
4
,6

7
7

2
9
9
,5

7
6

4
6
0
,9

7
1

3
6
9
,8

3
1

4
3
0
,7

1
0

5
0
4
,5

0
8

3
9
4
,6

6
2

3
7
3
,5

6
1

5
1
9
,1

5
4

（
２

）
一

般
政

府
（
地

方
政

府
等

）
3
7
3
,5

2
3

3
8
1
,2

4
0

3
9
2
,6

1
4

3
9
4
,0

6
8

4
0
1
,5

8
5

4
2
0
,1

9
6

4
1
0
,9

3
9

3
9
5
,4

1
8

4
2
1
,4

0
0

4
1
9
,1

3
6

3
5
8
,2

0
1

（
３

）
家

計
（
個

人
企

業
を

含
む

）
2
,4

0
0
,0

6
7

2
,3

9
2
,4

8
7

2
,4

0
4
,6

3
3

2
,4

2
0
,1

2
7

2
,4

4
2
,4

6
7

2
,4

7
0
,5

9
5

2
,4

9
9
,8

1
1

2
,5

3
0
,5

6
8

2
,5

6
2
,1

1
5

2
,5

8
7
,6

1
5

2
,6

0
7
,1

9
5

（
４

）
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
6
1
,7

9
5

6
7
,1

7
5

5
9
,9

2
1

6
4
,6

4
7

6
6
,2

0
0

7
0
,0

1
7

6
8
,0

3
0

6
1
,0

1
1

6
2
,8

8
5

8
0
,2

2
2

7
0
,0

0
6

（
参

考
）
　

県
民

総
所

得
　

（
市

場
価

格
表

示
）

4
,3

5
5
,8

2
9

4
,2

8
3
,6

9
5

4
,3

0
8
,1

0
7

4
,3

5
5
,7

2
7

4
,5

5
3
,8

4
0

4
,4

8
3
,9

4
2

4
,6

3
7
,9

9
9

4
,7

4
0
,6

2
0

4
,6

7
5
,5

0
4

4
,5

2
6
,6

7
4

4
,7

6
0
,2

3
5

（
注

）
１

．
県

民
総

所
得

（
市

場
価

格
表

示
）
＝

県
民

所
得

（
要

素
所

得
）
＋

固
定

資
本

減
耗

＋
生

産
・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

（
控

除
）
補

助
金

（
中

央
政

府
、

地
方

政
府

）

　
　

　
２

．
企

業
所

得
は

、
営

業
余

剰
・
混

合
所

得
に

財
産

所
得

の
受

取
を

加
え

、
財

産
所

得
の

支
払

を
控

除
し

た
も

の
。

　
　

　
３

．
「
地

方
政

府
等

」
は

、
地

方
政

府
と

地
方

社
会

保
険

基
金

で
あ

る
。

　
　

　
４

．
「
市

場
価

格
表

示
」
と

は
、

市
場

で
取

引
さ

れ
る

価
格

に
よ

る
評

価
方

法
で

あ
り

、
市

場
に

お
け

る
財

貨
・
サ

ー
ビ

ス
の

取
引

に
係

る
要

素
全

般
で

構
成

す
る

価
格

構
造

を
反

映
し

た
表

示
で

あ
る

。
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２
　

県
民

所
得

お
よ

び
県

民
可

処
分

所
得

の
分

配

対
前

年
度

増
加

率
（
単

位
：
％

）

項
　

　
　

　
　

　
　

目
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

１
．

雇
用

者
報

酬
－

0
.0

0
.0

1
.5

0
.2

2
.2

1
.9

2
.0

1
.7

0
.1

-
0
.3

（
１

）
賃

金
・
俸

給
－

-
0
.1

0
.1

1
.5

-
0
.1

2
.3

2
.0

1
.9

2
.1

0
.3

-
0
.7

（
２

）
雇

主
の

社
会

負
担

－
0
.9

-
0
.5

1
.1

2
.0

1
.5

1
.3

2
.6

0
.0

-
1
.4

1
.5

　
　

　
　

 ａ
．

雇
主

の
現

実
社

会
負

担
－

2
.0

-
1
.3

1
.0

1
.4

3
.0

2
.8

-
0
.1

2
.8

-
1
.3

4
.1

　
　

　
　

 ｂ
．

雇
主

の
帰

属
社

会
負

担
－

-
8
.1

6
.5

2
.1

7
.5

-
1
0
.9

-
1
2
.6

3
3
.0

-
2
3
.6

-
2
.8

-
2
9
.0

２
．

財
産

所
得

(非
企

業
部

門
)

－
-
3
.1

1
.7

0
.8

5
.6

3
.2

0
.7

-
4
.0

-
0
.1

-
2
.1

7
.4

  
  

  
　

 ａ
．

 受
取

－
-
3
.0

1
.4

1
.1

3
.2

2
.3

0
.2

-
4
.9

-
1
.1

-
2
.8

5
.1

  
  

  
　

 ｂ
．

 支
払

－
-
2
.3

-
1
.6

3
.9

-
1
8
.3

-
8
.7

-
6
.8

-
1
7
.2

-
1
6
.3

-
1
5
.9

-
4
5
.8

（
１

）
一

般
政

府
（
地

方
政

府
等

）
－

8
.5

1
7
.8

5
2
.1

1
2
7
.1

9
5
.5

5
0
.5

7
5
.9

5
1
.3

-
7
.8

8
4
.2

  
  

  
　

 ａ
．

 受
取

－
-
1
.5

-
0
.1

-
0
.2

3
.2

-
2
.1

1
.5

-
2
.3

0
.5

-
7
.4

-
0
.7

  
  

  
　

 ｂ
．

 支
払

－
-
4
.3

-
6
.8

-
1
7
.6

-
2
2
.1

-
8
.7

-
5
.6

-
2
0
.4

-
2
5
.4

-
6
.9

-
8
7
.6

（
２

）
家

計
－

-
3
.2

1
.1

-
0
.5

4
.0

2
.9

0
.1

-
5
.0

-
0
.9

-
2
.0

5
.2

  
  

①
　

利
子

－
-
4
6
.5

-
1
9
.1

-
3
5
.1

7
4
.6

7
.2

8
.6

1
0
.0

3
9
.4

-
1
4
.0

-
5
.1

  
  

  
　

 ａ
．

 受
取

－
-
4
2
.5

-
1
4
.1

-
1
7
.3

4
2
.3

4
.0

5
.3

5
.8

3
2
.9

-
1
4
.9

-
4
.5

  
  

  
　

 ｂ
．

 支
払

（
消

費
者

負
債

利
子

）
－

7
.4

1
7
.0

5
9
.6

-
1
4
.5

-
7
.5

-
8
.2

-
1
4
.8

-
9
.0

-
2
4
.0

1
.5

  
  

②
　

配
当

（
受

取
）

－
7
8
.3

1
5
.0

2
8
.6

6
.6

2
2
.9

-
2
.6

-
2
2
.4

-
2
5
.0

1
3
.3

2
3
.5

  
  

③
　

そ
の

他
の

投
資

所
得

－
6
.0

2
.6

-
3
.1

-
6
.0

-
6
.5

-
0
.5

-
0
.7

-
5
.3

-
2
.0

5
.0

  
  

④
　

賃
貸

料
（
受

取
）

－
2
.3

2
.4

2
.3

-
1
.5

-
1
.6

-
0
.7

-
1
.9

-
0
.6

0
.4

-
0
.6

（
３

）
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
－

-
9
.1

-
0
.1

-
1
.6

-
0
.9

7
.5

1
6
.1

4
.5

-
9
.6

0
.5

1
7
.2

  
  

  
　

 ａ
．

 受
取

－
-
1
0
.1

-
0
.3

7
.4

0
.0

2
.2

1
2
.7

4
.9

-
5
.5

-
3
.4

1
4
.9

  
  

  
　

 ｂ
．

 支
払

－
-
1
8
.2

-
2
.6

9
2
.6

4
.2

-
2
1
.9

-
9
.2

9
.0

2
6
.4

-
2
5
.2

-
2
.1

３
．

企
業

所
得

－
-
5
.7

-
0
.1

-
2
.2

2
7
.3

-
1
0
.7

9
.1

5
.8

-
1
1
.6

-
2
1
.3

2
4
.2

（
１

）
民

間
法

人
企

業
－

-
9
.1

-
3
.2

0
.5

4
1
.5

-
1
4
.7

1
5
.0

1
2
.7

-
1
7
.9

-
3
1
.6

4
2
.2

  
  

  
　

 ａ
．

 非
金

融
法

人
企

業
－

-
4
.6

-
4
.0

2
.6

4
4
.5

-
1
6
.7

1
7
.8

7
.9

-
2
3
.4

-
3
1
.6

4
7
.6

  
  

  
　

 ｂ
．

 金
融

機
関

－
-
3
6
.8

3
.8

-
1
7
.2

9
.1

1
3
.7

-
1
3
.7

8
0
.4

2
9
.1

-
3
1
.2

1
4
.8

（
２

）
公

的
企

業
－

-
2
4
.0

1
9
.5

9
.3

1
2
.8

5
.1

-
1
8
.3

-
3
2
.8

1
.8

-
1
3
.1

5
.2

  
  

  
　

 ａ
．

 非
金

融
法

人
企

業
－

4
.5

1
1
.4

-
5
1
.4

4
2
.4

1
0
7
.3

-
2
7
.9

-
6
9
.9

3
7
.4

-
1
3
3
.6

2
2
4
.2

  
  

  
　

 ｂ
．

 金
融

機
関

－
-
3
7
.7

2
6
.1

5
2
.4

6
.0

-
2
6
.0

-
1
0
.2

-
7
.4

-
6
.2

2
6
.2

-
1
4
.8

（
３

）
個

人
企

業
－

0
.6

4
.1

-
6
.3

6
.5

-
3
.2

-
0
.2

-
7
.0

3
.7

-
1
.3

0
.3

  
  

  
　

 ａ
．

 農
林

水
産

業
－

-
4
.8

-
3
.7

-
2
1
.8

7
.7

2
0
.1

-
0
.7

-
2
7
.3

2
0
.2

-
3
5
.2

3
.2

  
  

  
　

 ｂ
．

 そ
の

他
の

産
業

（
非

農
林

水
・
非

金
融

）
－

-
0
.8

1
4
.9

-
8
.1

1
6
.8

-
1
3
.3

1
.6

-
1
1
.3

-
4
.0

3
.3

6
.9

  
  

  
　

 ｃ
．

 持
ち

家
－

2
.5

-
0
.3

-
2
.3

0
.1

0
.0

-
1
.2

-
0
.4

5
.6

1
.9

-
3
.3

４
．

県
民

所
得

（
要

素
費

用
表

示
）
（
１

+
２

+
３

）
－

-
1
.6

0
.1

0
.6

6
.9

-
1
.3

3
.6

2
.6

-
2
.0

-
5
.3

5
.1

５
．

生
産

・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

（
控

除
）
補

助
金

（
地

方
政

府
）

－
-
9
.3

3
.8

-
0
.5

8
.8

-
4
.7

0
.8

9
.0

-
2
.4

-
2
6
.7

1
6
.7

６
．

県
民

所
得

（
第

１
次

所
得

バ
ラ

ン
ス

）
（
４

＋
５

）
－

-
1
.8

0
.2

0
.5

6
.9

-
1
.4

3
.5

2
.8

-
2
.0

-
5
.8

5
.3

７
．

経
常

移
転

の
受

取
（
純

）
－

-
0
.4

-
2
.6

4
.0

-
2
.2

0
.9

-
1
0
.1

-
2
.0

5
.6

7
5
.8

-
1
3
.9

（
１

）
非

金
融

法
人

企
業

お
よ

び
金

融
機

関
－

-
2
0
.5

-
8
.1

2
.0

-
1
.5

-
1
0
.5

-
6
.9

6
.8

-
0
.8

1
2
2
.4

3
.1

（
２

）
一

般
政

府
（
地

方
政

府
等

）
－

4
.5

2
.5

-
0
.2

-
0
.3

6
.5

-
3
.0

-
6
.8

8
.3

5
.1

-
2
0
.3

（
３

）
家

計
（
個

人
企

業
を

含
む

）
－

-
6
5
4
6
.4

-
1
1
.3

1
0
0
.2

-
5
5
4
1
0
.0

-
2
1
1
.4

-
4
9
.5

6
5
.5

-
1
4
9
.5

1
3
7
.8

2
1
2
.8

（
４

）
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
－

9
.7

-
1
1
.3

8
.4

2
.6

5
.7

-
3
.7

-
1
1
.1

3
.9

2
9
.0

-
1
4
.0

８
．

県
民

可
処

分
所

得
（
６

＋
７

）
－

-
1
.7

-
0
.1

0
.8

6
.1

-
1
.2

2
.4

2
.4

-
1
.4

0
.6

2
.7

（
１

）
非

金
融

法
人

企
業

及
び

金
融

機
関

－
-
1
5
.7

-
6
.1

1
.7

5
3
.9

-
1
9
.8

1
6
.5

1
7
.1

-
2
1
.8

-
5
.3

3
9
.0

（
２

）
一

般
政

府
（
地

方
政

府
等

）
－

2
.1

3
.0

0
.4

1
.9

4
.6

-
2
.2

-
3
.8

6
.6

-
0
.5

-
1
4
.5

（
３

）
家

計
（
個

人
企

業
を

含
む

）
－

-
0
.3

0
.5

0
.6

0
.9

1
.2

1
.2

1
.2

1
.2

1
.0

0
.8

（
４

）
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
－

8
.7

-
1
0
.8

7
.9

2
.4

5
.8

-
2
.8

-
1
0
.3

3
.1

2
7
.6

-
1
2
.7

（
参

考
）
　

県
民

総
所

得
　

（
市

場
価

格
表

示
）

－
-
1
.7

0
.6

1
.1

4
.5

-
1
.5

3
.4

2
.2

-
1
.4

-
3
.2

5
.2
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２
　

県
民

所
得

お
よ

び
県

民
可

処
分

所
得

の
分

配

構
成

比
（
単

位
：
％

）

項
　

　
　

　
　

　
　

目
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平
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0
.0

0
.1

0
.0

-
0
.1

0
.0

-
0
.1

0
.0

  
  

  
　

 ｂ
．

 金
融

機
関

－
-
0
.1

0
.0

0
.1

0
.0

-
0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

（
３

）
個

人
企

業
－

0
.1

0
.4

-
0
.6

0
.6

-
0
.3

0
.0

-
0
.6

0
.3

-
0
.1

0
.0

  
  

  
　

 ａ
．

 農
林

水
産

業
－

-
0
.1

0
.0

-
0
.2

0
.1

0
.2

0
.0

-
0
.3

0
.1

-
0
.3

0
.0

  
  

  
　

 ｂ
．

 そ
の

他
の

産
業

（
非

農
林

水
・
非

金
融

）
－

0
.0

0
.4

-
0
.3

0
.5

-
0
.5

0
.0

-
0
.3

-
0
.1

0
.1

0
.2

  
  

  
　

 ｃ
．

 持
ち

家
－

0
.1

0
.0

-
0
.1

0
.0

0
.0

-
0
.1

0
.0

0
.3

0
.1

-
0
.2

４
．

県
民

所
得

（
要

素
費

用
表

示
）
（
１

+
２

+
３

）
－

-
1
.6

0
.1

0
.6

6
.9

-
1
.3

3
.6

2
.6

-
2
.0

-
5
.3

5
.1

５
．

生
産

・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

（
控

除
）
補

助
金

（
地

方
政

府
）

－
-
0
.2

0
.1

0
.0

0
.2

-
0
.1

0
.0

0
.2

-
0
.1

-
0
.6

0
.3

６
．

県
民

所
得

（
第

１
次

所
得

バ
ラ

ン
ス

）
（
４

＋
５

）
－

-
1
.8

0
.2

0
.5

7
.1

-
1
.4

3
.6

2
.8

-
2
.0

-
5
.9

5
.4

７
．

経
常

移
転

の
受

取
（
純

）
－

0
.0

-
0
.3

0
.4

-
0
.2

0
.1

-
1
.0

-
0
.2

0
.5

6
.6

-
2
.2

（
１

）
非

金
融

法
人

企
業

お
よ

び
金

融
機

関
－

-
0
.6

-
0
.3

0
.1

-
0
.1

-
0
.4

-
0
.3

0
.3

0
.0

4
.4

0
.0

（
２

）
一

般
政

府
（
地

方
政

府
等

）
－

0
.5

0
.3

0
.0

0
.0

0
.7

-
0
.3

-
0
.7

0
.8

0
.6

-
2
.5

（
３

）
家

計
（
個

人
企

業
を

含
む

）
－

-
0
.2

0
.0

0
.2

-
0
.2

-
0
.4

-
0
.3

0
.5

-
0
.4

1
.0

0
.6

（
４

）
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
－

0
.2

-
0
.3

0
.2

0
.1

0
.1

-
0
.1

-
0
.2

0
.1

0
.6

-
0
.4

８
．

県
民

可
処

分
所

得
（
６

＋
７

）
－

-
1
.9

-
0
.1

0
.9

6
.8

-
1
.3

2
.7

2
.7

-
1
.6

0
.6

3
.2

（
１

）
非

金
融

法
人

企
業

及
び

金
融

機
関

－
-
2
.1

-
0
.7

0
.2

5
.7

-
3
.0

2
.0

2
.4

-
3
.5

-
0
.7

5
.0

（
２

）
一

般
政

府
（
地

方
政

府
等

）
－

0
.3

0
.4

0
.1

0
.3

0
.6

-
0
.3

-
0
.5

0
.8

-
0
.1

-
2
.1

（
３

）
家

計
（
個

人
企

業
を

含
む

）
－

-
0
.3

0
.4

0
.6

0
.8

0
.9

1
.0

1
.0

1
.0

0
.8

0
.7

（
４

）
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
－

0
.2

-
0
.3

0
.2

0
.1

0
.1

-
0
.1

-
0
.2

0
.1

0
.6

-
0
.3

（
参

考
）
　

県
民

総
所

得
　

（
市

場
価

格
表

示
）

－
-
2
.5

0
.9

1
.7

7
.0

-
2
.3

5
.2

3
.3

-
2
.1

-
4
.8

8
.0

－　34　－



（
３

）
－

①
　

県
内

総
生

産
（
支

出
側

・
名

目
）
　

　
実

　
額

（
単

位
：
百

万
円

）
 

平
成

2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

2
,4

1
2
,9

1
1

2
,4

1
3
,7

9
3

2
,4

7
4
,4

3
8

2
,4

4
6
,1

9
5

2
,4

4
0
,6

3
2

2
,4

3
1
,5

0
4

2
,4

5
9
,3

6
2

2
,5

0
0
,3

0
7

2
,5

3
0
,6

9
4

2
,3

5
8
,4

6
1

2
,4

1
2
,4

5
7

(１
)　

家
計

最
終

消
費

支
出

2
,3

5
8
,9

8
4

2
,3

5
6
,2

0
7

2
,4

1
6
,6

0
8

2
,3

9
4
,8

0
4

2
,3

8
2
,6

7
8

2
,3

6
9
,1

8
4

2
,3

9
5
,9

6
2

2
,4

4
4
,0

0
4

2
,4

6
8
,4

5
6

2
,2

8
6
,1

8
7

2
,3

4
4
,8

3
9

a．
食

料
・
非

ア
ル

コ
ー

ル
3
4
9
,8

5
3

3
5
5
,0

0
5

3
6
1
,5

4
1

3
6
7
,7

8
1

3
8
2
,3

2
9

3
8
7
,1

5
9

3
9
5
,0

3
4

3
9
8
,6

5
0

4
0
2
,7

2
7

3
8
9
,8

5
3

3
9
8
,7

5
5

b
．

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

6
6
,4

5
1

6
6
,0

2
2

6
7
,5

4
9

6
4
,5

6
6

6
6
,6

3
2

6
5
,7

5
0

6
5
,0

5
3

6
2
,1

5
8

6
3
,1

7
5

6
1
,8

3
0

6
3
,1

1
3

c
．

被
服

・
履

物
8
3
,0

3
4

8
5
,2

7
3

9
4
,2

6
4

9
4
,6

9
6

9
4
,9

8
1

8
5
,9

6
4

8
6
,9

5
9

9
0
,0

8
4

8
8
,5

6
9

7
9
,3

6
8

7
8
,6

5
7

d
．

住
宅

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
5
4
7
,3

0
2

5
5
4
,9

2
8

5
5
9
,9

3
0

5
5
8
,5

4
0

5
4
7
,8

1
8

5
4
3
,6

6
4

5
5
1
,3

0
0

5
5
1
,0

3
6

5
7
2
,9

3
3

5
7
6
,2

4
2

5
9
3
,2

6
9

e
．

家
具

・
家

庭
用

機
器

・
家

事
サ

ー
ビ

ス
9
5
,3

5
7

9
8
,6

1
6

1
1
3
,7

4
1

1
1
0
,3

1
8

1
0
8
,5

3
9

1
0
5
,9

8
5

1
0
6
,3

9
6

1
0
5
,8

0
3

1
0
4
,0

4
2

1
0
4
,1

7
0

1
0
7
,8

9
4

f．
保

健
・
医

療
1
0
1
,9

7
4

1
0
0
,9

3
4

1
0
3
,3

7
2

1
0
4
,0

1
9

1
0
8
,5

4
0

1
0
4
,9

6
2

1
0
3
,4

7
4

1
0
2
,7

3
7

1
0
1
,4

7
0

1
0
1
,0

1
0

1
0
5
,5

5
6

g．
交

通
2
8
8
,7

9
5

2
8
8
,7

7
9

2
9
1
,4

8
8

2
8
6
,9

5
1

2
6
1
,2

2
9

2
6
5
,8

7
7

2
7
7
,8

6
8

2
8
3
,4

0
5

2
7
9
,7

1
5

2
2
3
,3

1
3

2
2
7
,0

9
9

h
．

情
報

・
通

信
1
3
7
,1

2
1

1
2
5
,2

3
8

1
3
1
,9

7
6

1
2
8
,2

2
6

1
2
8
,3

8
9

1
3
2
,0

6
1

1
3
8
,1

6
8

1
4
4
,9

2
6

1
4
5
,8

5
7

1
5
4
,7

0
3

1
5
7
,0

2
2

i．
娯

楽
・
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化
1
4
0
,6

8
5

1
3
9
,8

0
8

1
4
0
,2

6
8

1
3
9
,9

9
0

1
4
6
,8

7
6

1
4
4
,8

2
8

1
4
8
,6

5
2

1
5
2
,0

3
1

1
5
3
,9

2
6

1
4
1
,6

0
2

1
5
3
,9

0
2

j．
教

育
サ

ー
ビ

ス
2
8
,8

1
6

2
6
,4

5
0

2
4
,1

3
7

2
2
,6

6
8

2
5
,6

4
2

2
9
,1

2
3

3
2
,8

4
2

3
7
,5

2
1

4
2
,0

6
0

4
5
,3

3
4

4
9
,3

1
8

k．
外

食
・
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
1
7
6
,0

7
1

1
7
1
,8

8
2

1
6
8
,5

0
1

1
6
6
,2

6
3

1
6
7
,7

7
9

1
6
9
,3

0
5

1
6
7
,0

0
2

1
6
2
,4

4
6

1
5
7
,6

2
5

1
1
0
,8

1
4

1
0
6
,3

6
4

l．
保

険
・
金

融
サ

ー
ビ

ス
1
2
0
,9

5
6

1
2
0
,9

6
9

1
2
7
,6

8
4

1
2
5
,5

4
9

1
2
1
,0

4
5

1
2
0
,7

9
0

1
0
9
,6

6
6

1
3
8
,3

8
1

1
4
1
,2

9
1

1
1
9
,2

6
0

1
2
0
,0

4
1

m
．

個
別

ケ
ア

・
社

会
保

護
・
そ

の
他

2
2
2
,5

6
9

2
2
2
,3

0
4

2
3
2
,1

5
5

2
2
5
,2

3
8

2
2
2
,8

8
0

2
1
3
,7

1
7

2
1
3
,5

4
7

2
1
4
,8

2
7

2
1
5
,0

6
7

1
7
8
,6

9
1

1
8
3
,8

4
9

(再
掲

）

家
計

最
終

消
費

支
出

（
除

く
持

ち
家

の
帰

属
家

賃
）

2
,0

2
8
,0

7
4

2
,0

2
3
,0

9
5

2
,0

8
1
,1

7
2

2
,0

5
7
,2

5
7

2
,0

4
2
,7

3
9

2
,0

2
7
,9

4
6

2
,0

5
2
,7

0
2

2
,0

9
8
,4

2
6

2
,0

9
9
,2

7
7

1
,9

1
0
,8

3
7

1
,9

6
3
,0

1
4

持
ち

家
の

帰
属

家
賃

3
3
0
,9

0
9

3
3
3
,1

1
3

3
3
5
,4

3
6

3
3
7
,5

4
8

3
3
9
,9

3
9

3
4
1
,2

3
9

3
4
3
,2

6
0

3
4
5
,5

7
8

3
6
9
,1

7
9

3
7
5
,3

5
0

3
8
1
,8

2
5

(２
)　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

5
3
,9

2
7

5
7
,5

8
6

5
7
,8

3
0

5
1
,3

9
0

5
7
,9

5
4

6
2
,3

1
9

6
3
,4

0
0

5
6
,3

0
3

6
2
,2

3
8

7
2
,2

7
4

6
7
,6

1
8

２
．

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
1
,0

0
3
,5

9
5

9
9
4
,2

8
8

9
8
7
,3

6
4

1
,0

2
1
,1

9
8

1
,0

4
7
,0

7
4

1
,0

3
4
,1

0
8

1
,0

5
1
,5

1
4

1
,0

5
6
,0

2
2

1
,0

8
0
,9

4
8

1
,0

8
8
,3

7
9

1
,1

1
0
,7

6
4

３
．

県
内

総
資

本
形

成
1
,0

2
4
,1

1
3

9
8
3
,3

1
7

1
,0

0
7
,6

2
0

9
7
8
,3

1
4

9
2
9
,8

5
5

9
8
4
,2

3
5

1
,0

9
0
,4

3
9

1
,1

2
9
,5

4
4

1
,2

0
6
,7

0
7

1
,0

8
7
,5

2
2

1
,1

6
6
,0

0
4

（
１

）
　

総
固

定
資

本
形

成
9
8
7
,5

6
6

9
7
5
,3

3
4

9
9
2
,7

2
2

9
7
4
,9

0
4

9
3
3
,3

9
2

1
,0

3
3
,3

0
7

1
,0

5
2
,0

7
8

1
,0

9
3
,2

9
5

1
,1

8
2
,0

9
7

1
,1

5
1
,9

6
7

1
,1

5
4
,3

6
8

a 
. 
 民

間
7
3
4
,1

0
9

6
9
6
,7

9
6

6
9
0
,3

5
0

6
9
1
,6

9
4

7
0
7
,9

9
0

7
7
9
,2

2
5

7
8
7
,0

1
9

8
2
1
,7

8
0

8
8
8
,6

0
0

8
4
8
,9

4
5

8
3
5
,4

3
1

(a
) 
 住

宅
1
1
5
,4

4
9

1
2
6
,2

5
3

1
4
5
,4

2
3

1
3
2
,3

3
4

1
4
3
,9

2
2

1
4
8
,0

9
6

1
4
2
,9

0
3

1
5
3
,7

2
5

1
5
0
,1

4
3

1
4
5
,6

1
2

1
4
7
,3

0
1

(b
) 
 企

業
設

備
6
1
8
,6

6
0

5
7
0
,5

4
3

5
4
4
,9

2
7

5
5
9
,3

6
0

5
6
4
,0

6
8

6
3
1
,1

2
8

6
4
4
,1

1
6

6
6
8
,0

5
6

7
3
8
,4

5
7

7
0
3
,3

3
2

6
8
8
,1

2
9

b
 .
　

公
的

2
5
3
,4

5
7

2
7
8
,5

3
8

3
0
2
,3

7
2

2
8
3
,2

1
0

2
2
5
,4

0
1

2
5
4
,0

8
2

2
6
5
,0

6
0

2
7
1
,5

1
5

2
9
3
,4

9
7

3
0
3
,0

2
3

3
1
8
,9

3
8

(a
)　

住
宅

3
,0

6
5

3
,5

7
1

3
,8

4
6

4
,1

3
3

2
,7

8
4

3
,6

7
3

3
,3

0
5

4
,7

9
9

5
,1

1
5

5
,3

9
1

5
,8

1
5

(b
)　

企
業

設
備

2
5
,5

5
2

4
0
,6

0
8

3
3
,2

0
7

3
5
,1

4
1

2
8
,8

2
5

3
2
,3

2
9

2
9
,9

0
5

2
4
,1

0
0

2
8
,5

0
3

2
0
,9

6
6

3
2
,9

8
9

(c
) 
一

般
政

府
（
中

央
政

府
等

・
地

方
政

府
等

）
2
2
4
,8

4
0

2
3
4
,3

5
8

2
6
5
,3

2
0

2
4
3
,9

3
6

1
9
3
,7

9
2

2
1
8
,0

8
0

2
3
1
,8

4
9

2
4
2
,6

1
6

2
5
9
,8

7
9

2
7
6
,6

6
5

2
8
0
,1

3
4

（
２

）
　

在
庫

変
動

3
6
,5

4
7

7
,9

8
3

1
4
,8

9
8

3
,4

1
0

-
3
,5

3
7

-
4
9
,0

7
2

3
8
,3

6
1

3
6
,2

4
9

2
4
,6

1
0

-
6
4
,4

4
5

1
1
,6

3
5

a.
　

民
間

企
業

3
5
,9

2
7

6
,6

9
1

7
,3

1
8

-
3
,3

0
6

2
,1

7
6

-
3
9
,0

7
5

3
2
,3

8
4

3
9
,1

8
7

1
4
,4

6
0

-
4
7
,7

7
2

1
0
,3

3
1

b
.　

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

6
2
0

1
,2

9
2

7
,5

8
0

6
,7

1
6

-
5
,7

1
3

-
9
,9

9
7

5
,9

7
6

-
2
,9

3
8

1
0
,1

5
0

-
1
6
,6

7
4

1
,3

0
4

４
．

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
(純

)・
統

計
上

の
不

突
合

-
2
2
6
,9

8
9

-
2
2
2
,1

0
6

-
2
9
2
,3

1
8

-
2
1
6
,1

1
9

1
2
,3

3
6

-
9
2
,6

1
8

-
7
3
,7

3
6

-
4
3
,5

6
9

-
2
7
1
,3

7
7

-
9
8
,4

6
6

-
5
,3

3
8

(1
)　

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
（
純

）
-
7
2
,1

2
6

-
8
6
,6

3
2

-
1
4
5
,5

2
9

-
1
2
2
,3

4
0

-
9
3
,2

3
9

-
8
7
,4

6
6

-
1
1
9
,3

5
0

-
1
3
8
,1

2
8

-
1
9
9
,1

8
1

-
5
6
,4

9
1

-
1
0
8
,4

0
1

(2
)　

統
計

上
の

不
突

合
-
1
5
4
,8

6
2

-
1
3
5
,4

7
4

-
1
4
6
,7

8
9

-
9
3
,7

7
9

1
0
5
,5

7
5

-
5
,1

5
2

4
5
,6

1
4

9
4
,5

5
9

-
7
2
,1

9
6

-
4
1
,9

7
5

1
0
3
,0

6
3

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
（
１

＋
２

＋
３

＋
４

）
4
,2

1
3
,6

3
0

4
,1

6
9
,2

9
3

4
,1

7
7
,1

0
5

4
,2

2
9
,5

8
8

4
,4

2
9
,8

9
8

4
,3

5
7
,2

2
8

4
,5

2
7
,5

8
0

4
,6

4
2
,3

0
5

4
,5

4
6
,9

7
2

4
,4

3
5
,8

9
6

4
,6

8
3
,8

8
7

（
参

考
）
県

外
か

ら
の

所
得

（
純

）
1
4
2
,1

9
9

1
1
4
,4

0
2

1
3
1
,0

0
2

1
2
6
,1

3
9

1
2
3
,9

4
2

1
2
6
,7

1
4

1
1
0
,4

1
9

9
8
,3

1
5

1
2
8
,5

3
2

9
0
,7

7
8

7
6
,3

4
8

県
民

総
所

得
（
市

場
価

格
）

4
,3

5
5
,8

2
9

4
,2

8
3
,6

9
5

4
,3

0
8
,1

0
7

4
,3

5
5
,7

2
7

4
,5

5
3
,8

4
0

4
,4

8
3
,9

4
2

4
,6

3
7
,9

9
9

4
,7

4
0
,6

2
0

4
,6

7
5
,5

0
4

4
,5

2
6
,6

7
4

4
,7

6
0
,2

3
5
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（
３

）
－

①
　

県
内

総
生

産
（
支

出
側

・
名

目
）
　

　
対

前
年

度
増

加
率

(単
位

：
％

)

平
成

2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
令

和
３

年
度

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

-
0
.0

2
.5

-
1
.1

-
0
.2

-
0
.4

1
.1

1
.7

1
.2

-
6
.8

2
.3

(１
)　

家
計

最
終

消
費

支
出

-
-
0
.1

2
.6

-
0
.9

-
0
.5

-
0
.6

1
.1

2
.0

1
.0

-
7
.4

2
.6

a 
.　

食
料

・
非

ア
ル

コ
ー

ル
-

1
.5

1
.8

1
.7

4
.0

1
.3

2
.0

0
.9

1
.0

-
3
.2

2
.3

b
 .
　

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

-
-
0
.6

2
.3

-
4
.4

3
.2

-
1
.3

-
1
.1

-
4
.4

1
.6

-
2
.1

2
.1

c
 .
　

被
服

・
履

物
-

2
.7

1
0
.5

0
.5

0
.3

-
9
.5

1
.2

3
.6

-
1
.7

-
1
0
.4

-
0
.9

d
 .
　

住
居

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
-

1
.4

0
.9

-
0
.2

-
1
.9

-
0
.8

1
.4

0
.0

4
.0

0
.6

3
.0

e
 .
　

家
具

・
家

庭
用

機
器

・
家

事
サ

ー
ビ

ス
-

3
.4

1
5
.3

-
3
.0

-
1
.6

-
2
.4

0
.4

-
0
.6

-
1
.7

0
.1

3
.6

f 
.　

保
健

・
医

療
-

-
1
.0

2
.4

0
.6

4
.3

-
3
.3

-
1
.4

-
0
.7

-
1
.2

-
0
.5

4
.5

g 
.　

交
通

-
0
.0

0
.9

-
1
.6

-
9
.0

1
.8

4
.5

2
.0

-
1
.3

-
2
0
.2

1
.7

h
 .
　

情
報

・
通

信
-

-
8
.7

5
.4

-
2
.8

0
.1

2
.9

4
.6

4
.9

0
.6

6
.1

1
.5

Ｉ 
.　

娯
楽

・
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化
-

-
0
.6

0
.3

-
0
.2

4
.9

-
1
.4

2
.6

2
.3

1
.2

-
8
.0

8
.7

ｊ 
.　

教
育

サ
ー

ビ
ス

-
-
8
.2

-
8
.7

-
6
.1

1
3
.1

1
3
.6

1
2
.8

1
4
.2

1
2
.1

7
.8

8
.8

k 
.　

外
食

・
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
-

-
2
.4

-
2
.0

-
1
.3

0
.9

0
.9

-
1
.4

-
2
.7

-
3
.0

-
2
9
.7

-
4
.0

l 
.　

保
険

・
金

融
サ

ー
ビ

ス
-

0
.0

5
.6

-
1
.7

-
3
.6

-
0
.2

-
9
.2

2
6
.2

2
.1

-
1
5
.6

0
.7

m
．

個
別

ケ
ア

・
社

会
保

護
・
そ

の
他

-
-
0
.1

4
.4

-
3
.0

-
1
.0

-
4
.1

-
0
.1

0
.6

0
.1

-
1
6
.9

2
.9

(再
掲

）
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

家
計

最
終

消
費

支
出

（
除

く
持

ち
家

の
帰

属
家

賃
）

-
-
0
.2

2
.9

-
1
.1

-
0
.7

-
0
.7

1
.2

2
.2

0
.0

-
9
.0

2
.7

持
ち

家
の

帰
属

家
賃

-
0
.7

0
.7

0
.6

0
.7

0
.4

0
.6

0
.7

6
.8

1
.7

1
.7

(２
)　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

-
6
.8

0
.4

-
1
1
.1

1
2
.8

7
.5

1
.7

-
1
1
.2

1
0
.5

1
6
.1

-
6
.4

２
．

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
-

-
0
.9

-
0
.7

3
.4

2
.5

-
1
.2

1
.7

0
.4

2
.4

0
.7

2
.1

３
．

県
内

総
資

本
形

成
-

-
4
.0

2
.5

-
2
.9

-
5
.0

5
.8

1
0
.8

3
.6

6
.8

-
9
.9

7
.2

（
１

）
　

総
固

定
資

本
形

成
-

-
1
.2

1
.8

-
1
.8

-
4
.3

1
0
.7

1
.8

3
.9

8
.1

-
2
.5

0
.2

a 
. 
 民

間
-

-
5
.1

-
0
.9

0
.2

2
.4

1
0
.1

1
.0

4
.4

8
.1

-
4
.5

-
1
.6

(a
) 
 住

宅
-

9
.4

1
5
.2

-
9
.0

8
.8

2
.9

-
3
.5

7
.6

-
2
.3

-
3
.0

1
.2

(b
) 
 企

業
設

備
-

-
7
.8

-
4
.5

2
.6

0
.8

1
1
.9

2
.1

3
.7

1
0
.5

-
4
.8

-
2
.2

b
 .
　

公
的

-
9
.9

8
.6

-
6
.3

-
2
0
.4

1
2
.7

4
.3

2
.4

8
.1

3
.2

5
.3

(a
)　

住
宅

-
1
6
.5

7
.7

7
.5

-
3
2
.6

3
1
.9

-
1
0
.0

4
5
.2

6
.6

5
.4

7
.9

(b
)　

企
業

設
備

-
5
8
.9

-
1
8
.2

5
.8

-
1
8
.0

1
2
.2

-
7
.5

-
1
9
.4

1
8
.3

-
2
6
.4

5
7
.3

(c
) 
一

般
政

府
（
中

央
政

府
等

・
地

方
政

府
等

）
-

4
.2

1
3
.2

-
8
.1

-
2
0
.6

1
2
.5

6
.3

4
.6

7
.1

6
.5

1
.3

（
２

）
　

在
庫

変
動

-
-
7
8
.2

8
6
.6

-
7
7
.1

-
2
0
3
.7

-
1
,2

8
7
.5

1
7
8
.2

-
5
.5

-
3
2
.1

-
3
6
1
.9

1
1
8
.1

a.
　

民
間

企
業

-
-
8
1
.4

9
.4

-
1
4
5
.2

1
6
5
.8

-
1
,8

9
5
.6

1
8
2
.9

2
1
.0

-
6
3
.1

-
4
3
0
.4

1
2
1
.6

b
.　

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

-
1
0
8
.3

4
8
6
.7

-
1
1
.4

-
1
8
5
.1

-
7
5
.0

1
5
9
.8

-
1
4
9
.2

4
4
5
.4

-
2
6
4
.3

1
0
7
.8

４
．

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
(純

)・
統

計
上

の
不

突
合

-
2
.2

-
3
1
.6

2
6
.1

1
0
5
.7

-
8
5
0
.8

2
0
.4

4
0
.9

-
5
2
2
.9

6
3
.7

9
4
.6

(1
)　

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
（
純

）
-

-
2
0
.1

-
6
8
.0

1
5
.9

2
3
.8

6
.2

-
3
6
.5

-
1
5
.7

-
4
4
.2

7
1
.6

-
9
1
.9

(2
)　

統
計

上
の

不
突

合
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
（
１

＋
２

＋
３

＋
４

）
-

-
1
.1

0
.2

1
.3

4
.7

-
1
.6

3
.9

2
.5

-
2
.1

-
2
.4

5
.6

（
参

考
）
県

外
か

ら
の

所
得

（
純

）
-

-
1
9
.5

1
4
.5

-
3
.7

-
1
.7

2
.2

-
1
2
.9

-
1
1
.0

3
0
.7

-
2
9
.4

-
1
5
.9

県
民

総
所

得
（
市

場
価

格
）

-
-
1
.7

0
.6

1
.1

4
.5

-
1
.5

3
.4

2
.2

-
1
.4

-
3
.2

5
.2
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（
３

）
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①
　

県
内

総
生

産
（
支

出
側

・
名

目
）
　

　
構

　
成

　
比

(単
位

：
％

)

平
成

2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
令

和
３

年
度

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

5
7
.3

5
7
.9

5
9
.2

5
7
.8

5
5
.1

5
5
.8

5
4
.3

5
3
.9

5
5
.7

5
3
.2

5
1
.5

(１
)　

家
計

最
終

消
費

支
出

5
6
.0

5
6
.5

5
7
.9

5
6
.6

5
3
.8

5
4
.4

5
2
.9

5
2
.6

5
4
.3

5
1
.5

5
0
.1

a 
.　

食
料

・
非

ア
ル

コ
ー

ル
8
.3

8
.5

8
.7

8
.7

8
.6

8
.9

8
.7

8
.6

8
.9

8
.8

8
.5

b
 .
　

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

1
.6

1
.6

1
.6

1
.5

1
.5

1
.5

1
.4

1
.3

1
.4

1
.4

1
.3

c
 .
　

被
服

・
履

物
2
.0

2
.0

2
.3

2
.2

2
.1

2
.0

1
.9

1
.9

1
.9

1
.8

1
.7

d
 .
　

住
居

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
1
3
.0

1
3
.3

1
3
.4

1
3
.2

1
2
.4

1
2
.5

1
2
.2

1
1
.9

1
2
.6

1
3
.0

1
2
.7

e
 .
　

家
具

・
家

庭
用

機
器

・
家

事
サ

ー
ビ

ス
2
.3

2
.4

2
.7

2
.6

2
.5

2
.4

2
.3

2
.3

2
.3

2
.3

2
.3

f 
.　

保
健

・
医

療
2
.4

2
.4

2
.5

2
.5

2
.5

2
.4

2
.3

2
.2

2
.2

2
.3

2
.3

g 
.　

交
通

6
.9

6
.9

7
.0

6
.8

5
.9

6
.1

6
.1

6
.1

6
.2

5
.0

4
.8

h
 .
　

情
報

・
通

信
3
.3

3
.0

3
.2

3
.0

2
.9

3
.0

3
.1

3
.1

3
.2

3
.5

3
.4

Ｉ 
.　

娯
楽

・
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化
3
.3

3
.4

3
.4

3
.3

3
.3

3
.3

3
.3

3
.3

3
.4

3
.2

3
.3

ｊ 
.　

教
育

サ
ー

ビ
ス

0
.7

0
.6

0
.6

0
.5

0
.6

0
.7

0
.7

0
.8

0
.9

1
.0

1
.1

k 
.　

外
食

・
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
4
.2

4
.1

4
.0

3
.9

3
.8

3
.9

3
.7

3
.5

3
.5

2
.5

2
.3

l 
.　

保
険

・
金

融
サ

ー
ビ

ス
2
.9

2
.9

3
.1

3
.0

2
.7

2
.8

2
.4

3
.0

3
.1

2
.7

2
.6

m
．

個
別

ケ
ア

・
社

会
保

護
・
そ

の
他

5
.3

5
.3

5
.6

5
.3

5
.0

4
.9

4
.7

4
.6

4
.7

4
.0

3
.9

(再
掲

）

家
計

最
終

消
費

支
出

（
除

く
持

ち
家

の
帰

属
家

賃
）

4
8
.1

4
8
.5

4
9
.8

4
8
.6

4
6
.1

4
6
.5

4
5
.3

4
5
.2

4
6
.2

4
3
.1

4
1
.9

持
ち

家
の

帰
属

家
賃

7
.9

8
.0

8
.0

8
.0

7
.7

7
.8

7
.6

7
.4

8
.1

8
.5

8
.2

(２
)　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

1
.3

1
.4

1
.4

1
.2

1
.3

1
.4

1
.4

1
.2

1
.4

1
.6

1
.4

２
．

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
2
3
.8

2
3
.8

2
3
.6

2
4
.1

2
3
.6

2
3
.7

2
3
.2

2
2
.7

2
3
.8

2
4
.5

2
3
.7

３
．

県
内

総
資

本
形

成
2
4
.3

2
3
.6

2
4
.1

2
3
.1

2
1
.0

2
2
.6

2
4
.1

2
4
.3

2
6
.5

2
4
.5

2
4
.9

（
１

）
　

総
固

定
資

本
形

成
2
3
.4

2
3
.4

2
3
.8

2
3
.0

2
1
.1

2
3
.7

2
3
.2

2
3
.6

2
6
.0

2
6
.0

2
4
.6

a 
. 
 民

間
1
7
.4

1
6
.7

1
6
.5

1
6
.4

1
6
.0

1
7
.9

1
7
.4

1
7
.7

1
9
.5

1
9
.1

1
7
.8

(a
) 
 住

宅
2
.7

3
.0

3
.5

3
.1

3
.2

3
.4

3
.2

3
.3

3
.3

3
.3

3
.1

(b
) 
 企

業
設

備
1
4
.7

1
3
.7

1
3
.0

1
3
.2

1
2
.7

1
4
.5

1
4
.2

1
4
.4

1
6
.2

1
5
.9

1
4
.7

b
 .
　

公
的

6
.0

6
.7

7
.2

6
.7

5
.1

5
.8

5
.9

5
.8

6
.5

6
.8

6
.8

(a
)　

住
宅

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

(b
)　

企
業

設
備

0
.6

1
.0

0
.8

0
.8

0
.7

0
.7

0
.7

0
.5

0
.6

0
.5

0
.7

(c
) 
一

般
政

府
（
中

央
政

府
等

・
地

方
政

府
等

）
5
.3

5
.6

6
.4

5
.8

4
.4

5
.0

5
.1

5
.2

5
.7

6
.2

6
.0

（
２

）
　

在
庫

変
動

0
.9

0
.2

0
.4

0
.1

-
0
.1

-
1
.1

0
.8

0
.8

0
.5

-
1
.5

0
.2

a.
　

民
間

企
業

0
.9

0
.2

0
.2

-
0
.1

0
.0

-
0
.9

0
.7

0
.8

0
.3

-
1
.1

0
.2

b
.　

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

0
.0

0
.0

0
.2

0
.2

-
0
.1

-
0
.2

0
.1

-
0
.1

0
.2

-
0
.4

0
.0

４
．

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
(純

)・
統

計
上

の
不

突
合

-
5
.4

-
5
.3

-
7
.0

-
5
.1

0
.3

-
2
.1

-
1
.6

-
0
.9

-
6
.0

-
2
.2

-
0
.1

(1
)　

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
（
純

）
-
1
.7

-
2
.1

-
3
.5

-
2
.9

-
2
.1

-
2
.0

-
2
.6

-
3
.0

-
4
.4

-
1
.3

-
2
.3

(2
)　

統
計

上
の

不
突

合
-
3
.7

-
3
.2

-
3
.5

-
2
.2

2
.4

-
0
.1

1
.0

2
.0

-
1
.6

-
0
.9

2
.2

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
（
１

＋
２

＋
３

＋
４

）
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

（
参

考
）
県

外
か

ら
の

所
得

（
純

）
3
.4

2
.7

3
.1

3
.0

2
.8

2
.9

2
.4

2
.1

2
.8

2
.0

1
.6

県
民

総
所

得
（
市

場
価

格
）

1
0
3
.4

1
0
2
.7

1
0
3
.1

1
0
3
.0

1
0
2
.8

1
0
2
.9

1
0
2
.4

1
0
2
.1

1
0
2
.8

1
0
2
.0

1
0
1
.6
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（
３

）
－

①
　

県
内

総
生

産
（
支

出
側

・
名

目
）
　

　
対

前
年

度
増

加
寄

与
度

平
成

2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
令

和
３

年
度

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

-
0
.0

1
.5

-
0
.7

-
0
.1

-
0
.2

0
.6

0
.9

0
.7

-
3
.8

1
.2

(１
)　

家
計

最
終

消
費

支
出

-
-
0
.1

1
.4

-
0
.5

-
0
.3

-
0
.3

0
.6

1
.1

0
.5

-
4
.0

1
.3

a 
.　

食
料

・
非

ア
ル

コ
ー

ル
-

0
.1

0
.2

0
.1

0
.3

0
.1

0
.2

0
.1

0
.1

-
0
.3

0
.2

b
 .
　

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

-
0
.0

0
.0

-
0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

-
0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

c
 .
　

被
服

・
履

物
-

0
.1

0
.2

0
.0

0
.0

-
0
.2

0
.0

0
.1

0
.0

-
0
.2

0
.0

d
 .
　

住
居

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
-

0
.2

0
.1

0
.0

-
0
.3

-
0
.1

0
.2

0
.0

0
.5

0
.1

0
.4

e
 .
　

家
具

・
家

庭
用

機
器

・
家

事
サ

ー
ビ

ス
-

0
.1

0
.4

-
0
.1

0
.0

-
0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

f 
.　

保
健

・
医

療
-

0
.0

0
.1

0
.0

0
.1

-
0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

g 
.　

交
通

-
0
.0

0
.1

-
0
.1

-
0
.6

0
.1

0
.3

0
.1

-
0
.1

-
1
.2

0
.1

h
 .
　

情
報

・
通

信
-

-
0
.3

0
.2

-
0
.1

0
.0

0
.1

0
.1

0
.1

0
.0

0
.2

0
.1

Ｉ 
.　

娯
楽

・
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化
-

0
.0

0
.0

0
.0

0
.2

0
.0

0
.1

0
.1

0
.0

-
0
.3

0
.3

ｊ 
.　

教
育

サ
ー

ビ
ス

-
-
0
.1

-
0
.1

0
.0

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

k 
.　

外
食

・
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
-

-
0
.1

-
0
.1

-
0
.1

0
.0

0
.0

-
0
.1

-
0
.1

-
0
.1

-
1
.0

-
0
.1

l 
.　

保
険

・
金

融
サ

ー
ビ

ス
-

0
.0

0
.2

-
0
.1

-
0
.1

0
.0

-
0
.3

0
.6

0
.1

-
0
.5

0
.0

m
．

個
別

ケ
ア

・
社

会
保

護
・
そ

の
他

-
0
.0

0
.2

-
0
.2

-
0
.1

-
0
.2

0
.0

0
.0

0
.0

-
0
.8

0
.1

(再
掲

）

家
計

最
終

消
費

支
出

（
除

く
持

ち
家

の
帰

属
家

賃
）

-
-
0
.1

1
.4

-
0
.6

-
0
.3

-
0
.3

0
.6

1
.0

0
.0

-
4
.1

1
.2

持
ち

家
の

帰
属

家
賃

-
0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.0

0
.0

0
.1

0
.5

0
.1

0
.1

(２
)　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

-
0
.1

0
.0

-
0
.2

0
.2

0
.1

0
.0

-
0
.2

0
.1

0
.2

-
0
.1

２
．

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
-

-
0
.2

-
0
.2

0
.8

0
.6

-
0
.3

0
.4

0
.1

0
.5

0
.2

0
.5

３
．

県
内

総
資

本
形

成
-

-
1
.0

0
.6

-
0
.7

-
1
.1

1
.2

2
.4

0
.9

1
.7

-
2
.6

1
.8

（
１

）
　

総
固

定
資

本
形

成
-

-
0
.3

0
.4

-
0
.4

-
1
.0

2
.3

0
.4

0
.9

1
.9

-
0
.7

0
.1

a 
. 
 民

間
-

-
0
.9

-
0
.2

0
.0

0
.4

1
.6

0
.2

0
.8

1
.4

-
0
.9

-
0
.3

(a
) 
 住

宅
-

0
.3

0
.5

-
0
.3

0
.3

0
.1

-
0
.1

0
.2

-
0
.1

-
0
.1

0
.0

(b
) 
 企

業
設

備
-

-
1
.1

-
0
.6

0
.3

0
.1

1
.5

0
.3

0
.5

1
.5

-
0
.8

-
0
.3

b
 .
　

公
的

-
0
.6

0
.6

-
0
.5

-
1
.4

0
.6

0
.3

0
.1

0
.5

0
.2

0
.4

(a
)　

住
宅

-
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

(b
)　

企
業

設
備

-
0
.4

-
0
.2

0
.0

-
0
.1

0
.1

-
0
.1

-
0
.1

0
.1

-
0
.2

0
.3

(c
) 
一

般
政

府
（
中

央
政

府
等

・
地

方
政

府
等

）
-

0
.2

0
.7

-
0
.5

-
1
.2

0
.5

0
.3

0
.2

0
.4

0
.4

0
.1

（
２

）
　

在
庫

変
動

-
-
0
.7

0
.2

-
0
.3

-
0
.2

-
1
.0

2
.0

0
.0

-
0
.3

-
2
.0

1
.7

a.
　

民
間

企
業

-
-
0
.7

0
.0

-
0
.3

0
.1

-
0
.9

1
.6

0
.2

-
0
.5

-
1
.4

1
.3

b
.　

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

-
0
.0

0
.2

0
.0

-
0
.3

-
0
.1

0
.4

-
0
.2

0
.3

-
0
.6

0
.4

４
．

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
(純

)・
統

計
上

の
不

突
合

-
0
.1

-
1
.7

1
.8

5
.4

-
2
.4

0
.4

0
.7

-
4
.9

3
.8

2
.1

(1
)　

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
（
純

）
-

-
0
.3

-
1
.4

0
.6

0
.7

0
.1

-
0
.7

-
0
.4

-
1
.3

3
.1

-
1
.2

(2
)　

統
計

上
の

不
突

合
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
（
１

＋
２

＋
３

＋
４

）
-

-
1
.1

0
.2

1
.3

4
.7

-
1
.6

3
.9

2
.5

-
2
.1

-
2
.4

5
.6

（
参

考
）
県

外
か

ら
の

所
得

（
純

）
-

-
0
.7

0
.4

-
0
.1

-
0
.1

0
.1

-
0
.4

-
0
.3

0
.7

-
0
.8

-
0
.3

県
民

総
所

得
（
市

場
価

格
）

-
-
1
.7

0
.6

1
.1

4
.7

-
1
.6

3
.5

2
.3

-
1
.4

-
3
.3

5
.3

（
注

）
対

前
年

度
増

加
寄

与
度

＝
当

年
度

増
加

額
／

前
年

度
県

内
総

生
産

（
支

出
側

）
×

１
０

０
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（
３

）
－

②
　

県
内

総
生

産
（
支

出
側

・
実

質
：
連

鎖
方

式
）
　

　
（
平

成
２

７
暦

年
基

準
）

実
　

額
（
単

位
：
百

万
円

）
 

平
成

2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

2
,4

5
5
,3

3
8

2
,4

7
7
,0

9
3

2
,5

3
4
,6

3
3

2
,4

4
9
,2

5
6

2
,4

4
1
,9

9
9

2
,4

3
5
,9

7
5

2
,4

5
1
,4

6
7

2
,4

7
9
,6

2
0

2
,4

9
3
,4

3
8

2
,3

2
2
,8

5
5

2
,3

4
8
,9

4
4

(１
)　

家
計

最
終

消
費

支
出

2
,4

0
1
,1

7
7

2
,4

1
8
,3

7
8

2
,4

7
5
,6

7
6

2
,3

9
7
,5

2
3

2
,3

8
3
,8

1
2

2
,3

7
3
,1

7
0

2
,3

8
8
,0

2
2

2
,4

2
3
,4

6
9

2
,4

3
1
,2

7
7

2
,2

5
0
,4

3
9

2
,2

8
2
,1

5
0

a 
.　

食
料

・
非

ア
ル

コ
ー

ル
3
7
2
,9

7
7

3
8
0
,9

0
7

3
8
5
,4

3
8

3
7
5
,6

7
0

3
8
0
,0

4
9

3
7
8
,8

2
5

3
8
2
,7

8
5

3
8
4
,7

9
7

3
8
5
,3

8
5

3
7
1
,9

9
7

3
7
7
,6

0
9

b
 .
　

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

6
8
,1

5
4

6
7
,9

9
3

6
9
,8

5
4

6
4
,4

3
7

6
6
,6

9
8

6
5
,0

9
9

6
3
,1

5
8

5
9
,0

8
6

5
8
,2

2
5

5
5
,0

5
8

5
3
,5

3
1

c
 .
　

被
服

・
履

物
8
7
,2

2
0

8
9
,4

7
8

9
8
,2

9
4

9
5
,7

5
0

9
4
,5

0
8

8
4
,3

6
1

8
5
,0

0
4

8
8
,2

3
1

8
5
,9

8
9

7
6
,5

3
6

7
5
,6

3
2

d
 .
　

住
居

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
5
4
2
,9

5
9

5
5
2
,1

6
7

5
5
7
,1

4
5

5
5
4
,6

5
7

5
5
0
,5

7
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庫

変
動

-
-
7
8
.0

7
4
.8

-
7
2
.0

-
2
5
4
.2

-
1
,3

1
0
.4

1
7
4
.9

-
5
.8

-
2
9
.0

-
3
7
3
.0

1
1
5
.9

a.
　

民
間

企
業

-
-
8
1
.1

6
.4

-
1
4
5
.0

1
6
8
.0

-
1
,9

3
6
.4

1
8
0
.5

1
9
.7

-
6
2
.2

-
4
3
4
.5

1
1
9
.5

b
.　

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

-
1
0
3
.3

4
2
9
.3

-
1
.6

-
2
1
1
.8

-
7
3
.5

1
5
2
.9

-
1
4
3
.9

4
7
2
.7

-
2
8
5
.5

1
0
5
.7

４
．

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
(純

)・
統

計
上

の
不

突
合

・
開

差
-

-
9
.6

-
1
0
.7

5
7
.2

1
0
8
.5

-
4
,6

3
7
.9

3
7
.7

7
9
.3

-
1
,0

0
0
.1

3
6
.5

1
6
4
.6

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
-

-
0
.6

1
.3

-
1
.4

0
.3

-
2
.8

4
.2

3
.1

-
2
.4

-
4
.1

7
.4

－　40　－



（
３

）
－

③
県

内
総

生
産

（
支

出
側

・
デ

フ
レ

ー
タ

ー
：
連

鎖
方

式
）
　

　
（
平

成
２

７
暦

年
＝

１
０

０
）

実
　

数
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

9
8
.3

9
7
.4

9
7
.6

9
9
.9

9
9
.9

9
9
.8

1
0
0
.3

1
0
0
.8

1
0
1
.5

1
0
1
.5

1
0
2
.7

(１
)　

家
計

最
終

消
費

支
出

9
8
.2

9
7
.4

9
7
.6

9
9
.9

1
0
0
.0

9
9
.8

1
0
0
.3

1
0
0
.8

1
0
1
.5

1
0
1
.6

1
0
2
.7

a 
.　

食
料

・
非

ア
ル

コ
ー

ル
9
3
.8

9
3
.2

9
3
.8

9
7
.9

1
0
0
.6

1
0
2
.2

1
0
3
.2

1
0
3
.6

1
0
4
.5

1
0
4
.8

1
0
5
.6

b
 .
　

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

9
7
.5

9
7
.1

9
6
.7

1
0
0
.2

9
9
.9

1
0
1
.0

1
0
3
.0

1
0
5
.2

1
0
8
.5

1
1
2
.3

1
1
7
.9

c
 .
　

被
服

・
履

物
9
5
.2

9
5
.3

9
5
.9

9
8
.9

1
0
0
.5

1
0
1
.9

1
0
2
.3

1
0
2
.1

1
0
3
.0

1
0
3
.7

1
0
4
.0

d
 .
　

住
居

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
1
0
0
.8

1
0
0
.5

1
0
0
.5

1
0
0
.7

9
9
.5

9
8
.2

9
8
.3

9
8
.4

9
8
.3

9
7
.5

9
9
.2

e
 .
　

家
具

・
家

庭
用

機
器

・
家

事
サ

ー
ビ

ス
1
0
4
.8

9
8
.9

9
6
.9

9
9
.9

1
0
0
.0

9
9
.7

9
8
.9

9
8
.1

1
0
0
.5

1
0
2
.2

1
0
2
.9

f 
.　

保
健

・
医

療
9
9
.5

9
9
.4

9
9
.3

9
9
.9

1
0
0
.0

9
9
.4

9
9
.4

9
8
.5

9
8
.8

9
8
.5

9
8
.1

g 
.　

交
通

9
8
.1

9
8
.2

9
9
.4

1
0
2
.9

9
9
.1

9
8
.2

1
0
0
.2

1
0
2
.8

1
0
3
.6

1
0
2
.9

1
0
7
.6

h
 .
　

情
報

・
通

信
1
0
1
.7

9
7
.9

9
8
.1

9
9
.5

1
0
0
.5

9
7
.8

9
5
.8

9
3
.7

9
1
.5

9
2
.0

8
8
.4

Ｉ 
.　

娯
楽

・
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化
9
7
.1

9
6
.7

9
6
.8

9
9
.5

1
0
0
.1

1
0
0
.9

1
0
1
.1

1
0
1
.9

1
0
3
.5

1
0
4
.9

1
0
6
.5

ｊ 
.　

教
育

サ
ー

ビ
ス

9
9
.6

9
8
.2

9
8
.0

9
9
.5

1
0
0
.0

9
9
.5

1
0
0
.0

1
0
0
.0

9
9
.5

1
0
0
.0

1
0
1
.9

k 
.　

外
食

・
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
9
4
.6

9
4
.8

9
4
.6

9
8
.6

1
0
0
.3

1
0
1
.1

1
0
1
.6

1
0
2
.8

1
0
4
.6

1
0
5
.0

1
0
6
.2

l 
.　

保
険

・
金

融
サ

ー
ビ

ス
1
0
3
.3

1
0
0
.6

9
9
.6

9
9
.7

1
0
0
.2

1
0
1
.1

1
0
2
.8

1
0
4
.9

1
0
6
.2

1
0
4
.0

1
0
3
.4

m
．

個
別

ケ
ア

・
社

会
保

護
・
そ

の
他

9
6
.4

9
5
.9

9
6
.8

9
9
.6

9
9
.9

9
9
.9

1
0
0
.4

1
0
1
.0

1
0
2
.4

1
0
3
.3

1
0
4
.7

(２
)　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

9
9
.6

9
8
.2

9
8
.2

9
9
.4

9
9
.6

9
9
.2

9
9
.9

1
0
0
.3

1
0
0
.1

9
9
.5

1
0
1
.1

２
．

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
9
9
.5

9
8
.7

9
8
.4

1
0
0
.2

1
0
0
.0

9
9
.6

1
0
0
.2

1
0
0
.4

1
0
0
.8

9
9
.9

1
0
1
.0

３
．

県
内

総
資

本
形

成
9
6
.3

9
6
.0

9
7
.3

9
9
.4

9
9
.9

9
9
.4

1
0
0
.6

1
0
1
.8

1
0
2
.5

1
0
2
.7

1
0
6
.3

（
１

）
　

総
固

定
資

本
形

成
9
6
.5

9
6
.2

9
7
.4

9
9
.6

9
9
.9

9
9
.3

1
0
0
.4

1
0
1
.6

1
0
2
.4

1
0
2
.4

1
0
5
.8

a 
. 
 民

間
9
7
.2

9
6
.8

9
7
.9

9
9
.6

9
9
.9

9
9
.2

1
0
0
.2

1
0
1
.2

1
0
1
.8

1
0
1
.5

1
0
5
.0

(a
) 
 住

宅
9
4
.7

9
4
.2

9
6
.4

9
9
.8

9
9
.9

9
9
.8

1
0
1
.6

1
0
3
.2

1
0
4
.8

1
0
5
.4

1
1
3
.3

(b
) 
 企

業
設

備
9
7
.8

9
7
.5

9
8
.3

9
9
.5

9
9
.9

9
9
.1

9
9
.9

1
0
0
.8

1
0
1
.1

1
0
0
.7

1
0
3
.3

b
 .
　

公
的

9
4
.7

9
4
.6

9
6
.0

9
9
.6

9
9
.8

9
9
.5

1
0
1
.1

1
0
2
.9

1
0
4
.5

1
0
5
.0

1
0
8
.4

(a
)　

住
宅

9
4
.8

9
4
.3

9
6
.3

9
9
.9

9
9
.8

9
9
.5

1
0
1
.2

1
0
3
.0

1
0
5
.1

1
0
5
.6

1
1
1
.4

(b
)　

企
業

設
備

9
6
.8

9
6
.4

9
7
.7

9
9
.5

9
9
.8

9
9
.2

1
0
0
.5

1
0
2
.1

1
0
3
.0

1
0
2
.9

1
0
6
.4

(c
) 
一

般
政

府
（
中

央
政

府
等

・
地

方
政

府
等

）
9
4
.4

9
4
.3

9
5
.8

9
9
.6

9
9
.8

9
9
.6

1
0
1
.2

1
0
3
.0

1
0
4
.7

1
0
5
.2

1
0
8
.6

（
２

）
　

在
庫

変
動

1
5
8
.3

1
5
7
.0

1
6
7
.6

1
3
7
.1

9
2
.2

9
0
.7

9
4
.7

9
5
.0

9
0
.8

8
7
.1

9
8
.6

a.
　

民
間

企
業

1
0
0
.2

9
8
.8

1
0
1
.6

1
0
2
.0

9
8
.7

9
6
.5

9
9
.3

1
0
0
.4

9
8
.1

9
6
.9

1
0
7
.3

b
.　

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

1
2
1
.5

1
2
4
.6

1
3
8
.1

1
2
4
.3

9
4
.6

9
5
.4

1
0
7
.8

1
2
0
.7

1
1
1
.9

9
9
.1

1
3
7
.0

４
．

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
(純

)・
統

計
上

の
不

突
合

・
開

差
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
9
4
.8

9
4
.4

9
3
.4

9
5
.9

1
0
0
.1

1
0
1
.4

1
0
1
.0

1
0
0
.5

1
0
0
.9

1
0
2
.6

1
0
0
.9
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（
３

）
－

③
　

県
内

総
生

産
（
支

出
側

・
デ

フ
レ

ー
タ

ー
：
連

鎖
方

式
）
　

　
（
平

成
２

７
暦

年
＝

１
０

０
）

対
前

年
度

増
加

率
（
単

位
：
％

）
  

平
成

2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
令

和
３

年
度

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

-
-
0
.8

0
.2

2
.3

0
.1

-
0
.1

0
.5

0
.5

0
.7

0
.0

1
.2

(１
)　

家
計

最
終

消
費

支
出

-
-
0
.8

0
.2

2
.3

0
.1

-
0
.1

0
.5

0
.5

0
.7

0
.1

1
.1

a 
.　

食
料

・
非

ア
ル

コ
ー

ル
-

-
0
.6

0
.6

4
.4

2
.8

1
.6

1
.0

0
.4

0
.9

0
.3

0
.8

b
 .
　

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

-
-
0
.4

-
0
.4

3
.6

-
0
.3

1
.1

2
.0

2
.1

3
.1

3
.5

5
.0

c
 .
　

被
服

・
履

物
-

0
.1

0
.6

3
.1

1
.6

1
.4

0
.4

-
0
.2

0
.9

0
.7

0
.3

d
 .
　

住
居

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
-

-
0
.3

0
.0

0
.2

-
1
.2

-
1
.3

0
.1

0
.1

-
0
.1

-
0
.8

1
.7

e
 .
　

家
具

・
家

庭
用

機
器

・
家

事
サ

ー
ビ

ス
-

-
5
.6

-
2
.0

3
.1

0
.1

-
0
.3

-
0
.8

-
0
.8

2
.4

1
.7

0
.7

f 
.　

保
健

・
医

療
-

-
0
.1

-
0
.1

0
.6

0
.1

-
0
.6

0
.0

-
0
.9

0
.3

-
0
.3

-
0
.4

g 
.　

交
通

-
0
.1

1
.2

3
.5

-
3
.7

-
0
.9

2
.0

2
.6

0
.8

-
0
.7

4
.6

h
 .
　

情
報

・
通

信
-

-
3
.7

0
.2

1
.4

1
.0

-
2
.7

-
2
.0

-
2
.2

-
2
.3

0
.5

-
3
.9

Ｉ 
.　

娯
楽

・
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化
-

-
0
.4

0
.1

2
.8

0
.6

0
.8

0
.2

0
.8

1
.6

1
.4

1
.5

ｊ 
.　

教
育

サ
ー

ビ
ス

-
-
1
.4

-
0
.2

1
.5

0
.5

-
0
.5

0
.5

0
.0

-
0
.5

0
.5

1
.9

k 
.　

外
食

・
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
-

0
.2

-
0
.2

4
.2

1
.7

0
.8

0
.5

1
.2

1
.8

0
.4

1
.1

l 
.　

保
険

・
金

融
サ

ー
ビ

ス
-

-
2
.6

-
1
.0

0
.1

0
.5

0
.9

1
.7

2
.0

1
.2

-
2
.1

-
0
.6

m
．

個
別

ケ
ア

・
社

会
保

護
・
そ

の
他

-
-
0
.5

0
.9

2
.9

0
.3

0
.0

0
.5

0
.6

1
.4

0
.9

1
.4

(２
)　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

最
終

消
費

支
出

-
-
1
.4

0
.0

1
.2

0
.2

-
0
.4

0
.7

0
.4

-
0
.2

-
0
.6

1
.6

２
．

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
-

-
0
.8

-
0
.3

1
.8

-
0
.2

-
0
.4

0
.6

0
.2

0
.4

-
0
.9

1
.1

３
．

県
内

総
資

本
形

成
-

-
0
.3

1
.3

2
.1

0
.5

-
0
.5

1
.2

1
.2

0
.7

0
.2

3
.5

（
１

）
　

総
固

定
資

本
形

成
-

-
0
.3

1
.3

2
.2

0
.3

-
0
.6

1
.1

1
.2

0
.8

-
0
.1

3
.4

a 
. 
 民

間
-

-
0
.3

1
.1

1
.7

0
.3

-
0
.7

1
.0

1
.0

0
.5

-
0
.2

3
.4

(a
) 
 住

宅
-

-
0
.5

2
.3

3
.5

0
.1

-
0
.1

1
.8

1
.6

1
.6

0
.6

7
.5

(b
) 
 企

業
設

備
-

-
0
.3

0
.8

1
.2

0
.4

-
0
.8

0
.8

0
.9

0
.3

-
0
.4

2
.6

b
 .
　

公
的

-
-
0
.2

1
.6

3
.7

0
.2

-
0
.3

1
.6

1
.8

1
.6

0
.4

3
.3

(a
)　

住
宅

-
-
0
.5

2
.1

3
.7

-
0
.1

-
0
.3

1
.7

1
.8

2
.0

0
.5

5
.5

(b
)　

企
業

設
備

-
-
0
.4

1
.3

1
.8

0
.3

-
0
.6

1
.3

1
.6

0
.9

-
0
.1

3
.4

(c
) 
一

般
政

府
（
中

央
政

府
等

・
地

方
政

府
等

）
-

-
0
.1

1
.6

4
.0

0
.2

-
0
.2

1
.6

1
.8

1
.7

0
.5

3
.2

（
２

）
　

在
庫

変
動

-
-
0
.8

6
.8

-
1
8
.2

-
3
2
.7

-
1
.6

4
.4

0
.3

-
4
.4

-
4
.1

1
3
.3

a.
　

民
間

企
業

-
-
1
.4

2
.8

0
.4

-
3
.2

-
2
.2

2
.9

1
.1

-
2
.3

-
1
.2

1
0
.7

b
.　

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

-
2
.6

1
0
.8

-
1
0
.0

-
2
3
.9

0
.8

1
3
.0

1
2
.0

-
7
.3

-
1
1
.4

3
8
.2

４
．

財
貨

・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
(純

)・
統

計
上

の
不

突
合

・
開

差
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
（
１

＋
２

＋
３

＋
４

）
-

-
0
.5

-
1
.1

2
.7

4
.4

1
.2

-
0
.3

-
0
.5

0
.4

1
.7

-
1
.7
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．

付
表

　
(１

)　
経

済
活

動
別

県
内

総
生

産
お

よ
び

要
素

所
得

令
和

３
年

度
（
単

位
：
百

万
円

）

　
　

　
　

　
　

　
　

経
済

活
動

の
種

類
固

定
資

本
減

耗

①
②

③
=
①

-
②

④
⑤

=
③

-
④

⑥
⑦

=
⑤

-
⑥

⑧
⑨

=
⑦

-
⑧

　
１

．
農

林
水

産
業

1
9
2
,7

4
4

1
1
3
,4

8
0

7
9
,2

6
4

2
4
,7

0
0

5
4
,5

6
4

1
,5

4
1

5
3
,0

2
3

3
0
,5

9
9

2
2
,4

2
4

　
　

　
（
1
）
　

農
業

1
3
0
,3

3
8

7
7
,9

0
0

5
2
,4

3
8

1
8
,4

2
5

3
4
,0

1
3

5
9
8

3
3
,4

1
5

2
2
,7

5
0

1
0
,6

6
5

　
　

　
（
2
）
　

林
業

2
4
,1

5
7

1
0
,4

4
2

1
3
,7

1
5

2
,7

5
1

1
0
,9

6
4

1
4

1
0
,9

5
0

2
,5

8
6

8
,3

6
4

　
　

　
（
3
）
　

水
産

業
3
8
,2

4
9

2
5
,1

3
8

1
3
,1

1
1

3
,5

2
4

9
,5

8
7

9
2
9

8
,6

5
8

5
,2

6
3

3
,3

9
5

　
２

．
鉱

業
2
8
,3

2
3

1
3
,5

4
6

1
4
,7

7
7

1
,9

7
8

1
2
,7

9
9

2
,0

8
9

1
0
,7

1
0

3
,8

8
3

6
,8

2
7

　
３

．
製

造
業

4
,8

5
9
,6

8
6

3
,5

7
5
,7

1
6

1
,2

8
3
,9

7
0

4
8
0
,8

7
6

8
0
3
,0

9
4

2
0
7
,7

5
9

5
9
5
,3

3
5

3
3
7
,9

8
7

2
5
7
,3

4
8

　
　

　
（
1
）
　

食
料

品
2
8
1
,0

3
6

1
3
8
,2

6
5

1
4
2
,7

7
1

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
2
）
　

繊
維

製
品

1
4
,1

6
0

6
,6

4
1

7
,5

1
9

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
3
）
　

パ
ル

プ
・
紙

・
紙

加
工

品
3
4
,4

2
4

2
3
,4

8
0

1
0
,9

4
4

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
4
）
　

化
学

6
0
5
,5

1
5

4
7
1
,7

5
8

1
3
3
,7

5
7

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
5
）
　

石
油

・
石

炭
製

品
5
6
0
,5

0
6

4
7
8
,1

2
2

8
2
,3

8
4

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
6
）
　

窯
業

・
土

石
製

品
1
4
1
,6

4
2

7
2
,5

2
8

6
9
,1

1
4

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
7
）
　

鉄
鋼

7
9
8
,3

6
5

5
5
5
,1

6
3

2
4
3
,2

0
2

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
8
）
　

非
鉄

金
属

8
1
4
,0

6
5

6
8
0
,4

8
8

1
3
3
,5

7
7

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
9
）
　

金
属

製
品

6
4
,8

9
4

3
8
,1

4
0

2
6
,7

5
4

-
-

-
-

-
-

  
  
（
1
0
）
　

は
ん

用
・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

2
7
8
,6

9
7

1
7
1
,6

1
2

1
0
7
,0

8
5

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
1
）
　

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス
2
7
4
,8

8
9

1
2
6
,6

3
3

1
4
8
,2

5
6

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
2
）
　

電
気

機
械

3
8
,9

1
0

2
3
,0

5
7

1
5
,8

5
3

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
3
）
　

情
報

・
通

信
機

器
1
9
8
,7

2
4

1
7
4
,4

0
3

2
4
,3

2
1

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
4
）
　

輸
送

用
機

械
5
9
6
,6

9
2

5
2
0
,4

0
8

7
6
,2

8
4

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
5
）
　

そ
の

他
の

製
造

業
1
5
7
,1

6
7

9
5
,0

1
8

6
2
,1

4
9

-
-

-
-

-
-

　
４

．
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
4
6
1
,5

7
6

2
5
7
,7

6
7

2
0
3
,8

0
9

9
8
,6

5
9

1
0
5
,1

5
0

3
,1

1
1

1
0
2
,0

3
9

3
1
,4

3
2

7
0
,6

0
7

　
５

．
建

設
業

6
1
3
,8

4
0

3
3
1
,6

7
7

2
8
2
,1

6
3

3
4
,4

2
0

2
4
7
,7

4
3

1
2
,3

8
6

2
3
5
,3

5
7

1
8
6
,1

1
7

4
9
,2

4
0

　
６

．
卸

売
・
小

売
業

6
5
4
,4

4
9

2
2
3
,2

7
0

4
3
1
,1

7
9

4
7
,4

9
7

3
8
3
,6

8
2

5
4
,3

6
8

3
2
9
,3

1
4

2
3
3
,8

3
9

9
5
,4

7
5

　
７

．
運

輸
・
郵

便
業

4
3
3
,6

4
7

2
2
0
,3

9
3

2
1
3
,2

5
4

7
6
,0

5
3

1
3
7
,2

0
1

1
3
,6

1
6

1
2
3
,5

8
5

1
1
0
,7

2
6

1
2
,8

5
9

　
８

．
宿

泊
・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
9
1
,8

9
3

1
2
4
,7

5
3

6
7
,1

4
0

1
7
,1

9
9

4
9
,9

4
1

7
,0

4
2

4
2
,8

9
9

6
0
,8

7
8

-
1
7
,9

7
9
 

　
９

．
情

報
通

信
業

2
7
2
,9

4
0

1
4
6
,9

1
0

1
2
6
,0

3
0

4
2
,5

8
8

8
3
,4

4
2

1
0
,7

9
3

7
2
,6

4
9

3
7
,8

6
4

3
4
,7

8
5

１
０

．
金

融
・
保

険
業

2
0
8
,6

8
3

7
5
,5

1
9

1
3
3
,1

6
4

1
5
,3

2
1

1
1
7
,8

4
3

-
1
,0

8
4
 

1
1
8
,9

2
7

6
7
,8

3
7

5
1
,0

9
0

１
１

．
不

動
産

業
5
6
4
,9

0
5

9
6
,2

1
2

4
6
8
,6

9
3

2
1
0
,7

1
5

2
5
7
,9

7
8

1
5
,0

9
3

2
4
2
,8

8
5

9
,8

5
3

2
3
3
,0

3
2

１
２

．
専

門
・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
3
8
7
,0

5
6

1
1
4
,1

8
7

2
7
2
,8

6
9

3
7
,4

1
5

2
3
5
,4

5
4

2
1
,8

7
5

2
1
3
,5

7
9

1
4
4
,1

0
9

6
9
,4

7
0

１
３

．
公

務
3
2
4
,8

2
0

8
4
,6

2
6

2
4
0
,1

9
4

8
9
,0

7
6

1
5
1
,1

1
8

7
8
5

1
5
0
,3

3
3

1
5
0
,3

3
3

0
１

４
．

教
育

2
0
9
,0

6
4

3
3
,5

9
1

1
7
5
,4

7
3

4
1
,6

9
1

1
3
3
,7

8
2

6
,6

9
2

1
2
7
,0

9
0

1
4
6
,7

0
9

-
1
9
,6

1
9
 

１
５

．
保

健
衛

生
・
社

会
事

業
7
6
9
,9

6
9

2
7
0
,5

3
9

4
9
9
,4

3
0

5
5
,2

2
0

4
4
4
,2

1
0

-
2
6
,4

4
3
 

4
7
0
,6

5
3

5
0
6
,5

5
7

-
3
5
,9

0
4
 

１
６

．
そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
2
7
0
,1

0
0

1
0
9
,9

3
6

1
6
0
,1

6
4

2
9
,0

9
1

1
3
1
,0

7
3

1
0
,2

0
3

1
2
0
,8

7
0

9
2
,1

9
2

2
8
,6

7
8

　
　

小
　

　
　

計
1
0
,4

4
3
,6

9
5

5
,7

9
2
,1

2
2

4
,6

5
1
,5

7
3

1
,3

0
2
,4

9
9

3
,3

4
9
,0

7
4

3
3
9
,8

2
6

3
,0

0
9
,2

4
8

2
,1

5
0
,9

1
5

8
5
8
,3

3
3

　
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

・
関

税
9
6
,4

4
2

0
9
6
,4

4
2

0
9
6
,4

4
2

9
6
,4

4
2

0
0

0
　

（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

6
4
,1

2
8

0
6
4
,1

2
8

0
6
4
,1

2
8

6
4
,1

2
8

0
0

0
　

　
合

　
　

　
計

1
0
,4

7
6
,0

0
9

5
,7

9
2
,1

2
2

4
,6

8
3
,8

8
7

1
,3

0
2
,4

9
9

3
,3

8
1
,3

8
8

3
7
2
,1

4
0

3
,0

0
9
,2

4
8

2
,1

5
0
,9

1
5

8
5
8
,3

3
3

　
　

（
再

掲
）

　
　

市
場

生
産

者
9
,6

8
5
,9

7
7

5
,5

8
6
,8

0
3

4
,0

9
9
,1

7
4

1
,1

3
3
,0

3
4

2
,9

6
6
,1

4
0

3
3
5
,7

5
4

2
,6

3
0
,3

8
6

1
,7

7
2
,0

5
3

8
5
8
,3

3
3

　
　

一
般

政
府

6
1
2
,5

5
7

1
7
0
,7

3
0

4
4
1
,8

2
7

1
5
2
,8

2
3

2
8
9
,0

0
4

1
,3

2
9

2
8
7
,6

7
5

2
8
7
,6

7
5

0
　

　
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
1
4
5
,1

6
1

3
4
,5

8
9

1
1
0
,5

7
2

1
6
,6

4
2

9
3
,9

3
0

2
,7

4
3

9
1
,1

8
7

9
1
,1

8
7

0
　

　
小

　
　

　
計

1
0
,4

4
3
,6

9
5

5
,7

9
2
,1

2
2

4
,6

5
1
,5

7
3

1
,3

0
2
,4

9
9

3
,3

4
9
,0

7
4

3
3
9
,8

2
6

3
,0

0
9
,2

4
8

2
,1

5
0
,9

1
5

8
5
8
,3

3
3

県
内

要
素

所
得

県
内

雇
用

者
報

酬
営

業
余

剰
・
混

合
所

得
産

出
額

（
生

産
者

価
格

表
示

）
中

間
投

入
 

県
内

総
生

産
（
生

産
者

価
格

表
示

）
県

内
純

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）

生
産

・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

(控
除

)補
助

金
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付
表

　
(１

)　
経

済
活

動
別

県
内

総
生

産
お

よ
び

要
素

所
得

令
和

２
年

度
（
単

位
：
百

万
円

）

　
　

　
　

　
　

　
　

経
済

活
動

の
種

類
固

定
資

本
減

耗

①
②

③
=
①

-
②

④
⑤

=
③

-
④

⑥
⑦

=
⑤

-
⑥

⑧
⑨

=
⑦

-
⑧

　
１

．
農

林
水

産
業

1
8
2
,3

2
5

1
0
2
,0

1
0

8
0
,3

1
5

2
3
,8

6
6

5
6
,4

4
9

4
,7

1
1

5
1
,7

3
8

3
2
,3

7
6

1
9
,3

6
2

　
　

　
（
1
）
　

農
業

1
2
9
,1

9
1

7
2
,6

4
8

5
6
,5

4
3

1
8
,6

6
1

3
7
,8

8
2

3
,3

3
1

3
4
,5

5
1

2
4
,1

3
2

1
0
,4

1
9

　
　

　
（
2
）
　

林
業

1
7
,9

6
1

7
,6

9
7

1
0
,2

6
4

1
,9

7
9

8
,2

8
5

2
7
3

8
,0

1
2

2
,5

2
1

5
,4

9
1

　
　

　
（
3
）
　

水
産

業
3
5
,1

7
3

2
1
,6

6
5

1
3
,5

0
8

3
,2

2
6

1
0
,2

8
2

1
,1

0
7

9
,1

7
5

5
,7

2
4

3
,4

5
1

　
２

．
鉱

業
2
8
,0

0
8

1
2
,7

2
9

1
5
,2

7
9

1
,9

8
6

1
3
,2

9
3

2
,2

2
2

1
1
,0

7
1

3
,6

7
0

7
,4

0
1

　
３

．
製

造
業

3
,9

2
2
,3

2
1

2
,8

0
6
,8

4
4

1
,1

1
5
,4

7
7

4
5
6
,5

8
6

6
5
8
,8

9
1

1
8
2
,4

1
6

4
7
6
,4

7
5

3
3
6
,8

5
2

1
3
9
,6

2
3

　
　

　
（
1
）
　

食
料

品
2
5
8
,6

1
8

1
2
7
,2

7
3

1
3
1
,3

4
5

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
2
）
　

繊
維

製
品

2
1
,2

8
4

1
1
,7

5
6

9
,5

2
8

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
3
）
　

パ
ル

プ
・
紙

・
紙

加
工

品
3
1
,6

3
9

1
9
,0

6
5

1
2
,5

7
4

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
4
）
　

化
学

5
1
1
,5

6
8

3
8
3
,2

4
7

1
2
8
,3

2
1

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
5
）
　

石
油

・
石

炭
製

品
2
1
9
,0

2
9

1
2
6
,0

2
3

9
3
,0

0
6

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
6
）
　

窯
業

・
土

石
製

品
1
1
5
,3

9
5

5
6
,1

2
2

5
9
,2

7
3

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
7
）
　

鉄
鋼

4
9
1
,2

4
5

4
2
0
,2

1
4

7
1
,0
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円
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⑦
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3
,9
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9

1
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3
,9
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9

0
１

４
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教
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2
0
6
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0
5

3
2
,0

5
9

1
7
4
,4

4
6

4
1
,8

8
5

1
3
2
,5

6
1

7
,4

4
5

1
2
5
,1

1
6

1
2
5
,7

9
8

-
6
8
2
 

１
５

．
保

健
衛

生
・
社

会
事

業
7
1
7
,0

9
1

2
4
1
,2

8
8

4
7
5
,8

0
3

5
5
,7

4
9

4
2
0
,0

5
4

-
2
0
,3

3
7
 

4
4
0
,3

9
1

3
8
7
,3

1
1

5
3
,0

8
0

１
６

．
そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
2
9
8
,3

3
3

1
2
4
,0

6
7

1
7
4
,2

6
6

3
3
,7

4
2

1
4
0
,5

2
4

1
0
,1

8
5

1
3
0
,3

3
9

8
9
,9

8
9

4
0
,3

5
0

　
　

小
　

　
　

計
9
,7

9
4
,6

9
0

5
,4

0
2
,0

7
4

4
,3

9
2
,6

1
6

1
,1

7
0
,5

7
9

3
,2

2
2
,0

3
7

3
3
2
,1

7
3

2
,8

8
9
,8

6
4

1
,9

9
6
,4

7
2

8
9
3
,3

9
2

　
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

・
関

税
7
5
,8

4
9

0
7
5
,8

4
9

0
7
5
,8

4
9

7
5
,8

4
9

0
0

0
　

（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

3
8
,5

6
7

0
3
8
,5

6
7

0
3
8
,5

6
7

3
8
,5

6
7

0
0

0
　

　
合

　
　

　
計

9
,8

3
1
,9

7
2

5
,4

0
2
,0

7
4

4
,4

2
9
,8

9
8

1
,1

7
0
,5

7
9

3
,2

5
9
,3

1
9

3
6
9
,4

5
5

2
,8

8
9
,8

6
4

1
,9

9
6
,4

7
2

8
9
3
,3

9
2

　
　

（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
　

　
市

場
生

産
者

9
,0

7
9
,8

4
7

5
,2

3
1
,6

8
6

3
,8

4
8
,1

6
1

1
,0

1
0
,2

9
1

2
,8

3
7
,8

7
0

3
2
8
,5

4
2

2
,5

0
9
,3

2
8

1
,6

1
5
,9

3
6

8
9
3
,3

9
2

　
　

一
般

政
府

5
9
1
,8

1
2

1
3
7
,5

7
3

4
5
4
,2

3
9

1
4
6
,6

1
6

3
0
7
,6

2
3

1
,3

2
1

3
0
6
,3

0
2

3
0
6
,3

0
2

0
　

　
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
1
2
3
,0

3
1

3
2
,8

1
5

9
0
,2

1
6

1
3
,6

7
2

7
6
,5

4
4

2
,3

1
0

7
4
,2

3
4

7
4
,2

3
4

0
　

　
小

　
　

　
計

9
,7

9
4
,6

9
0

5
,4

0
2
,0

7
4

4
,3

9
2
,6

1
6

1
,1

7
0
,5

7
9

3
,2

2
2
,0

3
7

3
3
2
,1

7
3

2
,8

8
9
,8

6
4

1
,9

9
6
,4

7
2

8
9
3
,3

9
2

産
出

額
（
生

産
者

価
格

表
示

）
中

間
投

入
 

県
内

総
生

産
（
生

産
者

価
格

表
示

）
県

内
純

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）

生
産

・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税
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除

)補
助

金
県

内
要

素
所

得
県

内
雇

用
者

報
酬

営
業

余
剰

・
混

合
所

得
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付
表

　
(１

)　
経

済
活

動
別

県
内

総
生

産
お

よ
び

要
素

所
得

平
成

2
6
年

度
（
単

位
：
百

万
円

）

　
　

　
　

　
　

　
　

経
済

活
動

の
種

類
固

定
資

本
減

耗

①
②

③
=
①

-
②

④
⑤

=
③

-
④

⑥
⑦

=
⑤

-
⑥

⑧
⑨

=
⑦

-
⑧

　
１

．
農

林
水

産
業

2
0
7
,3

6
4

1
1
8
,0

9
2

8
9
,2

7
2

2
5
,6

1
7

6
3
,6

5
5

1
,8

0
6

6
1
,8

4
9

3
6
,7

8
2

2
5
,0

6
7

　
　

　
（
1
）
　

農
業

1
3
9
,4

2
5

8
0
,1

5
4

5
9
,2

7
1

1
8
,5

9
2

4
0
,6

7
9

1
,1

5
5

3
9
,5

2
4

2
4
,1

9
5

1
5
,3

2
9

　
　

　
（
2
）
　

林
業

2
1
,4

5
0

9
,7

0
3

1
1
,7

4
7

2
,2

2
9

9
,5

1
8

-
5
6
4
 

1
0
,0

8
2

4
,3

8
9

5
,6

9
3

　
　

　
（
3
）
　

水
産

業
4
6
,4

8
9

2
8
,2

3
5

1
8
,2

5
4

4
,7

9
6

1
3
,4

5
8

1
,2

1
5

1
2
,2

4
3

8
,1

9
9

4
,0

4
4

　
２

．
鉱

業
2
7
,4

6
4

1
3
,6

6
4

1
3
,8

0
0

1
,6

8
1

1
2
,1

1
9

2
,4

7
2

9
,6

4
7

3
,7

1
7

5
,9

3
0

　
３

．
製

造
業

4
,5

9
5
,3

4
8

3
,5

9
0
,4

0
3

1
,0

0
4
,9

4
5

4
1
7
,3

8
6

5
8
7
,5

5
9

1
8
5
,4

9
9

4
0
2
,0

6
0

3
6
1
,9

4
4

4
0
,1

1
6

　
　

　
（
1
）
　

食
料

品
2
6
1
,3

3
4

1
3
7
,6

1
3

1
2
3
,7

2
1

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
2
）
　

繊
維

製
品

1
8
,2

3
5

1
0
,2

1
8

8
,0

1
7

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
3
）
　

パ
ル

プ
・
紙

・
紙

加
工

品
2
9
,4

8
8

1
7
,8

5
8

1
1
,6

3
0

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
4
）
　

化
学

6
5
6
,0

3
1

5
6
6
,0

8
6

8
9
,9

4
5

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
5
）
　

石
油

・
石

炭
製

品
7
2
2
,1

4
5

5
9
8
,0

9
3

1
2
4
,0

5
2

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
6
）
　

窯
業

・
土

石
製

品
1
1
7
,2

3
9

5
8
,5

7
2

5
8
,6

6
7

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
7
）
　

鉄
鋼

5
7
3
,9

8
8

4
6
5
,8

3
0

1
0
8
,1

5
8

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
8
）
　

非
鉄

金
属

5
9
3
,2

6
9

5
5
7
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4
0

3
5
,4

2
9

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
9
）
　

金
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製
品

6
0
,8

7
1

3
4
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3

2
6
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8
8

-
-

-
-

-
-

  
  
（
1
0
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は
ん

用
・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

3
3
8
,5

9
9

1
6
1
,3

9
1

1
7
7
,2

0
8
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-

-
-

-
-

　
　

（
1
1
）
　

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス
2
7
7
,0

7
6

1
8
9
,3

2
5

8
7
,7

5
1

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
2
）
　

電
気

機
械

3
7
,9

8
3

2
2
,2

3
0

1
5
,7

5
3

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
3
）
　

情
報

・
通

信
機

器
1
7
7
,2

2
8

1
6
2
,6

3
0

1
4
,5

9
8
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-
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-
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-

　
　

（
1
4
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輸
送

用
機

械
5
8
7
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9
5

5
1
9
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7
8

6
7
,8

1
7
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-
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-

-
-
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1
5
）
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の
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の
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造

業
1
4
4
,2

6
7

8
8
,6

5
6

5
5
,6

1
1

-
-

-
-

-
-

　
４

．
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
6
2
8
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0
4

4
9
8
,7

9
8

1
2
9
,2

0
6

1
1
7
,9

1
6

1
1
,2

9
0

8
,2

3
4

3
,0

5
6

3
2
,6

8
7

-
2
9
,6

3
1
 

　
５

．
建

設
業

5
2
6
,2

1
8

2
8
9
,2

4
6

2
3
6
,9

7
2

2
5
,0

4
1

2
1
1
,9

3
1

9
,9

0
9

2
0
2
,0

2
2

1
6
2
,6

1
0

3
9
,4

1
2

　
６

．
卸

売
・
小

売
業

6
5
2
,0

4
0

2
2
2
,4

7
0

4
2
9
,5

7
0

4
7
,2

3
0

3
8
2
,3

4
0

5
0
,7

9
2

3
3
1
,5

4
8

2
3
4
,1

0
9

9
7
,4

3
9

　
７

．
運

輸
・
郵

便
業

4
8
2
,8

0
7

2
4
3
,7

5
8

2
3
9
,0

4
9

5
8
,4

2
0

1
8
0
,6

2
9

1
5
,5

9
2

1
6
5
,0

3
7

9
9
,0

2
2

6
6
,0

1
5

　
８

．
宿

泊
・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

2
6
3
,8

3
6

1
5
4
,2

2
7

1
0
9
,6

0
9

1
7
,7

6
9

9
1
,8

4
0

9
,5

9
7

8
2
,2

4
3

7
1
,8

4
8

1
0
,3

9
5

　
９

．
情

報
通

信
業

2
6
5
,2

7
5

1
3
4
,9

0
0

1
3
0
,3

7
5

4
5
,0

9
7

8
5
,2

7
8

9
,6

8
5

7
5
,5

9
3

4
1
,3

4
9

3
4
,2

4
4

１
０

．
金

融
・
保

険
業

2
1
0
,7

8
6

7
2
,2

9
8

1
3
8
,4

8
8

1
3
,3

5
5

1
2
5
,1

3
3

-
6
1
1
 

1
2
5
,7

4
4

6
4
,6

7
1

6
1
,0

7
3

１
１

．
不

動
産

業
5
1
2
,1

1
2

8
7
,0

2
7

4
2
5
,0

8
5

1
7
5
,8

3
4

2
4
9
,2

5
1

1
3
,8

0
7

2
3
5
,4

4
4

4
,4

3
5

2
3
1
,0

0
9

１
２

．
専

門
・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
3
1
6
,2

1
5

1
0
3
,0

3
5

2
1
3
,1

8
0

2
8
,8

8
0

1
8
4
,3

0
0

1
3
,4

7
8

1
7
0
,8

2
2

1
2
8
,8

1
4

4
2
,0

0
8

１
３

．
公

務
3
1
0
,7

0
2

6
7
,1

6
2

2
4
3
,5

4
0

8
0
,2

7
0

1
6
3
,2

7
0

8
7
1

1
6
2
,3

9
9

1
6
2
,3

9
9

0
１

４
．

教
育

2
0
0
,2

1
7

3
0
,6

3
9

1
6
9
,5

7
8

4
0
,3

3
2

1
2
9
,2

4
6

7
,3

7
0

1
2
1
,8

7
6

1
2
6
,6

3
2

-
4
,7

5
6
 

１
５

．
保

健
衛

生
・
社

会
事

業
6
8
9
,3

5
5

2
4
1
,4

3
3

4
4
7
,9

2
2

5
3
,8

4
3

3
9
4
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7
9

-
1
9
,2

1
0
 

4
1
3
,2

8
9

3
7
1
,5

4
1

4
1
,7

4
8

１
６

．
そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
2
9
2
,9

6
0

1
2
3
,7

4
0

1
6
9
,2

2
0

3
2
,8

8
3

1
3
6
,3

3
7

4
,7

5
8

1
3
1
,5

7
9

8
8
,8

6
2

4
2
,7

1
7

　
　

小
　

　
　

計
1
0
,1

8
0
,7

0
3

5
,9

9
0
,8

9
2

4
,1

8
9
,8

1
1

1
,1

8
1
,5

5
4

3
,0

0
8
,2

5
7

3
1
4
,0

4
9

2
,6

9
4
,2

0
8

1
,9

9
1
,4

2
2

7
0
2
,7

8
6

　
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

・
関

税
7
4
,5

9
2

0
7
4
,5

9
2

0
7
4
,5

9
2

7
4
,5

9
2

0
0

0
　

（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

3
4
,8

1
5

0
3
4
,8

1
5

0
3
4
,8

1
5

3
4
,8

1
5

0
0

0
　

　
合

　
　

　
計

1
0
,2

2
0
,4

8
0

5
,9

9
0
,8

9
2

4
,2

2
9
,5

8
8

1
,1

8
1
,5

5
4

3
,0

4
8
,0

3
4

3
5
3
,8

2
6

2
,6

9
4
,2

0
8

1
,9

9
1
,4

2
2

7
0
2
,7

8
6

　
　

（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
　

　
市

場
生

産
者

9
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9
2
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1
6

5
,8

2
9
,5

1
5

3
,6

6
2
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0
1

1
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2
7
,7

5
3

2
,6

3
4
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4
8

3
1
0
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9
7

2
,3

2
4
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5
1

1
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2
1
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6
5

7
0
2
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8
6

　
　

一
般

政
府

5
7
8
,6

3
8

1
2
9
,8

3
5

4
4
8
,8

0
3

1
4
1
,9

5
3

3
0
6
,8

5
0

1
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7
7

3
0
5
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7
3

3
0
5
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7
3

0
　

　
対

家
計

民
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非
営

利
団
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1
0
9
,8

4
9

3
1
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4
2

7
8
,3

0
7

1
1
,8

4
8
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6
,4

5
9

2
,1

7
5

6
4
,2

8
4

6
4
,2

8
4

0
　

　
小

　
　

　
計

1
0
,1

8
0
,7

0
3

5
,9

9
0
,8

9
2

4
,1

8
9
,8

1
1

1
,1

8
1
,5

5
4

3
,0

0
8
,2

5
7

3
1
4
,0

4
9

2
,6

9
4
,2

0
8

1
,9

9
1
,4

2
2

7
0
2
,7

8
6

県
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雇
用

者
報

酬
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業
余
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・
混

合
所

得
産

出
額

（
生

産
者

価
格

表
示

）
中

間
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入
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内

総
生

産
（
生

産
者

価
格
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示

）
県
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純
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産

（
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産
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価
格

表
示

）
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・
輸

入
品

に
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れ

る
税

(控
除

)補
助

金
県

内
要

素
所

得
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付
表

　
(１

)　
経

済
活

動
別

県
内

総
生

産
お

よ
び

要
素

所
得

平
成

2
5
年

度
（
単

位
：
百

万
円

）

　
　

　
　

　
　

　
　

経
済

活
動

の
種

類
固

定
資

本
減

耗

①
②

③
=
①

-
②

④
⑤

=
③

-
④

⑥
⑦

=
⑤

-
⑥

⑧
⑨

=
⑦

-
⑧

　
１

．
農

林
水

産
業

2
0
2
,3

1
0

1
1
2
,8

1
3

8
9
,4

9
7

2
4
,9

2
2

6
4
,5

7
5

1
,3

1
8

6
3
,2

5
7

3
2
,0

4
4

3
1
,2

1
3

　
　

　
（
1
）
　

農
業

1
4
0
,4

1
3

7
7
,5

1
1

6
2
,9

0
2

1
8
,7

1
2

4
4
,1

9
0

1
,1

2
0

4
3
,0

7
0

2
1
,3

2
7

2
1
,7

4
3

　
　

　
（
2
）
　

林
業

2
1
,3

2
7

9
,3

4
1

1
1
,9

8
6

2
,1

7
8

9
,8

0
8

-
5
2
4
 

1
0
,3

3
2

4
,8

7
1

5
,4

6
1

　
　

　
（
3
）
　

水
産

業
4
0
,5

7
0

2
5
,9

6
1

1
4
,6

0
9

4
,0

3
2

1
0
,5

7
7

7
2
2

9
,8

5
5

5
,8

4
6

4
,0

0
9

　
２

．
鉱

業
2
6
,1

9
5

1
3
,3

5
5

1
2
,8

4
0

1
,6

2
4

1
1
,2

1
6

1
,4

6
9

9
,7

4
7

3
,6

8
5

6
,0

6
2

　
３

．
製

造
業

4
,4

1
1
,7

9
2

3
,4

2
6
,7

8
2

9
8
5
,0

1
0

4
3
9
,3

2
7

5
4
5
,6

8
3

1
7
3
,2

8
9

3
7
2
,3

9
4

3
5
2
,4

0
1

1
9
,9

9
3

　
　

　
（
1
）
　

食
料

品
2
7
4
,2

0
6

1
3
9
,1

6
0

1
3
5
,0

4
6

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
2
）
　

繊
維

製
品

1
6
,3

4
6

9
,2

9
8

7
,0

4
8

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
3
）
　

パ
ル

プ
・
紙

・
紙

加
工

品
3
0
,2

2
3

1
7
,3

4
3

1
2
,8

8
0

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
4
）
　

化
学

6
3
1
,8

3
2

5
5
1
,5

3
4

8
0
,2

9
8

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
5
）
　

石
油

・
石

炭
製

品
6
0
4
,8

3
8

5
3
7
,1

1
7

6
7
,7

2
1

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
6
）
　

窯
業

・
土

石
製

品
1
1
4
,8

4
5

5
7
,3

8
4

5
7
,4

6
1

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
7
）
　

鉄
鋼

6
1
7
,4

7
9

4
9
1
,8

7
9

1
2
5
,6

0
0

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
8
）
　

非
鉄

金
属

5
0
4
,1

4
9

4
8
2
,9

5
1

2
1
,1

9
8

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
9
）
　

金
属

製
品

5
5
,4

3
5

3
2
,2

3
1

2
3
,2

0
4

-
-

-
-

-
-

  
  
（
1
0
）
　

は
ん

用
・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

3
0
6
,5

2
2

1
5
3
,3

7
6

1
5
3
,1

4
6

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
1
）
　

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス
2
4
6
,6

2
7

1
8
5
,6

1
9

6
1
,0

0
8

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
2
）
　

電
気

機
械

3
8
,2

8
7

2
2
,6

2
4

1
5
,6

6
3

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
3
）
　

情
報

・
通

信
機

器
2
3
3
,2

0
7

2
1
9
,3

2
0

1
3
,8

8
7

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
4
）
　

輸
送

用
機

械
6
0
2
,1

8
2

4
4
6
,6

3
0

1
5
5
,5

5
2

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
5
）
　

そ
の

他
の

製
造

業
1
3
5
,6

1
4

8
0
,3

1
6

5
5
,2

9
8

-
-

-
-

-
-

　
４

．
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
6
4
0
,6

2
8

5
2
2
,8

6
5

1
1
7
,7

6
3

1
2
3
,9

3
3

-
6
,1

7
0
 

6
,3

0
6

-
1
2
,4

7
6
 

3
2
,2

7
7

-
4
4
,7

5
3
 

　
５

．
建

設
業

5
4
2
,8

1
7

3
0
3
,3

2
5

2
3
9
,4

9
2

2
5
,1

4
1

2
1
4
,3

5
1

6
,9

9
8

2
0
7
,3

5
3

1
6
4
,1

2
0

4
3
,2

3
3

　
６

．
卸

売
・
小

売
業

6
6
1
,9

1
9

2
2
7
,7

5
1

4
3
4
,1

6
8

4
5
,3

1
1

3
8
8
,8

5
7

4
6
,3

0
0

3
4
2
,5

5
7

2
4
1
,6

1
8

1
0
0
,9

3
9

　
７

．
運

輸
・
郵

便
業

4
5
7
,4

0
5

2
2
9
,5

5
6

2
2
7
,8

4
9

5
5
,0

6
1

1
7
2
,7

8
8

1
2
,4

6
2

1
6
0
,3

2
6

9
8
,9

3
2

6
1
,3

9
4

　
８

．
宿

泊
・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

2
5
6
,9

8
5

1
4
8
,4

4
0

1
0
8
,5

4
5

1
7
,9

5
0

9
0
,5

9
5

8
,0

4
2

8
2
,5

5
3

7
0
,1

2
5

1
2
,4

2
8

　
９

．
情

報
通

信
業

2
5
7
,0

3
5

1
2
7
,0

6
7

1
2
9
,9

6
8

4
4
,2

9
8

8
5
,6

7
0

7
,9

0
5

7
7
,7

6
5

3
9
,9

5
1

3
7
,8

1
4

１
０

．
金

融
・
保

険
業

2
0
9
,7

1
1

7
0
,9

0
3

1
3
8
,8

0
8

1
3
,0

2
5

1
2
5
,7

8
3

2
9
1

1
2
5
,4

9
2

6
7
,4

4
7

5
8
,0

4
5

１
１

．
不

動
産

業
5
0
9
,5

0
0

8
6
,1

8
7

4
2
3
,3

1
3

1
7
1
,2

5
2

2
5
2
,0

6
1

1
2
,9

7
6

2
3
9
,0

8
5

3
,4

2
4

2
3
5
,6

6
1

１
２

．
専

門
・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
3
1
6
,8

5
1

1
0
0
,4

3
6

2
1
6
,4

1
5

2
8
,8

5
6

1
8
7
,5

5
9

1
2
,2

9
2

1
7
5
,2

6
7

1
2
2
,9

0
6

5
2
,3

6
1

１
３

．
公

務
2
9
7
,6

0
5

6
1
,5

0
7

2
3
6
,0

9
8

7
5
,3

5
5

1
6
0
,7

4
3

8
4
8

1
5
9
,8

9
5

1
5
9
,8

9
5

0
１

４
．

教
育

1
9
8
,3

3
9

3
0
,0

5
9

1
6
8
,2

8
0

3
9
,0

6
5

1
2
9
,2

1
5

7
,3

5
4

1
2
1
,8

6
1

1
2
4
,5

8
0

-
2
,7

1
9
 

１
５

．
保

健
衛

生
・
社

会
事

業
6
8
0
,1

1
3

2
3
3
,3

3
3

4
4
6
,7

8
0

5
1
,6

8
8

3
9
5
,0

9
2

-
1
7
,0

8
5
 

4
1
2
,1

7
7

3
6
1
,8

2
1

5
0
,3

5
6

１
６

．
そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
2
9
5
,7

0
3

1
2
5
,7

2
3

1
6
9
,9

8
0

3
3
,2

9
4

1
3
6
,6

8
6

1
3
7

1
3
6
,5

4
9

8
7
,7

5
9

4
8
,7

9
0

　
　

小
　

　
　

計
9
,9

6
4
,9

0
8

5
,8

2
0
,1

0
2

4
,1

4
4
,8

0
6

1
,1

9
0
,1

0
2

2
,9

5
4
,7

0
4

2
8
0
,9

0
2

2
,6

7
3
,8

0
2

1
,9

6
2
,9

8
5

7
1
0
,8

1
7

　
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

・
関

税
5
6
,3

2
7

0
5
6
,3

2
7

0
5
6
,3

2
7

5
6
,3

2
7

0
0

0
　

（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

2
4
,0

2
8

0
2
4
,0

2
8

0
2
4
,0

2
8

2
4
,0

2
8

0
0

0
　

　
合

　
　

　
計

9
,9

9
7
,2

0
7

5
,8

2
0
,1

0
2

4
,1

7
7
,1

0
5

1
,1

9
0
,1

0
2

2
,9

8
7
,0

0
3

3
1
3
,2

0
1

2
,6

7
3
,8

0
2

1
,9

6
2
,9

8
5

7
1
0
,8

1
7

　
　

（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
　

　
市

場
生

産
者

9
,2

9
5
,3

8
3

5
,6

6
5
,4

9
9

3
,6

2
9
,8

8
4

1
,0

4
6
,3

8
1

2
,5

8
3
,5

0
3

2
7
7
,4

9
3

2
,3

0
6
,0

1
0

1
,5

9
5
,1

9
3

7
1
0
,8

1
7

　
　

一
般

政
府

5
5
2
,3

4
5

1
1
8
,6

8
5

4
3
3
,6

6
0

1
3
2
,0

3
2

3
0
1
,6

2
8

1
,1

4
6

3
0
0
,4

8
2

3
0
0
,4

8
2

0
　

　
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
1
1
7
,1

8
0

3
5
,9

1
8

8
1
,2

6
2

1
1
,6

8
9

6
9
,5

7
3

2
,2

6
3

6
7
,3

1
0

6
7
,3

1
0

0
　

　
小

　
　

　
計

9
,9

6
4
,9

0
8

5
,8

2
0
,1

0
2

4
,1

4
4
,8

0
6

1
,1

9
0
,1

0
2

2
,9

5
4
,7

0
4

2
8
0
,9

0
2

2
,6

7
3
,8

0
2

1
,9

6
2
,9

8
5

7
1
0
,8

1
7

産
出

額
（
生

産
者

価
格

表
示

）
中

間
投

入
 

県
内

総
生

産
（
生

産
者

価
格

表
示

）
県

内
純

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）

生
産

・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

(控
除

)補
助

金
県

内
要

素
所

得
県

内
雇

用
者

報
酬

営
業

余
剰

・
混

合
所

得
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付
表

　
(１

)　
経

済
活

動
別

県
内

総
生

産
お

よ
び

要
素

所
得

平
成

2
4
年

度
（
単

位
：
百

万
円

）

　
　

　
　

　
　

　
　

経
済

活
動

の
種

類
固

定
資

本
減

耗

①
②

③
=
①

-
②

④
⑤

=
③

-
④

⑥
⑦

=
⑤

-
⑥

⑧
⑨

=
⑦

-
⑧

　
１

．
農

林
水

産
業

2
0
7
,1

8
5

1
1
1
,9

0
2

9
5
,2

8
3

2
6
,5

5
2

6
8
,7

3
1

1
,6

2
9

6
7
,1

0
2

3
4
,2

0
0

3
2
,9

0
2

　
　

　
（
1
）
　

農
業

1
4
4
,1

4
4

7
6
,0

7
2

6
8
,0

7
2

1
9
,8

8
1

4
8
,1

9
1

1
,5

5
3

4
6
,6

3
8

2
1
,9

2
3

2
4
,7

1
5

　
　

　
（
2
）
　

林
業

2
1
,6

0
1

9
,3

0
9

1
2
,2

9
2

2
,4

3
7

9
,8

5
5

-
6
7
1
 

1
0
,5

2
6

4
,9

8
0

5
,5

4
6

　
　

　
（
3
）
　

水
産

業
4
1
,4

4
0

2
6
,5

2
1

1
4
,9

1
9

4
,2

3
4

1
0
,6

8
5

7
4
7

9
,9

3
8

7
,2

9
7

2
,6

4
1

　
２

．
鉱

業
2
4
,6

3
7

1
3
,5

1
2

1
1
,1

2
5

1
,6

5
1

9
,4

7
4

9
3
4

8
,5

4
0

3
,6

5
7

4
,8

8
3

　
３

．
製

造
業

4
,2

9
4
,7

8
9

3
,2

4
9
,1

1
0

1
,0

4
5
,6

7
9

4
4
0
,0

8
1

6
0
5
,5

9
8

1
7
2
,5

6
7

4
3
3
,0

3
1

3
4
2
,3

6
6

9
0
,6

6
5

　
　

　
（
1
）
　

食
料

品
2
5
8
,6

0
0

1
3
1
,7

2
8

1
2
6
,8

7
2

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
2
）
　

繊
維

製
品

1
4
,3

5
8

8
,4

4
3

5
,9

1
5

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
3
）
　

パ
ル

プ
・
紙

・
紙

加
工

品
3
0
,8

5
5

1
8
,2

5
2

1
2
,6

0
3

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
4
）
　

化
学

5
0
8
,8

9
7

4
1
2
,1

9
3

9
6
,7

0
4

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
5
）
　

石
油

・
石

炭
製

品
6
1
5
,0

7
9

4
9
7
,8

5
5

1
1
7
,2

2
4

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
6
）
　

窯
業

・
土

石
製

品
9
4
,0

0
1

4
8
,8

5
0

4
5
,1

5
1

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
7
）
　

鉄
鋼

5
6
8
,2

3
5

4
7
6
,7

2
3

9
1
,5

1
2

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
8
）
　

非
鉄

金
属

5
1
5
,6

1
0

4
7
3
,8

0
1

4
1
,8

0
9

-
-

-
-

-
-

　
　

　
（
9
）
　

金
属

製
品

5
5
,7

3
6

3
2
,8

6
4

2
2
,8

7
2

-
-

-
-

-
-

  
  
（
1
0
）
　

は
ん

用
・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

3
0
7
,3

5
2

1
4
6
,8

1
9

1
6
0
,5

3
3

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
1
）
　

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス
3
1
0
,8

3
8

2
0
7
,5

2
5

1
0
3
,3

1
3

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
2
）
　

電
気

機
械

4
3
,0

2
7

2
6
,2

0
9

1
6
,8

1
8

-
-

-
-

-
-

　
　

（
1
3
）
　

情
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8
5
,9

2
9

3
4
2
,9

7
2

4
2
,9

5
7

１
６

．
そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
2
9
6
,9

1
8

1
2
0
,6

4
8

1
7
6
,2

7
0

3
5
,2

9
9

1
4
0
,9

7
1

8
,2

0
7

1
3
2
,7

6
4

8
1
,0

2
9

5
1
,7

3
5

　
　

小
　

　
　

計
9
,6

2
2
,3

4
9

5
,4

3
2
,1

6
4

4
,1

9
0
,1

8
5

1
,1

8
9
,6

4
8

3
,0

0
0
,5

3
7

2
9
4
,8

0
4

2
,7

0
5
,7

3
3

1
,9

6
1
,7

1
3

7
4
4
,0

2
0

　
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

・
関

税
5
1
,7

6
5

0
5
1
,7

6
5

0
5
1
,7

6
5

5
1
,7

6
5

0
0

0
　

（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

2
8
,3

2
0

0
2
8
,3

2
0

0
2
8
,3

2
0

2
8
,3

2
0

0
0

0
　

　
合

　
　

　
計

9
,6

4
5
,7

9
4

5
,4

3
2
,1

6
4

4
,2

1
3
,6

3
0

1
,1

8
9
,6

4
8

3
,0

2
3
,9

8
2

3
1
8
,2

4
9

2
,7

0
5
,7

3
3

1
,9

6
1
,7

1
3

7
4
4
,0

2
0

　
　

（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
　

　
市

場
生

産
者

8
,9

2
2
,8

3
2

5
,2

7
8
,5

0
3

3
,6

4
4
,3

2
9

1
,0

3
8
,5
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0

2
,6

0
5
,8

2
9

2
9
1
,7

5
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2
,3

1
4
,0

7
0

1
,5

7
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,0

5
0

7
4
4
,0

2
0

　
　

一
般

政
府

5
8
6
,4

8
8

1
2
1
,9

8
7

4
6
4
,5

0
1

1
3
9
,1

5
9

3
2
5
,3

4
2

1
,2

1
7

3
2
4
,1

2
5

3
2
4
,1

2
5

0
　

　
対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
1
1
3
,0

2
9

3
1
,6

7
4

8
1
,3

5
5

1
1
,9

8
9

6
9
,3

6
6

1
,8

2
8

6
7
,5

3
8

6
7
,5

3
8

0
　

　
小

　
　

　
計

9
,6

2
2
,3

4
9

5
,4

3
2
,1

6
4

4
,1

9
0
,1

8
5

1
,1

8
9
,6

4
8

3
,0

0
0
,5

3
7

2
9
4
,8

0
4

2
,7

0
5
,7

3
3

1
,9

6
1
,7

1
3

7
4
4
,0

2
0

産
出

額
（
生

産
者

価
格

表
示

）
中

間
投

入
 

県
内

総
生

産
（
生

産
者

価
格

表
示

）
県

内
純

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）

生
産

・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

(控
除

)補
助

金
県

内
要

素
所

得
県

内
雇

用
者

報
酬

営
業

余
剰

・
混

合
所

得

－　53　－



(2
)経

済
活

動
別

就
業

者
数

及
び

雇
用

者
数

①
就

業
者

数
（
就

業
地

ベ
ー

ス
＝

県
内

ベ
ー

ス
）

（
単

位
：
人

）
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

 (
1
) 

農
林

水
産

業
4
0
,8

3
3

4
0
,1

2
5

3
9
,4

0
0

3
8
,7

1
0

3
8
,0

4
1

3
7
,1

5
9

3
6
,3

4
8

3
5
,5

1
9

3
4
,5

3
3

3
3
,8

8
4

3
3
,1

1
4

　
①

農
業

3
4
,5

3
8

3
4
,0

3
3

3
3
,5

3
0

3
3
,0

4
1

3
2
,5

5
2

3
1
,7

8
1

3
1
,0

8
1

3
0
,3

6
7

2
9
,5

1
9

2
8
,9

4
9

2
8
,2

7
4

　
②

林
業

2
,0

3
5

2
,0

1
2

1
,9

8
4

1
,9

6
2

1
,9

4
5

1
,9

5
4

1
,9

5
4

1
,9

3
5

1
,9

0
3

1
,9

1
3

1
,9

1
5

　
③

水
産

業
4
,2

6
0

4
,0

8
0

3
,8

8
6

3
,7

0
7

3
,5

4
4

3
,4

2
4

3
,3

1
3

3
,2

1
7

3
,1

1
1

3
,0

2
2

2
,9

2
5

 (
2
) 

鉱
業

7
2
5

7
4
3

7
5
8

7
8
7

8
1
0

8
0
4

7
8
5

7
7
8

7
6
7

7
5
0

7
6
5

 (
3
) 

製
造

業
8
3
,6

4
0

8
2
,5

5
9

8
1
,5

2
4

8
0
,4

8
7

7
9
,4

8
0

7
9
,2

2
3

7
8
,9

7
2

7
8
,6

9
2

7
8
,4

0
7

7
8
,1

4
9

7
7
,9

0
7

 (
4
)電

気
・
ガ

ス
・
水

道
業

6
,7

2
0

6
,7

2
5

6
,7

3
8

6
,7

5
8

6
,7

6
0

6
,7

4
8

6
,7

3
3

6
,7

1
6

6
,6

9
0

6
,6

6
9

6
,6

5
5

 (
5
)建

設
業

5
0
,8

9
1

5
0
,5

8
0

5
0
,3

0
3

5
0
,0

1
2

4
9
,7

2
8

4
9
,7

1
9

4
9
,7

1
4

4
9
,7

2
2

4
9
,7

3
3

4
9
,7

6
0

4
9
,7

6
5

 (
6
) 

卸
売

・
小

売
業

9
5
,5

9
2

9
4
,4

6
9

9
3
,2

9
7

9
2
,2

9
7

9
1
,2

7
5

9
0
,5

5
7

8
9
,8

1
3

8
9
,1

4
5

8
8
,6

1
5

8
7
,9

0
9

8
7
,1

8
2

 (
7
) 

運
輸

・
郵

便
業

2
7
,7

0
7

2
7
,3

6
8

2
7
,0

9
9

2
6
,8

3
9

2
6
,5

9
6

2
6
,5

8
5

2
6
,5

9
0

2
6
,5

7
3

2
6
,5

3
3

2
6
,5

0
7

2
6
,4

9
0

 (
8
) 

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

3
0
,0

9
9

2
9
,9

9
4

2
9
,9

2
2

2
9
,8

6
7

2
9
,8

0
4

2
9
,6

8
4

2
9
,5

1
6

2
9
,2

5
7

2
9
,0

2
1

2
8
,9

6
2

2
8
,8

0
2

 (
9
) 

情
報

通
信

業
6
,9

0
8

6
,9

7
6

7
,0

4
1

7
,1

1
2

7
,1

8
1

7
,2

4
5

7
,3

0
8

7
,3

6
6

7
,4

2
5

7
,4

8
3

7
,5

2
5

 (
1
0
) 

金
融

・
保

険
業

1
3
,4

2
9

1
3
,3

6
4

1
3
,2

6
8

1
3
,1

5
6

1
3
,0

6
4

1
2
,9

5
6

1
2
,8

5
9

1
2
,7

5
5

1
2
,5

7
7

1
2
,4

9
4

1
2
,4

5
1

 (
1
1
) 

不
動

産
業

2
,1

8
2

2
,4

1
8

2
,6

5
5

2
,9

0
9

3
,1

0
3

3
,2

4
3

3
,4

1
9

3
,5

6
3

3
,7

0
7

3
,8

6
3

4
,0

1
1

 (
1
2
)専

門
・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
4
1
,5

7
5

4
0
,8

6
9

4
0
,1

9
3

3
9
,5

8
7

3
9
,6

2
6

3
9
,9

6
9

4
0
,2

5
3

4
0
,5

1
8

4
0
,7

8
4

4
1
,0

6
6

4
1
,3

0
1

 (
1
3
)　

公
務

2
4
,5

6
0

2
4
,6

8
8

2
4
,8

3
1

2
4
,9

7
6

2
5
,1

1
3

2
5
,0

6
5

2
5
,0

2
5

2
4
,9

5
8

2
4
,8

8
6

2
4
,8

1
3

2
4
,9

1
2

 (
1
4
)　

教
育

2
1
,8

9
9

2
2
,0

2
5

2
2
,1

6
9

2
2
,2

9
7

2
2
,3

9
3

2
2
,8

9
8

2
3
,3

7
0

2
3
,8

2
2

2
4
,2

4
2

2
4
,6

5
8

2
5
,1

3
3

 (
1
5
)　

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
8
2
,0

1
0

8
4
,3

0
2

8
6
,7

5
1

8
9
,2

5
7

9
1
,8

2
5

9
3
,5

4
1

9
5
,2

7
5

9
6
,8

1
3

9
8
,2

7
3

9
9
,8

3
9

1
0
1
,4

2
8

 (
1
6
)　

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

3
4
,1

4
6

3
5
,1

0
9

3
6
,0

1
5

3
6
,7

7
1

3
6
,9

7
2

3
7
,2

3
8

3
7
,5

3
2

3
7
,6

8
2

3
7
,7

1
0

3
8
,0

3
0

3
8
,2

4
5

合
　

計
5
6
2
,9

1
6

5
6
2
,3

1
4

5
6
1
,9

6
4

5
6
1
,8

2
2

5
6
1
,7

7
1

5
6
2
,6

3
4

5
6
3
,5

1
2

5
6
3
,8

7
9

5
6
3
,9

0
3

5
6
4
,8

3
6

5
6
5
,6

8
6

②
就

業
者

数
（
常

住
地

ベ
ー

ス
＝

県
民

ベ
ー

ス
）

（
単

位
：
人

）
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

 (
1
) 

農
林

水
産

業
4
0
,6

7
1

3
9
,9

6
3

3
9
,2

4
3

3
8
,5

5
3

3
7
,8

8
0

3
6
,9

8
2

3
6
,1

4
9

3
5
,2

9
1

3
4
,2

7
5

3
3
,6

0
2

3
2
,8

1
1

　
①

農
業

3
4
,5

4
1

3
4
,0

3
8

3
3
,5

4
0

3
3
,0

5
6

3
2
,5

7
1

3
1
,7

9
0

3
1
,0

8
3

3
0
,3

5
7

2
9
,5

0
2

2
8
,9

2
0

2
8
,2

4
5

　
②

林
業

2
,0

2
6

2
,0

0
0

1
,9

7
1

1
,9

4
7

1
,9

2
6

1
,9

3
6

1
,9

3
9

1
,9

2
2

1
,8

9
2

1
,9

0
2

1
,9

0
3

　
③

水
産

業
4
,1

0
4

3
,9

2
5

3
,7

3
2

3
,5

5
0

3
,3

8
3

3
,2

5
6

3
,1

2
7

3
,0

1
2

2
,8

8
1

2
,7

8
0

2
,6

6
3

 (
2
) 

鉱
業

7
2
9

7
4
5

7
6
0

7
9
0

8
1
2

7
9
9

7
7
9

7
7
3

7
6
2

7
4
5

7
6
0

 (
3
) 

製
造

業
8
4
,3

4
5

8
3
,2

6
6

8
2
,2

3
6

8
1
,2

0
2

8
0
,1

9
8

8
0
,0

0
7

7
9
,8

1
9

7
9
,6

0
1

7
9
,3

7
1

7
9
,1

6
7

7
8
,9

2
5

 (
4
)電

気
・
ガ

ス
・
水

道
業

6
,7

1
3

6
,7

1
4

6
,7

2
2

6
,7

3
6

6
,7

3
1

6
,7

2
3

6
,7

1
7

6
,7

0
7

6
,6

8
8

6
,6

7
4

6
,6

6
1

 (
5
)建

設
業

5
0
,9

8
0

5
0
,6

8
2

5
0
,4

1
5

5
0
,1

3
6

4
9
,8

6
5

4
9
,8

5
0

4
9
,8

4
1

4
9
,8

4
1

4
9
,8

4
8

4
9
,8

6
9

4
9
,8

7
4

 (
6
) 

卸
売

・
小

売
業

9
5
,0

9
1

9
3
,9

9
6

9
2
,8

5
4

9
1
,8

8
8

9
0
,9

0
0

9
0
,1

9
2

8
9
,4

5
9

8
8
,8

0
2

8
8
,2

8
1

8
7
,5

8
6

8
6
,8

5
9

 (
7
) 

運
輸

・
郵

便
業

2
8
,0

5
5

2
7
,7

0
9

2
7
,4

2
9

2
7
,1

6
2

2
6
,9

0
8

2
6
,8

7
4

2
6
,8

6
1

2
6
,8

2
6

2
6
,7

6
4

2
6
,7

2
2

2
6
,7

0
5

 (
8
) 

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

3
7
,0

6
5

3
6
,7

9
4

3
6
,5

5
7

3
6
,3

4
4

3
6
,1

2
6

3
5
,8

2
7

3
5
,4

9
7

3
5
,0

7
6

3
4
,6

8
0

3
4
,4

5
7

3
4
,1

3
9

 (
9
) 

情
報

通
信

業
7
,0

1
9

7
,0

8
8

7
,1

5
4

7
,2

2
3

7
,2

9
2

7
,3

4
1

7
,3

9
1

7
,4

3
7

7
,4

8
6

7
,5

3
5

7
,5

7
6

 (
1
0
) 

金
融

・
保

険
業

1
3
,3

1
6

1
3
,2

5
2

1
3
,1

5
3

1
3
,0

3
9

1
2
,9

4
6

1
2
,8

3
6

1
2
,7

3
7

1
2
,6

3
3

1
2
,4

5
6

1
2
,3

7
1

1
2
,3

3
1

 (
1
1
) 

不
動

産
業

2
,1

6
7

2
,4

0
2

2
,6

3
9

2
,8

9
3

3
,0

8
7

3
,2

2
8

3
,4

0
4

3
,5

4
9

3
,6

9
2

3
,8

5
0

3
,9

9
7

 (
1
2
)専

門
・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
4
1
,5

2
3

4
0
,8

2
0

4
0
,1

4
8

3
9
,5

4
1

3
9
,5

8
4

3
9
,8

9
7

4
0
,1

8
1

4
0
,4

5
0

4
0
,7

1
6

4
0
,9

9
6

4
1
,2

3
8

 (
1
3
)　

公
務

2
4
,6

2
4

2
4
,7

4
6

2
4
,8

8
0

2
5
,0

1
5

2
5
,1

3
9

2
5
,0

8
1

2
5
,0

3
2

2
4
,9

5
4

2
4
,8

7
2

2
4
,7

8
6

2
4
,8

8
5

 (
1
4
)　

教
育

2
1
,9

0
3

2
2
,0

2
3

2
2
,1

6
3

2
2
,2

8
9

2
2
,3

8
1

2
2
,8

7
4

2
3
,3

4
8

2
3
,8

0
3

2
4
,2

2
5

2
4
,6

4
3

2
5
,1

1
8

 (
1
5
)　

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
8
1
,9

2
4

8
4
,2

3
8

8
6
,7

1
1

8
9
,2

4
3

9
1
,8

4
0

9
3
,5

5
2

9
5
,2

6
0

9
6
,7

6
7

9
8
,1

9
9

9
9
,7

3
4

1
0
1
,2

8
0

 (
1
6
)　

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

3
3
,9

9
8

3
4
,9

6
5

3
5
,8

7
7

3
6
,6

3
5

3
6
,8

4
3

3
7
,1

0
3

3
7
,3

9
6

3
7
,5

4
7

3
7
,5

8
0

3
7
,9

0
3

3
8
,1

2
1

合
　

計
5
7
0
,1

2
3

5
6
9
,4

0
3

5
6
8
,9

4
1

5
6
8
,6

8
9

5
6
8
,5

3
2

5
6
9
,1

6
6

5
6
9
,8

7
1

5
7
0
,0

5
7

5
6
9
,8

9
5

5
7
0
,6

4
0

5
7
1
,2

8
0
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③
雇

用
者

数
（
就

業
地

ベ
ー

ス
＝

県
内

ベ
ー

ス
）

（
単

位
：
人

）
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

 (
1
) 

農
林

水
産

業
1
3
,3

3
2

1
3
,3

5
0

1
3
,2

8
8

1
3
,2

5
5

1
3
,2

3
8

1
3
,3

3
2

1
3
,4

5
1

1
3
,4

6
7

1
3
,3

0
4

1
3
,4

6
5

1
3
,5

6
2

　
①

農
業

1
0
,0

0
0

1
0
,0

7
9

1
0
,1

0
6

1
0
,1

4
9

1
0
,1

9
5

1
0
,2

8
4

1
0
,4

0
9

1
0
,4

4
5

1
0
,3

3
7

1
0
,4

9
0

1
0
,5

8
7

　
②

林
業

1
,5

3
4

1
,5

1
9

1
,4

9
7

1
,4

8
2

1
,4

7
2

1
,4

8
8

1
,5

0
1

1
,4

9
3

1
,4

7
0

1
,4

8
7

1
,4

9
9

　
③

水
産

業
1
,7

9
8

1
,7

5
2

1
,6

8
5

1
,6

2
4

1
,5

7
1

1
,5

6
0

1
,5

4
1

1
,5

2
9

1
,4

9
7

1
,4

8
8

1
,4

7
6

 (
2
) 

鉱
業

7
2
2

7
3
9

7
5
5

7
8
3

8
0
5

7
9
9

7
8
1

7
7
4

7
6
3

7
4
6

7
6
0

 (
3
) 

製
造

業
7
9
,5

2
9

7
8
,5

6
3

7
7
,6

3
9

7
6
,7

1
1

7
5
,8

0
9

7
5
,6

0
6

7
5
,4

0
6

7
5
,1

7
7

7
4
,9

4
0

7
4
,7

2
9

7
4
,5

3
5

 (
4
)電

気
・
ガ

ス
・
水

道
業

6
,6

5
3

6
,6

5
0

6
,6

5
5

6
,6

6
7

6
,6

6
0

6
,6

4
7

6
,6

3
1

6
,6

1
3

6
,5

8
6

6
,5

6
4

6
,5

4
9

 (
5
)建

設
業

4
1
,7

6
6

4
1
,5

3
4

4
1
,3

3
5

4
1
,1

2
1

4
0
,9

1
4

4
1
,0

4
7

4
1
,1

8
2

4
1
,3

2
7

4
1
,4

7
3

4
1
,6

3
3

4
1
,7

7
6

 (
6
) 

卸
売

・
小

売
業

8
3
,3

9
3

8
2
,7

2
7

8
1
,9

9
4

8
1
,4

1
6

8
0
,8

0
0

8
0
,5

7
7

8
0
,3

0
5

8
0
,0

8
6

7
9
,9

8
3

7
9
,6

8
4

7
9
,4

0
6

 (
7
) 

運
輸

・
郵

便
業

2
6
,8

4
3

2
6
,5

3
5

2
6
,2

9
6

2
6
,0

6
5

2
5
,8

5
0

2
5
,8

5
0

2
5
,8

6
6

2
5
,8

6
0

2
5
,8

3
0

2
5
,8

1
4

2
5
,8

0
9

 (
8
) 

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

3
0
,0

9
9

2
9
,9

9
4

2
9
,9

2
2

2
9
,8

6
7

2
9
,8

0
4

2
9
,6

8
4

2
9
,5

1
6

2
9
,2

5
7

2
9
,0

2
1

2
8
,9

6
2

2
8
,8

0
2

 (
9
) 

情
報

通
信

業
6
,4

7
3

6
,5

2
8

6
,5

8
0

6
,6

3
6

6
,6

9
1

6
,7

2
7

6
,7

6
0

6
,7

8
6

6
,8

1
1

6
,8

3
2

6
,8

4
3

 (
1
0
) 

金
融

・
保

険
業

1
2
,9

2
4

1
2
,8

8
1

1
2
,8

0
5

1
2
,7

1
3

1
2
,6

4
0

1
2
,5

5
1

1
2
,4

7
2

1
2
,3

8
5

1
2
,2

2
4

1
2
,1

5
6

1
2
,1

3
1

 (
1
1
) 

不
動

産
業

1
,3

7
3

1
,5

9
0

1
,8

0
9

2
,0

4
6

2
,2

2
2

2
,3

6
8

2
,5

4
9

2
,6

9
8

2
,8

4
7

3
,0

0
8

3
,1

6
1

 (
1
2
)専

門
・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
3
6
,0

9
5

3
5
,4

5
7

3
4
,8

4
6

3
4
,3

0
2

3
4
,3

9
9

3
4
,7

1
3

3
4
,9

6
8

3
5
,2

0
4

3
5
,4

4
0

3
5
,6

9
5

3
5
,9

0
0

 (
1
3
)　

公
務

2
4
,5

6
0

2
4
,6

8
8

2
4
,8

3
1

2
4
,9

7
6

2
5
,1

1
3

2
5
,0

6
5

2
5
,0

2
5

2
4
,9

5
8

2
4
,8

8
6

2
4
,8

1
3

2
4
,9

1
2

 (
1
4
)　

教
育

2
1
,6

6
3

2
1
,7

8
9

2
1
,9

3
6

2
2
,0

6
6

2
2
,1

6
5

2
2
,6

8
1

2
3
,1

6
3

2
3
,6

2
5

2
4
,0

5
5

2
4
,4

8
2

2
4
,9

6
7

 (
1
5
)　

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
7
8
,8

9
3

8
1
,2

0
7

8
3
,6

7
8

8
6
,2

0
6

8
8
,7

9
6

9
0
,5

3
5

9
2
,2

9
3

9
3
,8

5
4

9
5
,3

3
8

9
6
,9

2
8

9
8
,5

4
2

 (
1
6
)　

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

2
4
,6

1
3

2
5
,5

3
7

2
6
,4

0
2

2
7
,1

1
3

2
7
,2

7
2

2
7
,5

0
6

2
7
,7

6
2

2
7
,8

7
0

2
7
,8

5
2

2
8
,1

1
9

2
8
,2

9
1

合
　

計
4
8
8
,9

3
1

4
8
9
,7

6
9

4
9
0
,7

7
1

4
9
1
,9

4
3

4
9
3
,1

7
8

4
9
5
,6

8
8

4
9
8
,1

3
0

4
9
9
,9

4
1

5
0
1
,3

5
3

5
0
3
,6

3
0

5
0
5
,9

4
6

④
雇

用
者

数
（
常

住
地

ベ
ー

ス
＝

県
民

ベ
ー

ス
）

（
単

位
：
人

）
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

 (
1
) 

農
林

水
産

業
1
3
,3

1
9

1
3
,3

1
9

1
3
,3

3
7

1
3
,2

7
6

1
3
,2

4
4

1
3
,2

2
7

1
3
,3

1
9

1
3
,4

3
8

1
3
,4

5
1

1
3
,2

8
6

1
3
,4

4
5

　
①

農
業

9
,8

9
8

1
0
,0

0
1

1
0
,0

8
0

1
0
,1

0
9

1
0
,1

5
3

1
0
,2

0
0

1
0
,2

8
7

1
0
,4

1
0

1
0
,4

4
2

1
0
,3

3
1

1
0
,4

8
0

　
②

林
業

1
,5

3
1

1
,5

2
8

1
,5

1
1

1
,4

8
7

1
,4

7
1

1
,4

5
8

1
,4

7
5

1
,4

9
0

1
,4

8
3

1
,4

6
1

1
,4

7
9

　
③

水
産

業
1
,8

4
3

1
,7

9
0

1
,7

4
6

1
,6

8
0

1
,6

2
0

1
,5

6
9

1
,5

5
7

1
,5

3
8

1
,5

2
6

1
,4

9
4

1
,4

8
6

 (
2
) 

鉱
業

7
1
2

7
2
5

7
4
2

7
5
8

7
8
6

8
0
7

7
9
5

7
7
6

7
6
9

7
5
8

7
4
1

 (
3
) 

製
造

業
8
1
,1

5
0

8
0
,1

9
9

7
9
,2

3
6

7
8
,3

1
7

7
7
,3

9
3

7
6
,4

9
4

7
6
,3

5
4

7
6
,2

1
5

7
6
,0

4
5

7
5
,8

6
1

7
5
,7

0
2

 (
4
)電

気
・
ガ

ス
・
水

道
業

6
,6

9
5

6
,6

4
6

6
,6

3
9

6
,6

3
9

6
,6

4
5

6
,6

3
1

6
,6

2
3

6
,6

1
5

6
,6

0
4

6
,5

8
4

6
,5

6
9

 (
5
)建

設
業

4
2
,0

5
6

4
1
,8

3
9

4
1
,6

1
7

4
1
,4

2
7

4
1
,2

2
3

4
1
,0

2
7

4
1
,1

5
5

4
1
,2

8
7

4
1
,4

2
6

4
1
,5

6
9

4
1
,7

2
4

 (
6
) 

卸
売

・
小

売
業

8
3
,6

1
7

8
2
,9

5
7

8
2
,3

1
3

8
1
,6

0
5

8
1
,0

5
5

8
0
,4

6
8

8
0
,2

5
2

7
9
,9

8
8

7
9
,7

7
8

7
9
,6

8
1

7
9
,3

9
1

 (
7
) 

運
輸

・
郵

便
業

2
7
,5

8
0

2
7
,1

7
9

2
6
,8

6
5

2
6
,6

1
6

2
6
,3

7
8

2
6
,1

5
3

2
6
,1

3
1

2
6
,1

2
9

2
6
,1

0
5

2
6
,0

5
4

2
6
,0

2
3

 (
8
) 

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

3
0
,0

0
9

2
9
,9

4
6

2
9
,8

4
1

2
9
,7

6
7

2
9
,7

1
2

2
9
,6

4
9

2
9
,5

1
0

2
9
,3

3
9

2
9
,0

7
8

2
8
,8

4
0

2
8
,7

7
8

 (
9
) 

情
報

通
信

業
6
,5

2
0

6
,5

7
8

6
,6

3
5

6
,6

8
7

6
,7

4
1

6
,7

9
6

6
,8

1
8

6
,8

3
8

6
,8

5
2

6
,8

6
8

6
,8

8
0

 (
1
0
) 

金
融

・
保

険
業

1
2
,8

0
6

1
2
,8

1
6

1
2
,7

7
3

1
2
,6

9
4

1
2
,6

0
0

1
2
,5

2
6

1
2
,4

3
5

1
2
,3

5
4

1
2
,2

6
7

1
2
,1

0
7

1
2
,0

3
7

 (
1
1
) 

不
動

産
業

1
,1

7
0

1
,3

6
4

1
,5

8
0

1
,7

9
8

2
,0

3
5

2
,2

1
1

2
,3

5
7

2
,5

3
8

2
,6

8
7

2
,8

3
5

2
,9

9
8

 (
1
2
)専

門
・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
3
6
,8

9
5

3
6
,0

4
5

3
5
,4

1
2

3
4
,8

0
7

3
4
,2

6
6

3
4
,3

6
9

3
4
,6

5
2

3
4
,9

0
7

3
5
,1

4
6

3
5
,3

8
2

3
5
,6

3
5

 (
1
3
)　

公
務

2
4
,5

0
2

2
4
,6

2
4

2
4
,7

4
6

2
4
,8

8
0

2
5
,0

1
5

2
5
,1

3
9

2
5
,0

8
1

2
5
,0

3
2

2
4
,9

5
4

2
4
,8

7
2

2
4
,7

8
6

 (
1
4
)　

教
育

2
1
,5

3
3

2
1
,6

6
7

2
1
,7

8
8

2
1
,9

3
0

2
2
,0

5
8

2
2
,1

5
4

2
2
,6

5
7

2
3
,1

4
1

2
3
,6

0
6

2
4
,0

3
8

2
4
,4

6
8

 (
1
5
)　

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
7
6
,5

4
7

7
8
,8

1
0

8
1
,1

4
5

8
3
,6

3
9

8
6
,1

9
2

8
8
,8

1
0

9
0
,5

4
6

9
2
,2

7
9

9
3
,8

1
1

9
5
,2

6
6

9
6
,8

2
7

 (
1
6
)　

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

2
3
,4

1
9

2
4
,5

0
9

2
5
,4

3
6

2
6
,3

0
4

2
7
,0

1
6

2
7
,1

7
8

2
7
,4

0
5

2
7
,6

6
0

2
7
,7

6
9

2
7
,7

5
5

2
8
,0

2
4

合
　

計
4
8
8
,4

8
3

4
8
9
,2

2
3

4
9
0
,1

0
5

4
9
1
,1

4
4

4
9
2
,3

5
9

4
9
3
,6

3
9

4
9
6
,0

9
0

4
9
8
,5

3
6

5
0
0
,3

4
8

5
0
1
,7

5
6

5
0
4
,0

2
8
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（
３

）
一

般
政

府
か

ら
家

計
へ

の
移

転
の

明
細

表
（
社

会
保

障
関

係
）

（
単

位
：
百

万
円

）

項
　

　
目

現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付
現

物
社

会
移

転
（
市

場
産

出
の

購
入

）
合

計
現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

現
物

社
会

移
転

（
市

場
産

出
の

購
入

）
合

計
現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

現
物

社
会

移
転

（
市

場
産

出
の

購
入

）
合

計

１
．

社
会

保
障

給
付

5
1
5
,4

3
7

4
3
7
,4

1
9

9
5
2
,8

5
5

5
2
2
,3

4
0

4
4
5
,5

7
3

9
6
7
,9

1
3

5
2
7
,3

8
2

4
5
5
,5

2
4

9
8
2
,9

0
5

　
（
１

）
特

別
会

計
4
1
6
,5

2
4

3
,2

6
3

4
1
9
,7

8
7

4
2
4
,3

1
1

3
,2

6
9

4
2
7
,5

8
1

4
3
2
,7

5
2

3
,2

4
7

4
3
5
,9

9
9

　
　

　
①

年
金

（
除

児
童

手
当
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4
9
,7

0
1

4
8
8
,9

4
9

1
,0

3
8
,6

5
0

5
7
2
,1

5
8

4
9
3
,0

8
6

1
,0

6
5
,2

4
4

5
5
7
,5

9
2

5
0
5
,1

1
5

1
,0

6
2
,7

0
8

　
（
１

）
特

別
会

計
4
6
1
,5

5
1

3
,1

7
8

4
6
4
,7

3
0

4
8
5
,7

3
2

3
,2

0
4

4
8
8
,9

3
6

4
7
3
,2

8
3

3
,3

1
6

4
7
6
,5

9
9

　
　

　
①

年
金

（
除

児
童

手
当

）
4
4
2
,1

2
5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

4
4
2
,1

2
5

4
6
5
,0

1
1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

4
6
5
,0

1
1

4
5
1
,6

3
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

4
5
1
,6

3
2

  
  
  
　

　
ａ
．

健
康

保
険

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

　
  
  
  
　

ｂ
．

厚
生

年
金

2
0
3
,2

0
9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
0
3
,2

0
9

2
1
3
,3

6
1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
1
3
,3

6
1

2
0
4
,8

0
5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
0
4
,8

0
5

　
  
  
  
　

ｃ
．

国
民

年
金

2
3
8
,9

1
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
3
8
,9

1
6

2
5
1
,6

5
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
5
1
,6

5
0

2
4
6
,8

2
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
4
6
,8

2
6

  
  
　

②
労

働
保

険
1
9
,4

2
6

3
,1

7
8

2
2
,6

0
4

2
0
,7

2
0

3
,2

0
4

2
3
,9

2
5

2
1
,6

5
1

3
,3

1
6

2
4
,9

6
7

  
  
  
　

　
ａ
．

労
災

保
険

6
,4

0
6

3
,1

7
8

9
,5

8
4

7
,4

7
5

3
,2

0
4

1
0
,6

7
9

7
,5

6
0

3
,3

1
6

1
0
,8

7
6

　
  
  
  
　

ｂ
．

雇
用

保
険

1
3
,0

2
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
3
,0

2
0

1
3
,2

4
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
3
,2

4
6

1
4
,0

9
1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
4
,0

9
1

  
  
　

③
船

員
保

険
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
（
２

）
国

民
健

康
保

険
4
0
3

9
6
,6

4
3

9
7
,0

4
6

3
6
5

9
5
,0

6
1

9
5
,4

2
7

3
4
1

9
6
,2

3
5

9
6
,5

7
6

  
（
３

）
後

期
高

齢
者

医
療

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
7
9
,3

9
6

1
7
9
,3

9
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
8
2
,0

2
5

1
8
2
,0

2
5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
8
7
,0

2
3

1
8
7
,0

2
3

  
（
４

）
共

済
組

合
7
2
,1

4
9

1
0
,6

1
4

8
2
,7

6
3

7
0
,5

3
8

1
0
,3

2
6

8
0
,8

6
4

6
8
,3

1
9

1
0
,5

2
6

7
8
,8

4
5

  
 　

①
国

家
公

務
員

共
済

組
合

1
3
,9

0
7

1
,8

3
6

1
5
,7

4
3

1
3
,9

4
5

1
,7

0
4

1
5
,6

4
9

1
3
,5

9
2

1
,7

2
8

1
5
,3

2
0

  
 　

②
地

方
公

務
員

共
済

組
合

5
2
,5

8
3

7
,4

1
8

6
0
,0

0
1

5
0
,8

7
5

7
,3

2
4

5
8
,1

9
9

4
8
,9

8
3

7
,5

6
7

5
6
,5

5
0

  
 　

③
そ

の
他

5
,6

5
9

1
,3

6
0

7
,0

1
9

5
,7

1
9

1
,2

9
8

7
,0

1
6

5
,7

4
5

1
,2

3
0

6
,9

7
5

  
（
５

）
組

合
管

掌
健

康
保

険
3
,1

6
8

3
2
,2

0
6

3
5
,3

7
4

3
,2

1
5

3
2
,6

8
1

3
5
,8

9
6

3
,3

2
4

3
2
,8

1
9

3
6
,1

4
3

  
（
６

）
全

国
健

康
保

険
協

会
4
,4

2
9

6
2
,9

8
4

6
7
,4

1
3

4
,4

9
3

6
3
,8

8
7

6
8
,3

8
0

4
,6

5
9

6
6
,2

5
0

7
0
,9

0
8

  
（
７

）
児

童
手

当
及

び
子

ど
も

手
当

5
,6

5
5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

5
,6

5
5

5
,7

4
3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

5
,7

4
3

5
,5

7
7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

5
,5

7
7

  
（
８

）
基

金
1
,9

5
7

8
9

2
,0

4
6

1
,7

0
9

7
5

1
,7

8
4

1
,7

2
4

8
9

1
,8

1
3

  
（
９

）
介

護
保

険
3
8
8

1
0
3
,8

3
9

1
0
4
,2

2
7

3
6
2

1
0
5
,8

2
5

1
0
6
,1

8
7

3
6
5

1
0
8
,8

5
9

1
0
9
,2

2
4

２
．

そ
の

他
の

社
会

保
険

非
年

金
給

付
2
7
,7

0
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
7
,7

0
6

3
1
,6

1
7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

3
1
,6

1
7

3
1
,2

8
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

3
1
,2

8
6

３
．

社
会

扶
助

給
付

1
0
7
,3

2
9

3
6
,1

7
8

1
4
3
,5

0
8

1
0
7
,8

9
9

3
5
,8

4
8

1
4
3
,7

4
7

1
1
4
,3

0
2

3
6
,1

9
4

1
5
0
,4

9
6

合
計

6
8
4
,7

3
6

5
2
5
,1

2
7

1
,2

0
9
,8

6
4

7
1
1
,6

7
4

5
2
8
,9

3
4

1
,2

4
0
,6

0
7

7
0
3
,1

8
0

5
4
1
,3

0
9

1
,2

4
4
,4

8
9

（
３

）
一

般
政

府
か

ら
家

計
へ

の
移

転
の

明
細

表
（
社

会
保

障
関

係
）

項
　

　
目

現
物

社
会

移
転

以
外

の
社

会
給

付
現

物
社

会
移

転
（
市

場
産

出
の

購
入

）
合

計
現

物
社

会
移

転
以

外
の

社
会

給
付

現
物

社
会

移
転

（
市

場
産

出
の

購
入

）
合

計

１
．

社
会

保
障

給
付

5
7
1
,2

7
4

4
9
8
,1

0
9

1
,0

6
9
,3

8
3

5
6
9
,5

3
3

5
1
2
,9

5
0

1
,0

8
2
,4

8
2

　
（
１

）
特

別
会

計
4
8
0
,1

9
0

3
,1

4
1

4
8
3
,3

3
1

4
8
2
,0

9
3

3
,0

0
6

4
8
5
,0

9
9

　
　

　
①

年
金

（
除

児
童

手
当

）
4
5
5
,8

9
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

4
5
5
,8

9
6

4
5
8
,8

7
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

4
5
8
,8

7
8

  
  
  
　

　
ａ
．

健
康

保
険

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

　
  
  
  
　

ｂ
．

厚
生

年
金

2
0
4
,6

8
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
0
4
,6

8
2

2
0
4
,9

9
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
0
4
,9

9
6

　
  
  
  
　

ｃ
．

国
民

年
金

2
5
1
,2

1
3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
5
1
,2

1
3

2
5
3
,8

8
3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
5
3
,8

8
3

  
  
　

②
労

働
保

険
2
4
,2

9
4

3
,1

4
1

2
7
,4

3
5

2
3
,2

1
4

3
,0

0
6

2
6
,2

2
1

  
  
  
　

　
ａ
．

労
災

保
険

7
,4

6
3

3
,1

4
1

1
0
,6

0
4

7
,2

2
8

3
,0

0
6

1
0
,2

3
4

　
  
  
  
　

ｂ
．

雇
用

保
険

1
6
,8

3
1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
6
,8

3
1

1
5
,9

8
7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
5
,9

8
7

  
  
　

③
船

員
保

険
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

  
（
２

）
国

民
健

康
保

険
3
2
0

9
3
,7

7
5

9
4
,0

9
6

3
1
0

9
6
,9

3
9

9
7
,2

4
9

  
（
３

）
後

期
高

齢
者

医
療

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
8
2
,2

4
4

1
8
2
,2

4
4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

1
8
5
,7

1
6

1
8
5
,7

1
6

  
（
４

）
共

済
組

合
7
5
,7

3
7

1
0
,9

0
8

8
6
,6

4
5

7
2
,3

2
5

1
2
,0

5
5

8
4
,3

8
0

  
 　

①
国

家
公

務
員

共
済

組
合

1
3
,6

6
0

2
,5

2
8

1
6
,1

8
8

1
3
,3

5
0

2
,9

1
6

1
6
,2

6
6

  
 　

②
地

方
公

務
員

共
済

組
合

5
3
,4

6
8

7
,1

4
7

6
0
,6

1
5

5
2
,9

8
4

7
,7

7
6

6
0
,7

6
0

  
 　

③
そ

の
他

8
,6

1
0

1
,2

3
3

9
,8

4
2

5
,9

9
1

1
,3

6
4

7
,3

5
4

  
（
５

）
組

合
管

掌
健

康
保

険
3
,0

7
3

3
1
,6

3
0

3
4
,7

0
3

3
,0

2
3

3
4
,3

6
9

3
7
,3

9
2

  
（
６

）
全

国
健

康
保

険
協

会
4
,5

4
0

6
4
,5

5
7

6
9
,0

9
7

4
,7

4
6

6
7
,4

8
1

7
2
,2

2
6

  
（
７

）
児

童
手

当
及

び
子

ど
も

手
当

5
,4

3
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

5
,4

3
2

5
,1

7
4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

5
,1

7
4

  
（
８

）
基

金
1
,6

1
0

8
2

1
,6

9
2

1
,5

0
0

7
6

1
,5

7
7

  
（
９

）
介

護
保

険
3
7
2

1
1
1
,7

7
2

1
1
2
,1

4
4

3
6
2

1
1
3
,3

0
7

1
1
3
,6

6
9

２
．

そ
の

他
の

社
会

保
険

非
年

金
給

付
2
7
,9

0
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
7
,9

0
2

2
9
,1

8
5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
-

2
9
,1

8
5

３
．

社
会

扶
助

給
付

1
2
1
,0

0
8

3
4
,3

4
2

1
5
5
,3

5
0

1
5
1
,0

8
2

3
5
,1

2
3

1
8
6
,2

0
5

合
計

7
2
0
,1

8
4

5
3
2
,4

5
1

1
,2

5
2
,6

3
5

7
4
9
,8

0
0

5
4
8
,0

7
3

1
,2

9
7
,8

7
3

令
和

２
年

度

平
成

2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

3
年

度

－　57　－



 
（
４

）
社

会
保

障
負

担
の

明
細

表
（
一

般
政

府
の

受
取

）
（
単

位
：
百

万
円

）
平

成
2
3
年

度
平

成
2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

項
　

目
雇

主
の

現
実

社
会

負
担

家
計

の
現

実
社

会
負

担
合

計
雇

主
の

現
実

社
会

負
担

家
計

の
現

実
社

会
負

担
合

計
雇

主
の

現
実

社
会

負
担

家
計

の
現

実
社

会
負

担
合

計
雇

主
の

現
実

社
会

負
担

家
計

の
現

実
社

会
負

担
合

計

１
．

特
別

会
計

1
1
8
,4

2
8

1
1
7
,8

2
2

2
3
6
,2

5
0

1
2
0
,6

3
7

1
2
0
,6

3
9

2
4
1
,2

7
5

1
2
3
,9

8
4

1
2
3
,6

1
6

2
4
7
,6

0
0

1
2
7
,9

5
2

1
2
6
,8

9
9

2
5
4
,8

5
0

（
１

）
年

金
（
除

児
童

手
当

）
1
0
2
,4

1
1

1
1
2
,6

5
2

2
1
5
,0

6
2

1
0
6
,2

2
3

1
1
6
,1

3
2

2
2
2
,3

5
5

1
0
9
,5

8
8

1
1
9
,1

0
5

2
2
8
,6

9
2

1
1
3
,1

3
9

1
2
2
,3

2
1

2
3
5
,4

6
0

　
　

ａ
．

健
康

保
険

3
5
,2

3
3

3
5
,2

3
2

7
0
,4

6
5

3
7
,3

5
1

3
7
,3

5
0

7
4
,7

0
0

3
8
,0

1
5

3
8
,0

1
1

7
6
,0

2
6

3
8
,9

6
9

3
8
,9

6
8

7
7
,9

3
7

　
　

ｂ
．

厚
生

年
金

6
7
,1

7
8

6
7
,1

7
8

1
3
4
,3

5
6

6
8
,8

7
3

6
8
,8

7
3

1
3
7
,7

4
6

7
1
,5

7
3

7
1
,5

7
3

1
4
3
,1

4
6

7
4
,1

6
9

7
4
,1

6
9

1
4
8
,3

3
9

　
  
ｃ
．

国
民

年
金

0
1
0
,2

4
2

1
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6
0
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6
2
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位
：
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万
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）
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成
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年

度
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2
8
年

度
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成
2
9
年
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成
3
0
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度

項
　

目
雇

主
の

現
実

社
会

負
担

家
計

の
現

実
社

会
負

担
合

計
雇

主
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現
実

社
会

負
担

家
計

の
現

実
社

会
負

担
合

計
雇

主
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現
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負
担

家
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現

実
社
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負

担
合

計
雇
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家
計
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現

実
社

会
負

担
合

計
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4
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8
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6
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4
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４
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社

会
保

障
負

担
の

明
細

表
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受
取

）
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：
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目
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現
実

社
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負
担

家
計

の
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計
雇

主
の

現
実

社
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家
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の
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実
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１ 県民経済計算の解説 

  

（１）県民経済計算の概要 

ア 県民経済計算とは 

 県民経済計算とは、国民経済計算(注1) の基本的な考え方や仕組みに基づき、大分県という行

政区域における経済活動によって１年間（会計年度）に新たに生み出された付加価値を生産(注

2)、分配、支出という三面からとらえることにより、県経済の規模や産業構造を総合的、体系的

に明らかにしようとするものである。 

（注1）国民経済計算は、国連提案の現行国際標準方式2008ＳＮＡ（A System of National Accounts 2008）が提示

する計算体系であり、それは経済のフローとストックの記録を体系化し、かつ統合するための包括的で詳細な

枠組みを提供するものである。 

（注2）生産とは、有形の財の生産のみではなく、市場で売買されるサービスの生産も含まれる。一方、土地 や株

等の資産の値上がりによる利益や宝くじに当選した利益等は、純粋な生産活動によって生み出された価値では

ないとして、推計対象としていない。 

イ 県民経済計算のねらい 

 県民経済計算は、県経済の実態を包括的に明らかにすることにより、総合的な県経済指標とし

て行財政・経済政策に資することを主な目的とする。併せて、国経済における県経済の位置を明

らかにするとともに、各都道府県経済相互間の比較を可能とすることによって、県経済の地域的

分析及び地域の諸施策に利用しようとするものである。 

ウ 県民経済計算体系の概要 

 県民経済計算体系は、社会会計方式（注3）により、１年間の経済活動を、生産､分配､支出に分

けて事後的、整合的に記録する統計システムである。（三面等価の原則） 

 このシステムでは、経済活動を「取引」として捉え、取引を受払いの両面から、貸借の原理・

複式記録の手法に基づいて系統的に処理しながら、マクロ的な視点から経済活動並びに経済主体

別の勘定に整理して記録する。 

 この場合、経済理論上の根拠や経済分析上の目的に裏付けられた概念規定により、取引の分

類、取引主体の部門分割や取引場所の区分などが明確にされる。 

（注3）社会会計方式とは、社会（あるいは国民経済）を一つの企業体とみなし、一定時点における社会全体の資本

（国富）や、そのフローである一定期間における社会全体の経済活動の成果（国民所得や国内総生産など）を

測定する計算システムである。 

エ 県民経済計算の概念と相互関連 

 ① 県内概念と県民概念 

 県経済を把握する上で県内概念（属地主義）と県民概念（属人主義）とがある。 

 県内概念とは、県という行政区域内での経済活動を、携わった者の居住地に係わりなく把握

するものである。一方、県民概念とは県内居住者の経済活動を、地域に係わりなく把握するも

のである。なお、ここでいう居住者とは個人のみならず、法人企業、政府機関等経済主体全般
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を指す。 

 県民経済計算では、生産及び支出を県内概念、分配を県民概念でとらえている。  

② 総（グロス）と純（ネット） 

 付加価値を評価する場合、建物、機械・設備などの固定資産が生産の過程において減耗して

いく価格分（固定資本減耗）を含んだ形で評価するものを「総（グロス）生産」といい、控除

して評価するものを「純（ネット）生産」という。 

③ 市場価格表示と要素費用表示 

 付加価値を表示するのに、市場価格でとらえる方法と要素費用でとらえる方法がある。 

 市場価格表示とは、市場で取引される商品の売買価格（市場価格）による評価方法であり、

消費税等の生産・輸入品に課される税マイナス補助金を含んだ価格表示のことである。市場価

格表示では一般に二つの評価方法がとられており、一つは運輸・商業マージンを含まない生産

者価格表示、一つは運輸・商業マージンを含む購入者価格表示による方法である。 

 一方、要素費用表示とは、商品の生産のために必要とされる生産要素（労働、資本など）に

対して支払われた費用（雇用者報酬、営業余剰、固定資本減耗）による評価方法であり、生産

・輸入品に課される税マイナス補助金を含まない価格表示のことである。 

④ 諸系列の相互関連 

 県民経済計算を把握する場合、上記などの概念があり、これらは密接な関係をもっている。

これらの関係を令和２年度の推計結果に即して図示したものが、Ｐ１３の「県民経済計算の相

関関連図（令和２年度）」である。 

オ 名目と実質 

 名目とは、物価変動を含む年々の時価で評価したものである。一方、実質とは、一定の基準年

次の物価を評価基準として物価変動の影響を取り除いたもので、経済の実質的な伸びを見る場合

に用いられる。各種の物価指数を利用して作成したデフレーター（物価変動を控除して、実質値

を求める際に用いる指数）で名目値を除して値を求める。 

    カ 基準改定 

 「産業連関表」や「国勢調査」等の基幹統計が５年に１回公表され、また、「消費者物価指

数」等の物価指数も基準年（評価の基準となる年次）が改訂されることから、これに合わせて国

民経済計算や県民経済計算も５年ごとに体系基準年の改定を行う。これを基準改定という。 

本県においても令和元年度推計の県民経済計算より、平成２７年基準改定による推計方法、概

念、表章形式等を導入している。 

 なお、平成２７年基準改定の主な変更点は次のとおりである。 

・国民経済計算の平成２７年基準改定に合わせて、平成２７年産業連関表で新たに反映された

「改装・改修(リフォーム・リニューアル)」を計上、2008SNA対応として「娯楽作品原本」の資本

化、経済活動を適切に把握するための「住宅宿泊事業」の反映 などを実施した。 

・2008SNAの準地域概念を導入し、一般政府を中央政府等(中央政府及び全国単位の社会保障基金

並びにそれらの地域事業所)と地方政府等(地方政府及び地方単位の社会保障基金)に分け、中央政

府等はどの地域にも属さない域外(準地域)に位置するとの扱いに変更した。 
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・デフレーターの基準年を、平成２３年から平成２７に変更した 

キ 遡及改定  

 県民経済計算は、一次統計等の多くのデータを用いた加工統計であるため、毎年実施されてい

ない一次統計の中間年次は、便宜上、統計的処理により求めた数値を用いている。したがって、

新しい調査結果が公表された時点で遡及して改定することになる。令和３年度県民経済計算にお

いては、平成２３年度まで遡り数値の改定を行っている。 

 このように、県民経済計算は、最新年度の推計結果の公表に伴い、過去の年度の数値も遡って

改定を行っているので、利用に当たっては注意が必要である。  

（２）県民経済計算標準方式による経済の循環と構造のとらえ方 

 われわれが生活している経済社会の中では、年々様々な種類の財貨やサービスが生産され、消費

されている。人々はその保有している労働や資本といった生産要素の用役を提供することによって

生産活動に参加し、その報酬として所得を得ている。そして、その所得を用いて財貨やサービスを

購入・消費し、将来の生産のために蓄積もしている。 

 県民経済計算は、このような経済活動の循環と構造を、社会会計方式により事後的に整理したか

たちで記録するものである。 

ア 取引の分類 

取引の分類については、領域別分類と機能別分類が考えられる。 

（ア）取引の領域別分類 

 県民経済計算においては、フローとストック、モノ（実物）とカネ（金融）といった取引対

象の観点から取引を整理区分してとらえるため、取引は次のような領域に分類される。 

           ① モノ（財貨・サービス） 

② カネ（所得・金融） 

③ 県外との取引（実物及び金融） 

 

 Ａ．フロー    

          

 Ｂ．ストック（実物及び金融） 

Ａ．①は実物フローの取引を示すものであり、基本的には「生産」､「消費」及び「蓄積」と

いった経済活動の領域のいずれかに分類される。これは、モノ（財貨・サービス）の産出（供

給）と処分（需要）をとらえるものであり、産出についてはその投入構成が、処分については

中間消費、最終消費、総固定資本形成、在庫変動などのありさまが明らかにされる。 

 Ａ．②は経済各部門の所得、金融の収支に関する取引を示すもので、所得支出勘定、資本調

達勘定及び資金循環勘定の領域がその対象範囲となる。 

 Ａ．③は県外との実物及び金融取引を一括して取り扱う部分である。 

 Ｂ．は、実物・金融の取引の結果として実物資産や金融資産のストックのありさまが明らか

にされるもので、県民貸借対照表の領域がその対象範囲となる。 

（イ）取引の機能別分類 

 経済循環は個々の取引によって構成されているが、それらの取引範囲は極めて広く、その中

には、種々性格を異にした取引が含まれる。ここで、経済循環の構造を体系化してとらえよう

とする場合、それぞれの取引の機能を検討し、それぞれのもつ特徴によって分類することが必
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要となる。 

 県民経済計算に使われる取引種類の特殊例として、「移転取引」と「帰属取引」とがある。 

 移転取引は、会計学上にいう一方的取引とほぼ同じ意味をもつが、さらに社会的な立場から

みた、より広い内容範囲にわたってとらえられた県民経済計算上の技術的用語である。 

 帰属取引は、会計学上の用語には見られない例外的なもので、社会会計上の観点からの必要

に応じ、現実には行っていない取引を仮想し、受払いの両建てを擬制するものである。 

（ウ）取引記録の基準 

 県民経済の循環と構造を取引によって系統的に整理し、受払いのバランスとしてとらえるた

めには、取引を記録する時点について一定基準により統一的にとらえることが必要となり、発

生主義の原則（注4）に準拠して記録される。 

（注4）当該取引が実際に発生した時点を適用することであり、生産活動においては、財貨の生産やサービスの提

供がなされた時点、消費支出、資本形成については、財貨・サービスが購入された時点又は所有権が移転し

た時点、所得の受払いは、その支払い義務が発生した時点がとられる。 

イ 取引主体の分類 

 県民経済計算のように、マクロ集計量を取扱う計算体系においては、個々の経済主体を同質の

グループに集約する必要がある。県民経済計算においては、国民経済計算に準拠し、実物と金融

の２分法に従って、２種類の取引主体に分類している。 

 一つは財貨・サービスの流れ、つまり実物のフローの取引に関与する主体であり、生産、消費

及び資本形成の諸勘定に関連するものである。これは、生産、消費及び資本形成の経済活動に関

連することから、経済活動別分類と呼ばれる。 

 もう一つは、資金の流れ、つまり金融フローに関与する主体であり、所得支出、資本調達及び

県民貸借対照表の諸勘定に関連するものである。これは所得の受取や処分、資金の調達や運用な

ど、組織体の意思決定に関連するところから、制度部門別分類と呼ばれる。 

 経済活動別分類は、産業構造分析など生産分析の目的から必要とされ、他方の制度部門別分類

は、所得及び金融面の分析など金融分析の目的から必要とされるものである。 

（ア）経済活動別分類 

 経済活動別分類は、取引主体を財貨・サービスの生産及び使用に関与する性格に従って、事

業所が分類単位とされる。 

 (事業所の概念） 

 事業所とは、一つの地域に立地しており、そこでただ一つの（非付随的な）生産活動のみを

行っているか、あるいはそこでの主生産活動がその付加価値のほとんどを占めている、企業や

企業の一部分として定義される。実際には、通常、特定の生産活動が行われている個々の作業

の場(workplace）である。例えば、個々の農場、鉱山、採石場、工場、プラント、小売店、商

店、建設現場、輸送倉庫、空港、自動車修理工場、銀行、事務所、診療所等をいう。 

 また、経済活動の行われる場所は一定しているのが普通であるが、特定の事業所を持たない

場合や個人タクシーなどの場合は、便宜上その住居を事業所とみなす。 

 なお、工事を施工している場所を事業所とすることを施行地ベースといい、鉱業における採
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鉱地については採鉱地ベースという。 

（市場生産者と非市場生産者） 

 事業所は市場生産者と非市場生産者に分けられる。市場生産者とは、経済的に意味のある価

格（生産者が供給しようとする量と購入者が買おうとする量とに意味のある影響を及ぼす価

格）で生産物のほとんど、又は全てを販売する生産者である。非市場生産者とは、無料又は経

済的に意味のない価格（生産者が供給しようとする量にほとんど、又はまったく影響を与え

ず、また、需要される量にもごくわずかな影響しか与えない価格）で供給される財貨及び個別

的・集合的サービスの生産者である。  

（事業所の経済活動別分類の格付） 

・１事業所で２種以上の事業を兼ね営んでいる場合は、調査日前過去１か年の総収入の最も多

い事業によって経済活動別分類を決定する。 

・１事業所で一貫作業等を行い、生産過程が結合されて分離しえないような場合には、その事

業所にとって最大の比重を占める市場性のある生産物を生産する経済活動別分類に一括して含

める｡ 

（イ）制度部門別分類 

 制度部門別分類は、独立した組織として所得の受払いや財産の所有・運用に関する意思決定

を行う制度的単位を基準として行なわれる。この分類において、取引主体は主として機能、行

動、目的等を基に、①非金融法人企業、②金融機関、③一般政府(中央政府、地方政府等)、④

家計（個人企業を含む）、⑤対家計民間非営利団体の５つに大別される。 

① 非金融法人企業 

 市場財及び市場非金融サービスの生産を主活動とするすべての居住者である非金融法人企

業又は準法人企業である。財貨及び非金融サービスの市場生産に携わる非営利団体も含まれ

る。 

② 金融機関 

 主に金融仲介活動又は、金融仲介業務に密接に関連した補助的金融活動（金融仲介活動を

円滑、促進する活動）に従事しているすべての居住者である法人企業又は準法人企業であ

る。金融的性格をもつ市場生産（保険業務など）に従事する非営利団体も含まれる。 

③ 一般政府(中央政府、地方政府等) 

 中央政府（国出先機関）、地方政府（県、市町村）と、それらによって設定、管理されて

いる社会保障基金から構成される。これらには、政府及び社会保障基金により支配、資金供

給され、非市場生産に従事している非営利団体も含まれる。 

④ 家計 

 同じ住居を持ち、所得や富の一部又は全部をプールし、住宅や食料を中心に、共同で特定

の財貨やサービスを消費する人々の小集団。自営の個人企業も含まれる。これは、家計の構

成員が独自の企業を所有し、それが法人企業又は準法人企業でない場合、所属する家計部門

の利益となるために活動しているとみなされ、その企業はその家計自身と不可分のものとみ

なされることによる。 
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⑤ 対家計民間非営利団体 

 政府によって支配、資金供給されているものを除き、家計に対して非市場の財貨・サービ

スを提供するすべての居住者である非営利団体により構成される。 

ウ 経済活動別分類と制度部門別分類の関係 

 経済活動別分類と制度部門別分類とは、異なった目的のもとに、異なった観点から区分されて

いる。両者の分類の相互関係を系統的に示せば次のとおりである。 

 

             経済活動別と制度部門別分類の相互関係 

  

  

  

  

  

 （経済活動別分類）                 （制度部門別分類）     

① 市場生産者                             ① 非金融法人企業 

  ② 非市場生産者                         ② 金融機関       

  （ⅰ） 政府                              ③ 一般政府（中央政府、地方政府等） 

  （ⅱ） 非営利                             ④  家計（個人企業含む) 

  
                                     ⑤ 対家計民間非営利団体 

 

 

 

 

 

エ 取引主体の居住者・非居住者別分類と取引場所の県内・県外別分類 

 取引は、その主体がその県の「居住者」であるか、「非居住者」であるかによって分類され

る。また、取引の発生場所が「県内」であるか、「県外」であるかによって分類することが重要

である。 

 財貨・サービスの生産に関する勘定は、県内で行なわれるすべての生産をカバーし、それらは

すべて居住者たる生産者により行なわれたものとする。したがって、居住者たる生産者の活動を

取り扱い、居住者たる生産要素に対する報酬は取り扱わない。換言すれば、県内生産概念が用い

られる。 

 その他の勘定においては、居住者たる経済主体の取引を取り扱い、それが県内で発生したかど

うかを問わない県民概念が用いられる。居住者たる経済主体は、その県の県内生産及び県外の生

産への参加の結果として、雇用者報酬、財産所得、企業所得を受け取る。つまり、その県の生産

から生じる所得のうちのある部分は、非居住者たる経済主体に支払われる。このように、生産へ

の寄与により居住者たる経済主体に帰属する所得は、県内生産から発生した所得とは異なる。 

 経済主体が居住者となる要件は、常時その県の県内に居住しているかどうかが主要な基準とな

る。 

 企業は、本社・支店・営業所等に分かれ、それぞれが複数の県にまたがって企業活動を行って

いる場合があり、この場合、一連の経済活動から発生する付加価値を、特定の県（例えば本社所

在県）にのみ帰属させることは適当ではない。事業所を統計単位の基礎としている県民経済計算

では、事業所が所在する県にそれぞれ経済活動の成果が帰属すると考える。 
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２ 県民経済計算の勘定と系列 

 

（１）基本勘定 

① 県内総生産勘定（生産側及び支出側） 

 この勘定は、県内における経済活動を総括する県内生産勘定に当たる。なお、県内総生産

（生産側及び支出側）は県内概念で記録されている。 

 勘定の貸方は、県内生産物に対する支出の総額を市場価格によって評価した県内総生産（支

出側）である。構成項目は、民間最終消費支出、政府最終消費支出、県内総固定資本形成、在

庫変動、財貨・サービスの移出入（純）が示される。 

 借方は、県内経済活動における付加価値総額を市場価格によって評価した県内総生産（生産

側）である。構成項目は、雇用者報酬、営業余剰・混合所得、固定資本減耗、生産・輸入品に

課される税、（控除）補助金が示される。 

② 県民可処分所得と使用勘定 

 この勘定は、生産された要素所得の受取や生産物の最終消費への支払い、財産所得などの移

転所得の受払いから構成され、県民可処分所得とその使用のバランスとして統合されている。 

③ 県外勘定 

 この勘定は、県全体として捉えた県外取引が計上されており、県外の視点から経常取引につ

いて記録されている。 

④ 制度部門別所得支出勘定 

 この勘定は、非金融法人企業、金融機関、一般政府、家計（個人企業を含む）、対家計民間

非営利団体の５制度部門別に作成され、生産活動により新たに生み出された付加価値（所得）

が、どの制度部門に分配され、更に各制度部門及び県外部門間に様々な移転取引が行われる中

で、それらの所得が最終的にどのように振り向けられているかを示している。 

 

（２）主要系列表 

① 経済活動別県内総生産（名目、実質・デフレーター：連鎖方式） 

 経済活動別県内総生産とは、一定期間内に県内経済部門の生産活動によって新たに生み出さ

れた付加価値の評価額を、経済活動別に示したものである。これは、県内の生産活動に対する

各経済活動部門の寄与を表すものであって、産出額から物的経費（中間投入）を控除したもの

に当たる。支払利子は、物的経費に含めない。 

  農家の自家消費に当てられた生産物及び、所有者自身が使用する住居のサービスなど、貨幣

と交換されない生産物や便益もここでは評価に含まれる。 

 総生産は、県内概念によってとらえられたものであるので、県内で生産された生産物であれ

ば、他県の県民に対し県外への所得として分配されるものでも含まれるが、県外からの所得

で、その源泉が他県内の生産に関わるものは含まれない。 

 総生産と純生産の関連は、県内総生産（市場価格表示）＝県内純生産（要素費用表示）＋固
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定資本減耗＋生産・輸入品に課される税－補助金となる。 

 この経済活動別県内総生産については、名目値のほか、連鎖方式による実質値及びデフレー

ターも表示している。算出の具体的方法は、国民経済計算の経済活動別産出額デフレーターと

経済活動別中間投入デフレーターを用いて、産出額と中間投入を連鎖方式で実質化して、実質

の経済活動別県内総生産を求めるダブル・デフレーション方式を用いている。 

② 県民所得の分配（名目） 

 県民所得の分配は、県内居住者が一定期間に携わった生産活動によって発生した純付加価値

額を、生産要素と制度部門別を折衷した分類項目で表示したものである。制度部門別所得支出

勘定の各制度部門の該当項目から組替え表示することによってえられる。各項目の合計額が、

県民概念の要素費用表示の純生産＝県民所得として表示される。 

③ 県内総生産（支出側）（名目、実質・デフレーター：連鎖方式） 

 県内総生産（支出側） は、市場価格で表示される県内総生産（生産側）に対応する。 

 県内概念に基づき財貨・サービスの処分状況を、最終消費支出、県内総資本形成、財貨・サ

ービスの移出入（純）の需要項目ごとに把握し、これに統計上の不突合を加えることによって

県内総生産（支出側）を表示し、最後に県外からの所得の純額を加算することによって、県民

総所得が示される。 

 実質値は、生産側と同じく、連鎖方式による。 
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３ 用語解説 

 

（１）生産 

① 固定資本減耗 

 建物、構築物、機械設備、知的財産生産物等からなる固定資産について、これを所有する生

産者の生産活動の中で、物的劣化、陳腐化、通常の破損・損傷、予見される滅失、通常生じる

程度の事故による損害等から生じる減耗分の評価額を指し、固定資産を代替するための費用と

して総生産の一部を構成する。 

② 生産・輸入品に課される税 

原則として、①財貨・サービスの生産、販売、購入又は使用に関して生産者に課せられる租

税で、②税法上損金算入が認められ、③その負担が最終購入者へ転嫁されるものを指す。これ

は生産者にとっては生産コストの一部を構成するものとみなされるという点で、「所得・富等

に課される経常税」や「資本税」とは区別される。 

例としては、消費税、関税、酒税等の国内消費税、不動産取得税、印紙税等の取引税、固定

資産税、企業の支払う自動車税などがあげられる。住宅（含む土地）に対する固定資産税も、

帰属家賃の一部を構成するものとみなされ生産・輸入品に課される税として扱われる。 

また、日本中央競馬会納付金など、特定の公的企業における利益の一部も、財政収支を目的

として徴収することから生産・輸入品に課される税に含まれる。 

③ 補助金 

一般的に、①一般政府から市場生産者に対して交付され、②市場生産者の経常費用を賄うた

めに交付されるものであり、③財貨・サービスの市場価格を低下させるものであると考えられ

るものである、という３つの条件を満たす経常交付金である。ただし、公的企業の営業損失を

補填するために行われる政府からの繰り入れも補助金に含まれる。 

一方、対家計民間非営利団体や家計に対する支払も、上記①を満たさないことから補助金に

は記録されない（「他に分類されない経常移転」として記録される）。また、市場生産者に対

する支払であっても、投資を支援するための支払や運転資産の損失補填のための支払について

は補助金には含まれない（「資本移転」に含まれる）。 

④ 総資本形成に係る消費税 

 消費税は事業者を納税義務者としているが、税金分は事業者の販売する財・サービスの価格

に上乗せされ、最終的には消費者が負担する税であり、県民経済計算では生産・輸入品に課さ

れる税に分類されている。 

 総資本形成（固定資本形成及び在庫変動）については、仕入税額控除できる消費税額は含ま

れていない。これは、課税業者の投資に係る消費税は、他の仕入れに係る消費税とともに、事

業者が消費税を納付する時点で納税額から控除できるためである。 

 こうした消費税の記録の仕方を修正グロス方式といい、県民経済計算ではこの方式が採用さ

れている。 
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⑤ 帰属家賃 

 実際には家賃の受払いを伴わない自己所有住宅（持ち家住宅）についても、通常の借家や借

間と同様のサービスが生産され消費されるものと仮定して、それを市場家賃で評価した帰属計

算上の家賃をいう。また、帰属家賃には、給与住宅等における実際の家賃と市場家賃との差額

の評価分（給与住宅差額家賃）も含まれる。県民経済計算では、住宅自己所有者は住宅賃貸業

（不動産等）を営んでいるものとされ、その帰属家賃は家計の生産額に含まれており、その営

業余剰（＝帰属家賃－中間投入－固定資本減耗－生産・輸入品に課される税）は家計の営業余

剰になる。なお、給与住宅の差額分は現物給与として雇用者報酬に含まれる。 

   ⑥ 市場生産者、非市場生産者 

     財貨・サービスの生産者について、これらを経済的に意味のある価格で供給する場合を「市

場生産者」に、これらを無料ないし経済的に意味のない価格で供給する場合を「非市場生産

者」に区分する。具体的には、市場性の判断の基準としては、原則として、売上高が生産費用

の50％以上であれば市場性があるとし、50％未満であれば市場性がないとする。 

  ⑦ FISIM（間接的に計測される金融仲介サービス） 

        金融仲介機関の中には、借り手と貸し手に対して異なる利子率を課したり支払ったりするこ

とにより、明示的には料金を課さずにサービスを提供することができるものがある（このよう

な金融仲介機関に資金を貸す人々（預金者）には他の場合よりも低い利子率を支払い、資金を

借りる人々にはより高い利子率を課する。）。こうした金融仲介機関による明示的には料金を

課さないサービスの価額を、間接的な測定方法を用いて推計したものが、FISIMである。産出

されたFISIMは、需要先としては、サービスの利用者の消費（中間消費ないし最終消費支出）

に配分される。 

  ⑧ 在庫変動 

    非金融法人企業、一般政府、家計（個人企業分）が所有する棚卸資産（原材料、仕掛品、製

品、流通品）のある一定期間における物量的増減を市場価格で評価したものである。仕掛品

は、育成生物資源の仕掛品（肉用牛や民有林の立木等）とその他の仕掛品（半製品）から成

る。 

 

（２）分配 

① 雇用者報酬 

 雇用者報酬とは、生産活動から発生した付加価値のうち労働を提供した雇用者への分配額を

さす。雇用者が労働の対価として受け取る現金や現物給与のほか、雇主が雇用者福祉のために

直接負担する社会保障関係費用も雇用者に支払われたものとみなして、雇用者報酬の構成項目

として計上される。 

  雇用者とは、県内に常時居住地を有し、生産活動に常雇・日雇を問わず従事する就業者のう

ち、個人事業主と無給の家族従業者を除くすべての者であり、法人企業の役員、特別職の公務

員、議員等も雇用者に含まれる。 
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② 財産所得 

 ある経済主体が所有する金融資産、土地及び著作権などの無形資産を他の経済主体に使用さ

せたときにその結果として生じる所得のことであり、利子及び配当、地代（土地の純賃貸

料）、著作権使用料などが該当する。ただし、財産所得中の賃貸料には、構築物（住宅を含

む）、設備、機械等の再生産可能な有形固定資産の賃貸に関するものは含まれない。財産所得

は、「利子」、「法人企業の分配所得」、「その他の投資所得」及び「賃貸料」に分類され

る。 

③ 企業所得 

 所得支出勘定の営業余剰・混合所得（注）に財産所得の受払の差額、すなわち、純財産所得

を加えたものである。民間法人企業、公的企業、個人企業ごとに表示されている。 

（注）営業余剰・混合所得は、生産における企業等生産者の生産活動の貢献分であり、雇用者報酬、固定資

本減耗、生産・輸入品に課される税マイナス補助金とともに付加価値の構成要素の一つである。この

うち、混合所得は家計のうち個人企業の取り分であり、家計のうち持ち家分（家計の営業余剰）と区

別される。営業余剰・混合所得は、原則として市場での利益の追求を目的とする市場生産者において

のみ生じ、非市場生産者は営業余剰を生まない。 

④ 雇主の社会負担 

  「雇主の現実社会負担」と「雇主の帰属社会負担」とに分かれる。 

 「雇主の現実社会負担」は、雇主によって直接社会保障基金や年金基金に支払われるもので

ある。健康保険・厚生年金等の社会保障への雇主の負担金とともに、厚生年金基金や確定給付

企業年金、確定拠出企業年金等の年金基金への雇主の負担金が該当する。ここで、年金基金へ

の負担金の中には、雇主による退職一時金の支払額のうち、発生主義の記録の対象になる部分

も含まれる。 

 「雇主の帰属社会負担」は、「雇主の帰属年金負担」と「雇主の帰属非年金負担」とに分か

れる。「雇主の帰属年金負担」は企業年金のような社会保険制度のうち、雇用者の労働に対す

る対価として発生した増分に、これら制度の運営費を加えたものから、これら制度に係る雇主

の現実社会負担を控除したものである。また、「雇主の帰属非年金負担」には、発生主義での

記録を行わない退職一時金や、その他無基金により雇主が雇用者に支払う福祉的な給付が含ま

れる。 

  ⑤ その他の投資所得 

  「保険契約者に帰属する投資所得」「年金受給権に係る投資所得」「投資信託者に帰属する

投資所得」から成る。 

 「保険契約者に帰属する投資所得」は、生命保険や非生命保険から受託された資産である保

険技術準備金からの投資により得られる所得(保険帰属収益）及び保険契約者配当が含まれ

る。 

 「年金受給権に係る投資所得」は、雇用関係をベースとする企業年金等について、制度を運

営する年金基金に対して、受給者たる雇用者(家計）が保有する年金受給権に関する投資所得

を指す。 
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 「投資信託者に帰属する投資所得」は、投資信託の留保利益分を指す。 

⑥ 公的企業 

 原則として政府により所有または支配されている企業で、商法その他の公法、特別立法、行

政規制等により法人格を持つ公的法人企業、及び生産する財貨・サ－ビスのほとんどを市場で

販売する大規模な非法人政府事業体からなり、その活動の類型、すなわち生産技術や経営形式

の特性から市場生産者として分類される事業所を単位とする。 

 公的企業は、制度部門別分類では非金融法人企業及び金融機関に分類される。 

⑦ 県外からの所得（純） 

 県民所得から県内純生産を差し引いて求められる。県外との所得の受払いには雇用者報酬、

財産所得が含まれる。 

⑧ 非生命保険金・非生命純保険料 

 非生命保険企業（制度部門では金融機関に含まれる）は、受取保険料と支払保険金の差額を

その主たる収入源泉としているが、県民経済計算では、この額には保険サービス料のほかに貯

蓄的要素が含まれるので、この分は保険契約者の持分として産出額を計算する上で除外する。

産出額は、法人企業部門は中間消費し、家計部門は最終消費支出する。 

 また、非生命保険は契約による所得の移転として所得支出勘定にも表れ、非生命保険企業は

純保険料を受け取り、保険金を支払う。純保険料とは、保険リスクコストであって、従って保

険金の額と等しい。 

⑨ 所得・富等に課される経常税 

 所得・富等に課される経常税とは、労働の提供や財産の貸与、資本利得等の様々な源泉から

の所得に対して公的機関によって定期的に課せられる租税、及び消費主体としての家計が保有

する資産に課される租税、をいう。所得税、法人税、都道府県民税、市町村民税等のほかに家

計が負担する自動車関係諸税及び日銀納付金がこれに該当する。 

 なお、所得・富等に課される経常税と生産・輸入品に課される税の区別は、それが所得から

支払われるか、生産コストの一部とみなされるかによって区別される。したがって、自動車税

のような租税は、生産者が支払う場合には生産コストを構成するものとして生産・輸入品に課

される税とみなされるが、家計が支払う場合には生産活動との結びつきがないため、所得・富

等に課される経常税に分類される。 

⑩ 社会負担 

 社会負担とは、社会給付が支払われることに備えて社会保険制度に対して行う現実又は帰属

の支払いであり「雇主の現実社会負担（前述④参照）」「雇主の帰属社会負担」「家計の現実

社会負担」「家計の追加社会負担」「年金制度の手数料」（控除項目）から成る。 

⑪ 現金による社会保障給付 

 社会保障基金（一般政府）が家計に対して支払う社会給付のうち、現金により支払われるも

のが含まれる。具体的には、国民年金、厚生年金、労働保険、児童手当等が該当する。 

⑫ その他の社会保険年金給付 

  年金基金から支払われた給付額及び受給権を発生主義により記録する退職一時金の支給額か
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ら成る。確定給付型制度(確定給付型企業年金、退職一時金(民間))、確定拠出型年金が含まれ

る。 

⑬ その他の社会保険非年金給付 

  受給権を発生主義により記録しない退職一時金の支給額から成る。退職一時金(政府等）、

公務災害補償費等が含まれる。 

⑭ 社会扶助給付 

 一般政府及び対家計民間非営利団体から家計に支払われる経常移転を指す。社会保障制度に

よる支払は含まない。一般政府分には、生活保護費、恩給などがあげられる。また、民間非営

利団体からのものとしては、無償の奨学金等が含まれる。 

⑮ その他の経常移転 

 「非生命保険金及び非生命保険純保険料」「一般政府内の経常移転」「その他の経常移転」

の３種類に分類される。このうち、「一般政府内の経常移転」は異なる一般政府の内訳部門間

（中央政府、地方政府、社会保障基金）の経常移転のことであり、一般政府のみに計上されて

いる。 

 「他に分類されない経常移転」には、上記の項目に含まれない制度単位間、制度部門間並び

に居住者・非居住者間の経常移転取引が計上され、具体的には、罰金、寄付金、負担金、家計

間の仕送り金、贈与金等、他の項目に計上されていないあらゆる経常移転取引が含まれ、全制

度部門に計上されている。 

  ⑯ 可処分所得及び県民可処分所得 

    可処分所得は、県民全体あるいは各制度部門の現物社会移転を除く全ての経常収入（雇用者

   報酬、営業余剰・混合所得及び財産所得等の受取）から、現物社会移転を除く全ての経常移転

   の支払を控除したもので、それぞれの制度部門の手元に残った処分可能な所得を示している。 

    県民可処分所得は、市場価格表示の県民所得に県外からの経常移転の純受取を加えたものに

   等しく、県民全体の処分可能な所得を表している。これを支払の面からみると、民間及び政府

   の最終消費支出と貯蓄に分けられる。 

    なお、家計については、可処分所得に年金受給権の変動調整を加えた額が最終消費支出と貯

   蓄に分割され、家計最終消費支出÷（家計可処分所得＋年金受給権の変動調整）は消費性向、

   家計貯蓄÷（家計可処分所得＋年金受給権の変動調整）は貯蓄性向あるいは貯蓄率という。 

 

（３）支出 

① 民間最終消費支出 

 家計最終消費支出と対家計民間非営利団体最終消費支出の合計である。 

②  家計最終消費支出 

 家計最終消費支出は、家計（個人企業を除いた消費主体としての家計）の新規の耐久財、非

耐久財、サービスに対する支出であり、農家における農作物の自家消費、自己所有住宅の帰属

家賃、賃金俸給における現物給与等も計上される。ただし、土地造成及び住宅建設は投資活動

とみなして県内総資本形成に含められる。また、個人税及び税外負担は移転的なもので家計最
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終消費支出から除かれ、仕送り金、贈与金、労働組合費などの家計間及び対家計民間非営利団

体への移転も家計最終消費支出とはみなされない。 

③ 対家計民間非営利団体最終消費支出 

 対家計民間非営利団体最終消費支出は対家計民間非営利サービス生産者（対家計民間非営利

団体）の産出額から商品・非商品販売額を控除したものである。すなわち、対家計民間非営利

団体の販売での収入は、生産コスト（中間投入＋雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に

課される税）をカバーしえず、その差額が自己消費とみなされ、対家計民間非営利団体最終消

費支出として計上される。 

④ 地方政府最終消費支出 

 一般政府（県、市町村等）の財貨・サービスに対する経常的支出である政府サービス生産者

の産出額（中間消費＋雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課される税）から、他部門

に販売した額（商品・非商品販売額、例えば、国公立学校の授業料等）を差し引いたものに現

物社会給付等（現物社会給付である医療保険による給付分のほか、教科書購入費等）を加えた

ものが地方政府最終消費支出として計上される。 

⑤ 家計現実最終消費 

 最終消費支出は、各制度部門が実際に支出・負担した額を示す項目であり、一方、現実最終

消費は、各制度部門が実際に享受した便益の額を表すものである。 

 家計現実最終消費は、家計最終消費支出に一般政府及び対家計民間非営利団体からの現物社

会移転を加え、便益を受けた側（家計）での消費をとらえたものである。 

⑥ 政府現実最終消費 

 政府最終消費支出から家計への現物社会移転である個別消費支出（医療、教育、保健衛生

等、現物社会移転として政府が家計に対して支給する個別的サービスについての支出）を控除

し、政府の自己消費分である集合消費支出（消防、警察等、政府が社会全体ないし社会の大部

分に対して供給する集合的サービスについての支出）を算出したものである。 

⑦ 県内総資本形成 

 民間及び公的企業、一般政府、対家計民間非営利団体、家計の生産者としての支出（購入及

び自己生産物の使用）のうち、中間消費とならないものであり、総固定資本形成と在庫変動か

らなる。在庫変動は企業及び一般政府が所有する製品、仕掛品、原材料等の棚卸資産の、ある

一定期間における物量的増減を市場価格で評価したものである。 

 中間消費と総固定資本形成の区分は、当該期間内において使用され尽くすか、あるいは、将

来に便益をもたらすかを基準としてなされる。 

 固定資産等の修理については、固定資産の改造や新しい機能の追加など、その耐用年数や生

産性を大幅に増大させる支出（資本的修理）は総固定資本形成に含まれる。単なる破損の修理

や正常な稼働を保つための支出（経常的修理・維持）は中間消費に分類される。 

⑧ 総固定資本形成 

 民間及び公的企業、一般政府、対家計民間非営利団体、家計（個人企業）が新規に購入した

有形または無形の資産（中古品やスクラップ、土地等の純販売額は控除。マージン、移転経費
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は含む）であり、以下のものが該当する。 

a.有形固定資産 

 住宅、住宅以外の建物及び構築物、輸送機器、機械設備、育成資産（種畜、乳牛、果

樹、農園等）。 

b.無形固定資産 

 鉱物探査、コンピューターソフトウェア（生産者が１年を超えて使用するソフトウェア

で自己開発のものを含む）、Ｒ＆Ｄ(研究開発）。 

c.有形非生産資産の改良 

 土地の造成・改良、鉱山・農地等の開発、拡張等。 

 なお、建物、道路、ダム、港湾等建設物の仕掛工事は、建設発注者の総固定資本形成に

含まれるが、重機械器具の仕掛工事は、その財貨生産者の在庫変動に分類される。 

⑨ 財貨・サービスの移出入（純） 

 財貨・サービスの移出（入）と直接購入から構成される。移出（入）とは、居住者と非居住

者間の財貨・サービスの取引であり、直接購入とは居住者（非居住者）による県外（内）市場 

の財貨・サービスの直接取引である。 

 ただし、ここでは要素所得（労働及び資本）に係るものは除かれる。 

⑩ 統計上の不突合 

 県内総生産と県内総支出とは概念上一致すべきものであるが、実際の推計の上では、両面の

推計に用いられる基礎資料や推計方法が異なっているので、推計値の不一致が生じることがあ

る。この不一致を統計上の不突合といい、勘定体系のバランスを図るために表章される。 

 

（４）その他 

① 在庫品評価調整 

 県民経済計算においては、発生主義の原則が採られており、在庫品増加は、当該商品の在庫

増減時点の価格で評価すべきものとされている。しかし、入手可能な在庫関係データは企業会

計に基づくものであり、後入先出法や先入先出法等企業会計上認められている様々な在庫評価

法で評価されている。したがって、期末在庫残高から期首在庫残高を差し引いて得られる増減

額には、期首と期末の評価価格の差による分（一種のキャピタル・ゲインあるいはロス）も含

まれている。この評価価格の差による分を除くための調整が在庫品評価調整である。 

② 帰属計算 

 帰属計算とは、県民経済計算上の特殊な概念であり、財貨・サービスの提供ないし享受に際

して、実際には市場でその対価の受払いが行われなかったにもかかわらず、それがあたかも行

われたかのようにみなして擬制的取引計算を行うことをいう。代表的な例として不動産業の帰

属家賃等がある。 

③ インプリシット・デフレーター 

異なる時点の価値額を名目額（時価表示）で比較すると、その間の価格変動も含まれたもの

として計測される。そこで、価格変動を除去した実質的な価値額を求めるために、ある特定の
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基準年次の価格を標準価格として設定し、各年次の価値額をその基準年次価格で評価するとい

う不変価格表示方式が採られる。すなわち、各構成項目をそれに見合った物価指数で実質化

し、その積上げにより、実質化された総額を求めるという方法である。この場合の物価指数を

デフレーターと呼ぶ。また、総額についてのデフレーターは、実質総額が求められたのち、そ

れによって名目総額を除することによって求めることとなり、このような事後的に求められる

デフレーターを、インプリシット・デフレーターと呼ぶ。 

④ 連鎖方式と固定基準年方式 

 実質化の方法として、固定基準年方式と連鎖方式がある。 

 固定基準年方式は、デフレーターの計算においてはパーシェ型（比較年のウェイト構成で計

算）を用いており、相対価格の変化が大きい場合、経年変化するにつれて「指数バイアス」が

かかることが知られている。 

 一方、連鎖方式は、実質化の指数計算において、参照年（デフレーター＝１００となる年）

を出発点、前年を基準年とし、それらを毎年積み重ねて接続する方法であり、毎年基準改定し

ているのと同じこととなるため、固定基準年方式で生じていた「指数バイアス」が解消され、

実質化において常に最新のウェイト構造が反映されることとなる。     

  県民経済計算では、従来、固定基準年方式により実質化してきたが、平成１６年度推計から

県内総生産（生産側）に、また、平成２７年度推計から県内総生産（支出側）にも、連鎖方式

による実質化を導入した。 

 なお、連鎖方式では、実質値における「加法整合性」が成立しない。すなわち、固定基準年

方式の場合、実質値の内訳項目を合計したものは、集計項目の実質値と一致する（「加法整合

性」が成立する）が、連鎖方式では一致しない。このため、県民経済計算では「開差」の欄を

設けることで加法整合性の欠如を示している。 

⑤ 一人当たり県民所得 

 一人当たり県民所得は分配所得総額を県の総人口で除したもので、経済水準を県民ベース

で表す指標のひとつである。分配所得には、雇用者報酬のほかに、財産所得や企業所得を含

み、さらに、総人口には生産活動に従事していない子供等も含まれている。したがって、県

民経済計算で推計する一人当たり県民所得は、通常イメージされている個人の年収額とは異

なるものである。 

  ⑥ 総人口 

    各年１０月１日現在の総務省推計人口による。ただし、国勢調査年はそれによる。 
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４ 県民経済計算の推計方法 

 

（１）生産系列 

 ①県内総生産（生産側） 

部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

序 

 

 

１．農 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．林 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．水産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県内総生産は、産出額、中間投入額をそれぞれ推

計し、（産出額－中間投入額）により求める。 

 

１．産出額 

（１）農業 

「農業所得統計」産出額＋R＆D産出額＋自社

開発ソフトウェア産出額 

（２）農業サービス業 

   全国産出額×従業者数の対全国比 

 

２．中間投入額 

  産出額×中間投入比率 

 

１．産出額 

（１）育林業 

   生産額×（民有林林野面積／全林野面積） 

（２）素材生産業 

   「木材生産」産出額×（民有林林野面積／全

林野面積）＋「薪炭生産」産出額＋「栽培き

のこ類生産」産出額＋「林野副産物採取」産

出額＋狩猟業産出額 

 

・企業内研究開発の R＆D 産出額及び自社開発ソ

フトウェア産出額を加算 

 

２．中間投入額 

 産出額×中間投入比率 

 

１．産出額 

（１）海面漁業・海面養殖業 

   海面漁業は経営体階層別、海面養殖業は養殖

種類別の産出額 

(２）内水面漁業・内水面養殖業 

   漁業種類別に推計 

（３）漁家自家加工       

   水産加工業の生産額のうち漁家の自家加工

分を推計する。 

 

・企業内研究開発の R＆D 産出額及び自社開発ソ

フトウェア産出額を加算 

 

２．中間投入額 

  産出額×中間投入比率＋FISIM 消費額 

  中間投入比率＝漁家１戸当たりの漁業支出＋

公課諸負担／漁家収入 

 

 

 

 

 

生産農業所得統計 

 

 

内閣府資料、経済センサス-

基礎調査 

 

内閣府資料 

 

 

 

林業産出額、農林業センサ

ス、 

林産産出額、農林業センサ

ス、照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

県産業連関表 

 

 

漁業算出額 

照会 

 

 

水産加工統計調査、内閣府

資料 

 

 

 

 

 

 

 

漁業経営統計調査、内閣府

資料 
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部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

４．鉱 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．電気・ガス・

水道・廃棄物処

理業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．産出額 

（１）鉱業一般 

   品目別生産量×単価 

（２）砂利採取業及び採石業 

砂利採取量×建設現場渡し価格 

（３）砕石業 

工業統計の「砕石製造業」 

（製造品出荷額等－転売商品の仕入額＋在庫

純増）×年度転換比率 

 

 ・企業内研究開発の R&D 産出額及び自社開発ソフ

トウェア産出額を加算 

 

２．中間投入額 

  産出額×中間投入比率＋FISIM 消費額＋政府手

数料 

 

１．産出額 

（販売電力収入を除く製造品出荷額等－転売商

品の仕入額＋在庫純増）×年度転換比率＋R&D

産出額及び自社開発ソフトウェア産出額 

  

２．中間投入額 

（原材料使用額等－製造等に関連した外注費－

転売商品の仕入額)×年度転換比率＋政府手数

料＋間接費＋FISIM 消費額 

 

 

１．産出額 

（１）電気業 

県発電部門産出額＋県送配電部門産出額 

※県発電部門産出額＝全国発電部門産出額×県

送配電金額／各県発電金額の全国合計 

※県送配電部門産出額＝全国送配電部門産出額

×県消費電力金額／各県消費電力金額の全国合計 

（２）ガス・熱供給業 

営業収入 

（３）水道業 

営業収入－受託工事収益－受水費 

（４）廃棄物処理業 

   全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1

人当たり現金給与）の対全国比 

 

  ・企業内研究開発の R&D 産出額及び自社開発ソフ

トウェア産出額を上記（2）、（3）に加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会、県鉱工業生産指数 

 

照会、企業物価指数 

 

工業統計調査、県鉱工業生

産指数、製造業部門別産出

物価指数  

 

 

 

 

 

簡易延長産業連関表､内閣

府資料 

 

 

工業統計調査、経済センサ

ス-活動調査、経済構造実態

調査、県鉱工業生産指数、製

造業部門別産出物価指数 

 

工業統計調査、経済センサ

ス-活動調査、経済構造実態

調査、県鉱工業生産指数、製

造業部門別投入物価指数、

内閣府資料 

 

 

 

電力調査統計、決算資料、照

会、内閣府資料、第３次産業

活動指数、経済センサス-基

礎調査、毎月勤労統計調査 

 

 

照会 

 

市町村財政概要、県企業局

公営企業会計決算書 

内閣府資料、第３次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 
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部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．建設業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．卸業・小売

業 

 

 

 

 

 

９．運輸・郵便

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．中間投入額 

（１）電気業 

県発電部門中間投入額＋県送配電部門中間投入

額 

※県発電部門中間投入額＝県発電部門産出額×

該当電力会社の発電部門中間投入比率 

 ※県送配電部門中間投入額＝県送配電部門産出

額×該当電力会社の送配電部門中間投入比率 

（２）ガス・熱供給業 

①各資料より直接推計 

②産出額×中間投入比率 

（３）水道業 

各資料より直接推計 

（４）廃棄物処理業 

産出額×中間投入比率 

 

※（政府）下水道、（政府）廃棄物 

 →「19.非市場生産者（政府）」参照 

 

１．産出額 

（１）建築・土木工事 

建設投資推計額×出来高ベース工事高対全

国比＋R&D 産出額及び自社開発ソフトウェア

産出額 

（２）補修工事 

建築・土木工事産出額×（「建築」の中の「建

設補修」）／（「建築」－「建設補修」） 

 

２．中間投入額 

産出額×中間投入比 

 

１．産出額 

全国産出額×産業別卸売（小売）業年間販売額等

の対全国比 

 

２．中間投入額 

産出額×中間投入比率 

 

１．産出額 

（１）鉄道業 

①ＪＲ旅客･･･各支社旅客取扱収入額 

②ＪＲ貨物･･･決算額×発送トン数の自県分の対

全国比 

③鋼索、索道･･･県内営業所運賃収入額 

・企業内研究開発の R&D 産出額及び自社開発ソフ

トウェア産出額を加算 

（２）道路運送業 

①道路旅客業･･･県内分営業収入＋R&D 産出額＋自

社開発ソフトウェア産出額 

②道路貨物輸送業･･･全国産出額×年度転換比率 

×輸送トン数の対全国比 

 

 

 

電力調査統計、決算資料、照

会、内閣府資料、第３次産業

活動指数、経済センサス-基

礎調査、毎月勤労統計調査 

 

 

 

照会 

県産業連関表 

 

県企業局公営企業会計決算

書、市町村財政概要 

内閣府資料 

 

 

 

 

 

 

 

建設投資見通し、建設総合

統計 

 

 

建設工事施工統計調査 

県産業連関表 

 

内閣府資料 

 

 

 

商業統計、商業動態統計、法

人企業統計、個人企業経済

調査 

県産業連関表 

 

 

 

財政収支調査 

決算書、貨物地域流動調査 

 

照会、鉄道輸送統計年報 

 

 

 

照会 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、交通関係統計資料

集 
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部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）水運業 

①外洋輸送業･･･全国産出額×年度転換比率×外

国貿易貨物量（輸出）の自県分の対全国比 

②沿海・内水面輸送業･･･全国産出額×年度転換

比率×（従業者数×1 人当たり現金給与）の対全国

比 

③港湾運送業･･･全国産出額×年度転換比率×海

上出入貨物量（輸移出＋輸移入）の自県分の対全国

比 

（４）航空運輸業 

全国産出額×年度転換比率×運送実績（人キロ）

対全国比 

（５）その他の運輸業 

①貨物運送取扱･･･全国産出額×年度転換比率×

（従業者数×1人当たり現金給与）の対全国比 

 

②倉庫業･･･全国産出額×年度転換比率×普通倉

庫の年度平均月末在庫量の自県分の対全国比 

 

③こん包業･･･全国産出額×年度転換比率×（従

業者数×1人当たり現金給与）の対全国比 

 

④道路輸送施設提供業 

（a）高速自動車道及び一般有料道路 

･･･道路別料金収入×道路延長キロの自県分割合

＋R&D 産出額＋自社開発ソフトウェア産出額 

（b）地方公共団体有料道路 

･･･料金収入＋R&D 産出額＋自社開発ソフトウェ

ア産出額 

（c）路外駐車場 

 ･･･全国産出額×年度転換比率×駐車可能台数の

自県分の対全国比 

⑤その他の水運附帯サービス 

･･･全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1人

当たり現金給与）の対全国比 

⑥航空施設管理（市場生産者）・その他の航空附帯

サービス 

･･･全国産出額×年度転換比率×航空運輸業の自

県推計値分の対全国比率 

⑦旅行・その他の運輸附帯サービス 

･･･全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1人

当たり現金給与）の対全国比 

（６）郵便業 

全国産出額×年度転換比率×従業者数の自県分

の対全国比 

 

２．中間投入額 

  産出額×中間投入比率 

 

※（政府）水運施設管理、（政府）航空施設管理 

 →「19.非市場生産者（政府）」参照 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、港湾統計 

内閣府資料、第 3 次産業活

動経済センサス-基礎調査、

毎月勤労統計調査 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、港湾統計 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、航空輸送統計 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、交通関連統計資料

集 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

 

決算に合わせて開示する高

速道路事業関連情報 

 

 

決算書 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、自動車駐車場年報 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査 

 

内閣府資料 
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部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

１０．宿泊・飲

食サービス業 

 

 

 

 

 

１１．情報通信

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．金融・保

険業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．産出額 

産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当たり

現金給与）の対全国比 

 

２．中間投入額 

産出額×中間投入比率 

 

１．産出額 

（１）電信・電話業 

①電信・電話業（固定電気通信業、移動電気通信

業） 

･･･全国産出額×年度転換比率×電話発信回数の

対全国比 

②インターネット附随サービス 

産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当たり

現金給与）の対全国比 

（２）放送業 

①公共放送業 

（受信料収入＋選挙放送関係交付金）＋各種放送

受信契約数の自県分の対全国比＋R&D 産出額＋自社

開発ソフトウェア産出額 

②民間放送業 

放送収入＋制作収入＋番組販売収入－代理店手

数料＋R&D 産出額＋自社開発ソフトウェア産出額 

③有線放送業 

全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当

たり現金給与）の対全国比 

（３）情報サービス業、映像・音声・文字情報制作業 

全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当

たり現金給与）の対全国比 

 

２．中間投入額 

産出額×中間投入比率 

 

１．産出額 

○金融業 

（１）預金取扱機関 

ア．FISIM 産出額 

①民間預金取扱機関 

FISIM 産出額(借り手) 

  ＝国の推計値×貸出金残高対全国比 

    FISIM 産出額(貸し手) 

  ＝国の推計値×預金残高対全国比 

②公的預金取扱機関 

  FISIM 産出額(借り手) 

  ＝国の推計値×貸出金残高対全国比 

    FISIM 産出額(貸し手) 

  ＝国の推計値×預金残高対全国比 

 

 

 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

 

内閣府資料 

 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、テレコムデータブ

ック統計年報 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計 

 

NHK 年鑑 

 

 

 

照会 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

 

 

内閣府資料 

 

 

 

 

 

内閣府資料 

決算資料 

 

 

 

 

内閣府資料 

決算資料 
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部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．不動産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４．専門、科

学技術、業務支

援サービス業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．受取手数料 

  ①民間預金取扱機関 

    国の計数×(貸出残高＋預金残高）の対全国比 

  ②公的預金取扱機関 

    国の計数×貸出残高の対全国比 

（２）日本銀行 

国の計数×従業者数の対全国比 

（３）その他の金融機関 

国の計数(受取手数料)×従業者数の対全国比 

 

○保険業 

（１）生命保険 

 受取保険料＋財産運用純益－支払保険金－準備

金純増額 

（２）年金基金(民間・公的） 

全国値×加入者数の対全国比 

（３）非生命保険 

①民間、公的 

受取保険料＋財産運用純益－支払保険金－準備

金純増額 

②定型保証 

 受取保証料+財産運用純益－純債務肩代わり 

 

２．中間投入額 

産出額×中間投入比率 

 

１．産出額 

（１）住宅賃貸業 

家賃（支出系列で推計した額）＋民泊総産出額の

うち自県分の「住宅宿泊サービス支払額」＋自社開

発ソフトウェア産出額 

（２）不動産仲介業、不動産賃貸業 

全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当

たり現金給与）の自県分の対全国比 

 

２．中間投入額 

産出額×中間投入比率 

 

１．産出額 

（１）研究開発サービス、広告業、物品賃貸サービ

ス業、その他の対事業所サービス業 

全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当

たり現金給与）の対全国比 

（２）獣医業 

全国産出額×獣医業従事者の対全国比 

 

２．中間投入 

産出額×中間投入比率 

 

※（政府）学術研究 

→「19.非市場生産者（政府）」参照 

 

 

内閣府資料 

決算資料 

内閣府資料 

決算資料 

内閣府資料、経済センサス

基礎調査 

内閣府資料、経済センサス

基礎調査 

 

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料、照会 

 

 

決算資料 

 

 

内閣府資料 

 

 

 

内閣府資料 

 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

 

内閣府資料､獣医師の届出

状況 

 

 

内閣府資料 

 

 

 

－　82　－



部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

 

 

 

１５．公務 

 

１６．教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７．保健衛

生・社会事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８．その他サ

ービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（非営利）自然・人文科学研究機関 

 →「20.非市場生産者（非営利）」参照 

 

「19.非市場生産者（政府）」参照 

 

１．産出額 

全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当

たり現金給与）の自県分の対全国比 

 

２．中間投入 

産出額×中間投入比率 

 

※（政府）教育 

 →「19.非市場生産者（政府）」参照 

 

※（非営利）教育 

 →「20.非市場生産者（非営利）」参照 

 

１．産出額 

（１）医療・保健 

 ①医療業 

保険適用となる傷病治療費×（1＋保険外診療比

率）＋R&D 産出額＋自社開発ソフトウェア産出額 

 

 ②保健衛生業、社会福祉業 

 全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当

たり現金給与）の自県分の対全国比 

（２）介護 

介護給付・予防給付費用額（福祉用具購入費と住

宅改修費を除く）＋市町村特別給付費用額+自社開

発ソフトウェア産出額 

 

２．中間投入 

産出額×中間投入比率 

 

※（政府）保健衛生、社会福祉 

 →「19.非市場生産者（政府）」参照 

 

※（非営利）社会福祉 

 →「20.非市場生産者（非営利）」参照 

 

１．産出額 

（１）自動車整備・機械修理業 

 ①自動車整備業 

 全国産出額×年度転換比率×自動車保有車両数

の対全国比 

 ②機械修理業 

 全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当

たり現金給与）の対全国比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

 

内閣府資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民医療費、基金年報、後期

高齢者医療事業状況報告、

経済センサス-活動調査、内

閣府資料 

第 3 次産業活動指数、経済

センサス-基礎調査、毎月勤

労統計調査、内閣府資料 

 

介護保険事業状況報告、内

閣府資料 

 

 

 

内閣府資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、交通関連統計資料

集 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 
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部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９．非市場生

産者（政府） 

 

 

 

 

 

２０．非市場生

産者（非営利） 

 

 

 

 

 

２１．その他 

 

（２）会員制企業団体、娯楽業、洗濯・理容・美容・

浴場業、その他の対個人サービス業 

 全国産出額×年度転換比率×（従業者数×1 人当

たり現金給与）の対全国比 

 

２．中間投入 

産出額×中間投入比率 

 

※（政府）社会教育 

 →「19.非市場生産者（政府）」参照 

 

※（非営利）社会教育、（非営利）その他 

 →「20.非市場生産者（非営利）」参照 

 

１．産出額 

雇用者報酬＋中間投入＋固定資本減耗＋生産・輸

入品に課される税 

 

２．中間投入 

 決算書の中間投入額×ＦＩＳＭ消費額－ソフト

ウェア投資額   

 

１．産出額 

 全国産出額×（従業者数×1 人当たり現金給与）

の対全国比 

 

２．中間投入 

 産出額×中間投入比率  

 

１．企業内研究開発の R&D 産出額 

 全国の経済活動別 R&D 産出額×経済活動別「研究

者・技術者」数の対全国比 

 

２．自社開発ソフトウェア産出額 

  全国の経済活動別自社開発ソフトウェア産出額

×産出額（自社開発ソフトウェアを除く）の対全国

比 

 

内閣府資料、第 3 次産業活

動指数、経済センサス-基礎

調査、毎月勤労統計調査 

 

 

 

内閣府資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政収支調査、地方財政状

況調査、市町村財政概要 

 

 

内閣府資料 

 

 

 

内閣府資料、経済センサス-

基礎調査、毎月勤労統計調

査 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料、国勢調査 

 

 

 

内閣府資料 
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②県内総生産勘定（生産側と支出側） 

部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

１．固定資本減

耗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．農業        

 産出額×固定資本減耗比率 

 

２．林業        

 産出額×固定資本減耗比率 

 

３．水産業       

 産出額×固定資本減耗比率 

 

４．鉱業       

 産出額×固定資本減耗比率 

 

５．製造業      

 産出額×固定資本減耗比率 

 

６．電気・ガス・水道・廃棄物処理業 

（１）電気業      

 産出額×固定資本減耗比率 

（２）ガス・水道・廃棄物処理業 

 産出額×固定資本減耗比率 

 

７．建設業       

 産出額×固定資本減耗比率 

 

８．卸売・小売業 

 産出額×固定資本減耗比率 

 

９．運輸・郵便業 

 産出額×固定資本減耗比率 

 

10. 宿泊・飲食サービス業 

 産出額×固定資本減耗比率 

 

11. 情報通信業 

 産出額×固定資本減耗比率 

 

12．金融・保険業 

 産出額×固定資本減耗比率  

 

13. 不動産業 

 産出額×固定資本減耗比率 

 

14. 専門・科学技術、業務支援サービス業  

  産出額×固定資本減耗比率 

 

15．公務 

  産出額×固定資本減耗比率 

 

16. 教育     

 産出額×固定資本減耗比率  

 

内閣府資料 

 

          

県産業連関表      

 

 

県産業連関表 

 

 

内閣府資料        

 

 

内閣府資料 

 

 

 

県産業連関表 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料        

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料 

 

 

内閣府資料 
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部 門 名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 

 

 

 

 

 

 

 

２．生産・輸入

品にかされる

税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．（控除）補助

金 

 

17. 保健衛生・社会事業 

 産出額×固定資本減耗比率 

 

18. その他のサービス 

 産出額×固定資本減耗比率 

 

１．生産・輸入品に課される税 

 国税、県税、市町村税のうち生産・輸入品に課さ

れる税の収入済額を計上    

 

２．税外負担 

（１）国関係 

 国立学校用途指定寄付金受入の１／２、 

自動車検査登録印紙収入 

（２）県関係    

 発電水利使用料 

（３）市町村関係  

 国有提供施設等所在市町村助成交付金     

 

３．産業配分 

 生産・輸入品に課される税（税外負担を含む）の

産業別配分は、直接に税を支払った産業の生産・輸

入品に課される税として計上することを原則とす

るが、負担産業が明らかでないものは按分指標を用

いて配分する。 

（１）負担産業が明らかなもの 

  ア．鉱業：鉱区税、鉱産税 

  イ．製造業：酒税、揮発油税 

  ウ．電気・ガス・水道・廃棄物処理業 

  ：発電水利使用料、電源開発促進税 

 エ．卸売・小売業：石油ガス税、軽油引取税、 

    たばこ税 

  オ．運輸・郵便業：航空機燃料税、とん税 

  カ. 宿泊・飲食サービス業：入湯税 

 キ．その他のサ－ビス業：ゴルフ場利用税 

（２）全産業に配分したもの 

 ア．不動産関係税 

  不動産取得税、純固定資産税、特別土地保有税、

都市計画税 

 イ．自動車関係税 

   自動車重量税、自動車税、自動車取得税、 

軽自動車税 

 ウ．事業所税 

 エ．印紙収入 

 オ．消費税 

（３）輸入品に課される税・関税      

 国の当該計数×経済活動別県内総生産の対全国

比 

 

 地方財政状況調査（県、市町村）の「補助費等」

から、農林水産業分についてはそのまま各付けし、 

 

内閣府資料       

 

 

内閣府資料 

 

 

熊本国税局統計 

大分県税務統計 

市町村財政概要  

 

 

財政収支調査 

照会 

 

地方財政状況調査   

 

地方財政状況調査   

 

 

 

 

 

 

 

 

国税庁統計年報 

熊本国税局統計 

大分県税務統計書 

市町村財政概要 

地方財政状況調査 

有価証券報告書 

財政収支調査 

 

 

 

国税庁統計年報 

熊本国税局統計 

大分県税務統計書 

市町村財政概要 

財政収支調査 

照会 

 

 

 

 

内閣府資料 

 

 

 

地方財政状況調査 

内閣府資料、照会 
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その他の産業については国の補助金の構成比を参

考に産業各付けする。 
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（２）分配系列 
 ①県民所得の分配  

部 門 名 推  計  方  法 使用資料名 
１． 雇用者 
  報酬 
①賃金・俸給 

１．現金現物給与 
（１）農業 
 ア．農家＝販売農家１戸当たり農業雇人費×販売農家戸数 
 
 
 イ．農業法人＝１人当雇用者報酬×雇用者数 
 
  ウ．有給家族従業者＝有給家族従業者１人当たり平均給与 
           ×有給家族従業者数 
（２）林業 
 ア．林家＝県内純生産×林野面積個人分割合×雇用労賃率 
 
 イ. その他＝１人当雇用者報酬×雇用者数 
 
  ウ．有給家族従業者＝有給家族従業者１人当たり平均給与 
           ×有給家族従業者数 
（３）水産業 
 ア．県内純生産×雇用労賃率 
  イ．有給家族従業者＝有給家族従業者１人当たり平均給与 
           ×有給家族従業者数 
（４）農林水産業以外の産業 
  経済活動別常用雇用者数×経済活動別常用雇用者１人当 

たり現金給与総額 
ア．経済活動別常用雇用者数 
  雇用者数×二重雇用比率－臨時・日雇従業者数 
イ．経済活動別１人当たり賃金・俸給 
  Ａ＝３０人以上の１人当たり賃金・俸給 
  Ｂ＝２９人以下の１人当たり賃金・俸給 
  Ｘ＝３０人以上の常用雇用者数 
  Ｙ＝２９人以下の常用雇用者数 
  経済活動別１人当たり賃金・俸給 
    ＝（Ａ×Ｘ＋Ｂ×Ｙ）÷（Ｘ＋Ｙ） 
ウ．常勤役員給与 
 経済活動別１人当たり賃金・俸給×役員給与の格差数 
 ×常勤役員 

（注１）３０人以上の１人当たり平均賃金          

経済活動別現金給与 
（注２）２９人以下の１人当たり平均賃金 
    ３０人以上の１人当たり平均賃金×格差（国） 
（注３）二重雇用比率 
（注４）公務とサービス業のうち公立の教職員分については、国

は照会、県、市町村は決算書による。 
エ．臨時・日雇 

  臨時日雇の経済活動別雇用者数×経済活動別１人１日当た

り年間現金給与額  

 
 
「農業経営統計調査」 
「農業構造動態調査」 
「農林業センサス」 
「法人企業統計」 
「経済センサス基礎調査」 
内閣府資料 

「国勢調査」 
 
「農林業センサス」 
「林業経営統計調査」 
「法人企業統計」 
「経済センサス基礎調査」 
内閣府資料 

「国勢調査」 
 
「漁業経営統計調査」 
内閣府資料 

「国勢調査」 
 
 
 
「国勢調査」 
 内閣府資料 
「毎月勤労統計調査」 
「経済センサス基礎調査」 
 
 
 
 
 
 
 
 
「毎月勤労統計調査」 
「民間給与実態統計調査」 
「経済センサス基礎調査」 
 
 内閣府資料 
 
 
「経済センサス基礎調査」 
「国勢調査」 
「賃金構造基本統計調査」 
「毎月勤労統計調査」 
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部 門 名 推  計  方  法 使用資料名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②雇主の現実 

社会負担 
 
 
 
 
 
③雇主の帰属 

社会負担 
 
 
 
２．財産所得 

（受取） 
①地方政府等 
 
 
 
②対家計民間 

非営利団体 
 
③家計 

２．役員報酬（給与・賞与） 

   経済活動別一人あたり役員給与・賞与×役員数 

   役員数＝国勢調査役員数×二重雇用比率 

 

３．議員歳費等 

   国は照会資料 

   県・市町村は決算書 

４．現物給与 

   現金給与総額×現物給与比率 

５．給与住宅差額家賃   

  〔市中平均家賃（１㎡当たり）－給与住宅家賃（１㎡当た

り）〕×給与住宅床面積×12か月       

  

１．社会保障基金に係る雇主の現実社会負担 

    年金、労働保険、共済組合、健康保険、児童手当及び子ども

手当、社会保障基金、介護保険 

２．社会保険制度に係る雇主の現実社会負担 

   確定給付型企業年金、退職一時金（民間分等）、確定拠出型 

企業年金 

 

１．雇主の帰属年金負担 

２．雇主の帰属非年金負担 

  ①退職一時金（政府分等） 

  ②公務災害補償費 

  ③その他 

 

 

 利子、法人企業の分配所得、その他の投資所得、賃貸料   

 

 

 

 利子、法人企業の分配所得、その他の投資所得、賃貸料 

  国の計数×対家計民間非営利団体従業者数対全国比 

 

１．利子 

（１）預金利子 

 ア．一般預金利子 

    金融機関別支払預金利子（国）×一般預金個人分残高の 

対全国比 

 イ．社内預金利子       

    社内預金額×利子率（国） 

（２）有価証券利子   

    国債、地方債、公社・公団・公庫債、事業債及び金融債 

    全国支払利子×一般預金残高の対全国個人分割合 

（３）信託利子         

    信託勘定（全国銀行）利子の家計分（全国）×一般預金個 

人分残高の対全国比 

 
「毎月勤労統計調査」   
「国勢調査」 
 内閣府資料 
 
「財政収支調査」     
 
 
 内閣府資料 
 
「住宅・土地統計調査」  
 
 
 
 各機関年報等 
 照会 
「財政収支調査」 
 
 
 
 内閣府資料 
 
「財政収支調査」     
「地方財政状況調査」   
内閣府資料        

 
 
「財政収支調査」、内閣府資

料、歳入歳出決算書、共済

組合等事業年報 
 
「経済センサス基礎調査」 
 内閣府資料 
 
 
 
 
照会 
内閣府資料       

「日本銀行統計」 
照会 
 
内閣府資料 

「日本銀行統計」  
 
内閣府資料 

「日本銀行統計」 
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部 門 名 推  計  方  法 使用資料名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （支払） 

①地方政府等 

 

②対家計民間 

 非営利団体 

 

③家計 

 

 

 

 

支払・受取利

子に関するFIS

IM調整 

 

 

２．法人企業の分配所得   

   国の計数×配当所得(申告種類別表)の対全国比 

 

３．その他の投資所得 

  （１）保険契約者に帰属する投資所得 

        生命保険、非生命保険、年金基金について 

国の計数×保有契約高・預貯金残高・保険金・ 

加入者数等の対全国比 

 

  （２）年金受給権に係る投資所得 

            国の計数×厚生年金保険保険料収納済み額の対全国比 

 

   （３）投資信託投資者に帰属する投資所得 

           国の計数×預金残高対全国比×家計分割合 

 

４．賃貸料 

土地 

    県の家計支払賃貸料×国の家計受取賃貸料 

    ÷国の家計支払賃貸料 

 

 

 

 

 決算書により利子、賃貸料を求める。 

 

 利子、賃貸料 

  国の計数×対家計民間非営利団体従業者数対全国比 

 

  消費者負債利子    

（１）金融機関の利子  

   国の計数×負債現在高対全国比 

（２）共済組合等 

 

 FISIM調整前の支払・受取利子を制度部門別に統合し、制度部門別

のFISIM消費額を加減算して、FISIM調整後の支払・受取利子を推計

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 内閣府資料 

「国税庁統計年報」 

 

 内閣府資料 

「国税庁統計年報」 

 内閣府資料 

「生命保険事業概況」 

「国勢調査」 

 

 国民経済計算年報 

「厚生年金保険事業年報」 

 

 国民経済計算年報 

「日本銀行統計」 

 

 

「住宅・土地統計調査報告」 

「農林業センサス」 

「家計調査」 

「全国家計構造調査」 

 

 

「財政収支調査」 

 歳入歳出決算書 

 

「経済センサス基礎調査」 

 

 

 内閣府資料 

「全国家計構造調査」 

 照会 

 

 内閣府資料 
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部 門 名 推  計  方  法 使用資料名 

３．企業所得 

 

 

 

①民間法人企 

 業所得   

 

 

 

 

 

 

 

 

②公的企業所 

 得     

 

 

 

 

③個人企業所 

 得     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 企業所得は、営業余剰に財産所得の受取を加算、支払を控除して

求める。すなわち、企業会計上の経常利益にほぼ相当する概念であ

る。 

 

１．非金融法人企業 

   （生産系列で経済活動別に推計した営業余剰・混合所得 

－【民間金融機関分＋公的企業分＋個人企業分】の営業余

剰・混合所得）に財産所得の受取を加算、支払を控除して求

める。 

 

２．金融機関 

   金融・保険業の営業余剰を公的・民間に分割し、民間分につ

いて財産所得の受取を加算、支払を控除して求める。 

 

１．非金融法人企業 

   決算資料、国の計数等から推計  

２．金融機関 

    金融・保険業の営業余剰を公的・民間に分割し、公的分につ 

いて財産所得の受取を加算、支払を控除して求める。 

 

１．農林水産業 

   農林水産業（個人）営業余剰－支払財産所得 

２．その他産業 

   その他産業営業余剰－支払財産所得       

 

３．持家 

   持家営業余剰－支払財産所得 

 

（注）個人企業の受取財産所得はすべて家計の受取とみなし、加算

しない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 生産参照 

 内閣府資料 

 

 

 

 

 照会  

 内閣府資料 

 

 

 照会 

 内閣府資料 

 

 

 

 

 内閣府資料 

 

 内閣府資料 

「国勢調査」 

 

 支出参照 

 内閣府資料 
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②制度部門別所得支出勘定 
部 門 名 推  計  方  法 使用資料名 

１．雇用者報

酬   

 

 

 

 

２．営業余剰 

  ・混合所得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 受取財産 

   所得   

 

 

 

 

 

 

 

４．支払財産

  所得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 雇用者報酬（県内市場における） 

   民ベースで推計された経済活動別雇用者報酬を内ベースに転

換して求める。 

 

２． 県外からの雇用者報酬（純） 

 民ベース雇用者報酬－内ベース雇用者報酬 

 

１．非金融法人企業 

   生産系列の営業余剰・混合所得の総計－（民間金融機関分 

＋個人企業分）の営業余剰・混合所得 

２.金融機関 

生産系列の金融・保険業の営業余剰 

３．家計（個人企業） 

（１）農林水産業 

    生産系列の農林水産業営業余剰－法人企業（農林水）営業 

余剰 

（２）その他の産業 

   （国の産業別１企業当たり本業混合所得×対全国格差） 

×（個人企業数＋（兼業比率（国）×個人企業数）） 

（３）持家 

   支出系列持家家賃総額×営業余剰比率（国）     

 

 

１．非金融法人企業 

   利子、法人企業の分配所得、賃貸料とも営業余剰に対する国 

の受取財産所得の比率を使用 

２．金融機関 

   決算書、照会によるものと（機関ごとの国計数×預金残高の 

全国比）により推計 

３．一般政府、対家計民間非営利団体、家計 

 

１． 非金融法人企業 

  利子、法人企業の分配所得、賃貸料とも営業余剰に対する国 

の支払財産所得の比率を使用 

２．金融機関 

   受取財産所得と同様  

３．一般政府、対家計民間非営利団体 

４．家計（個人企業） 

（１）消費者負債利子 

（２）その他の利子 

 ア．農林水産業、その他産業 

    国の計数×分割比率 

 イ．持家 

    国の計数×住宅・土地の負債現在高対全国比 

（３）支払賃貸料 

    農業地代等の土地賃貸料 

 

 分配を参照      

「国勢調査」通勤通学地編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大分県税務統計」  

「熊本国税局統計」 

 

 内閣府資料      

「国勢調査」 

 

 支出参照 

 内閣府資料 

 

 

 内閣府資料      

   

 

 生産を参照      

 内閣府資料      

 分配を参照 

 

 

 内閣府資料 

 

 生産を参照      

 内閣府資料  

 分配を参照 

 

 分配を参照 

 

 内閣府資料 

「国勢調査」 

 内閣府資料 

「全国家計構造調査」 

  

 分配を参照 
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部 門 名 推  計  方  法 使用資料名 
５．所得・富

  等に課さ

  れる経常

  税  

 

 

６．社会負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．現物社会 

    移転以外

  の社会給

  付 

 

 

８．その他の 

    経常移転 

１．受取 

   該当項目の県内徴収額を一般政府に計上する。 

２．支払 

   非金融法人企業、金融機関、家計に計上する。 

   法人税は、全国分支払額×法人事業税の全国比  

 

（１）現実社会負担 

  ア 社会保障基金によるもの 

    イ その他の社会保険制度によるもの 

（２）帰属社会負担 

    ア 雇主の帰属年金負担 

  イ 雇主の帰属非年金負担 

（３）家計の追加社会負担 

（４）年金制度の手数料(控除項目） 

 

（１）現金による社会保障給付 

（２）その他の社会保険年金給付 

（３）その他の社会保険非年金給付 

（４）社会扶助給付 

        生活保護費、恩給等 

 

 

１．非生命保険金 

   各機関ごとに支払非生命保険金を求める。 

（１）非生命保険金 

ア．火災 

    国の計数×支払保険金の対全国比 

イ． 自動車 

  自動車保険・都道府県別・担保種目別統計表の支払保険金

  ウ．自賠責 

  自動車損害賠償責任保険府県別統計表の支払保険金 

エ．その他 

  全国値（火災＋自動車＋自賠責）×対全国比 

（２）その他 

    農業共済、漁業共済、火災共済、交通災害共済事業会計等 

 

２．非生命保険純保険料 

   保険料－帰属サービスで定義される。 

 

３．一般政府内の経常移転 

 （１）地方政府（県、市町村）及び地方社会保障基金の相互間

の経常移転 

  （２）中央政府、全国社会保障基金との経常移転 

 （３）県外の一般政府（県・市町村、地方社会保障基金）との

経常移転 

 
 
 

 

「熊本国税局統計」 

「地方財政状況調査」 

「大分県税務統計」 

 

 

 

 各事業年報 

 国民経済計算年報 

 照会 

 内閣府資料 

 厚生年金保険事業年報 

 歳入歳出決算書 

 

 

 各事業年報 

 国民経済計算年報 

 照会 

 内閣府資料 

 歳入歳出決算書 

 

 

 

 

 

 内閣府資料 

 火災保険統計 

 内閣府資料 

 自動車保険統計 

 

 内閣府資料      

   

 

 

 照会 

 

 

 

 

 

歳入歳出決算書 
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部 門 名 推  計  方  法 使用資料名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．最終消費

支出 

 

10．年金受給  

権の変動 

調整 

 

11．貯蓄 

４．他に分類されない経常移転 

（１）その他の経常移転 

 ① 対家計民間非営利団体への経常移転 

   受取：国の計数×対家計民間非営利団体の従業者数の 

対全国比 

   支払：一般政府は財政収支・決算書より、企業は寄付金 

家計は信仰・祭祀費負担等 

 

 ② 対家計民間非営利団体以外への経常移転 

   ア 家計間の仕送り金 

 

 

      ィ 地方政府 

      受取：用途指定寄付金等 

      支払：失業対策費等 

 

（２）罰金(延滞金、加算金等含む) 

      該当項目を集計する。 

 

 家計最終消費支出、対家計民間非営利団体最終消費支出およ

び政府等最終消費支出は、支出系列で推計される。 

 

  雇主の現実年金負担＋雇主の帰属年金負担 

  ＋家計の現実年金負担＋家計の追加社会負担 

  －年金制度の手数料－その他の社会保険年金給付 

 
制度部門別受取合計－制度部門別支払合計 

 
 
 

 

 

 

 内閣府資料 

「経済センサス基礎調査」 

  家計調査 

「全国家計構造調査」 

 

 

「全国家計構造調査」 

「家計調査」 

「学校基本調査」 

 

「地方財政状況調査」 

「財政収支調査」 

 

 

「地方財政状況調査」 
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（３）支出系列 
①県内総生産（支出側） 

部門名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 
１．民間最終

消費支出 
①家計最終消

費支出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②対家計民間 

非営利団体 
最終消費支  

 出 

１．全国家計構造調査による最終消費支出額の推計 

 （１）１世帯当たり消費支出額の推計 

       全国家計構造調査の品目別消費支出額を１３ 

目的分類別に集計 

    ○２人以上世帯、単身世帯別に推計 

      ○大分県分、全県分を推計 

 （２）世帯数の推計 

      国勢調査から２人以上世帯、単身世帯別に世 

帯数を推計 

       ○国政調査の調査年次以外は住民基本台帳人 

口、世帯数により推計 

       ○大分県分、全県分を推計 

 （３）県及び全県の消費支出額 

       １世帯当たり消費支出額合計×世帯数   

     ＋ ※直接推計項目 

 

２．国値分割による県の消費支出額の推計 

      国の１３目的分類別消費支出額×県と全県の 

消費支出額割合 

 

［ ※直接推計項目 ］ 

    全国家計構造調査では補足されていないＪＳＮ 

Ａ独自の概念による推計項目、及び「全国家計構 

造調査」では的確に把握していないと考えられる 

推計項目について推計 

 （１）生命保険サービス 

 （２）年金基金サービス 

 （３）証券手数料 

 （４）ＦＩＳＩＭ消費額 

 （５）家賃（持ち家の帰属家賃を含む） 

        住宅総床面積×単価（１㎡当たり家賃） 

        ○借家の支払家賃、持ち家の帰属家賃及び 

     給与住宅差額家賃別に推計 

 （６）非生命保険のサービス料 

        損害保険産出額（生産系列）×家計分割合 

    （分配系列） 

 （７）自動車購入額 

    新車登録台数（家計分）×平均単価 

 （８）医療費（自己負担分） 

 （９）介護費（自己負担分） 

 

 国の当該計数×対家計民間非営利サ－ビス生産者産出

額の対全国比（生産系列） 

 
「全国家計構造調査」 
（全国消費実態調査） 
 
 
 
「国勢調査」 
「住民基本台帳に基づく人

口、人口動態及び世帯数調

査」 
 
 
 
 
 
 
「国民経済計算」 
 
 
 
 
 
 
 
生産系列で推計 

生産系列で推計 

内閣府資料 

分配系列で推計 

 ｢住宅・土地統計調査」

「建築着工統計調査」 

「消費者物価指数」 

 

 

 

 

内閣府資料 

 

生産系列で推計 

生産系列で推計 

 

 

内閣府資料 
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部門名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 
２．地方政府

等最終消費

支出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．県内総資

本形成 
①総固定資本

形成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 非市場生産者（政府）部門の産出額－財貨・サービ

スの販売－自己勘定総固定資本形成（Ｒ＆Ｄ）＋現物

社会移転（市場産出の購入） 

（中央政府等最終消費支出とならないものに限る） 

 

１．自己勘定総固定資本形成（Ｒ＆Ｄ） 

    国の｢一般政府」のＲ＆Ｄ×非市場生産者(政府)

 の産出額の対全国比 

 

２．現物社会移転（市場産出の購入） 

（１）医療費のうち社会保障基金からの給付分 

（２）介護費のうち社会保障基金からの給付分 

（３）その他 

    ○教科書購入費 

    ○戦傷病者等無賃乗車船等負担金 

 

１．民間 

（１）住宅 

   全国住宅投資額×居住用建築物工事額（出来高   

ベース）の対全国比－公的住宅投資額 
（２）企業設備 
 ア．製造業 
   有形固定資産投資総額＋コンピュータ・ソフ  

トウェア及びＲ＆Ｄ投資額 

    ○コンピュータ・ソフトウェア及びＲ＆Ｄ投資

   額：県の固定資産×国の製造業の固定資産に 

   占める「コンピュータ・ソフトウェア及びＲ 

   ＆Ｄ」の比率 

 イ．製造業以外 

      県の総生産額(製造業を除く)×国の総生産額 

  に対する民間企業設備(製造業を除く)の比率 

 

２．公的 

（１）住宅 

      住宅建設費－（用地補償費＋維持補修費） 

（２）企業設備 

   固定資産増加額＋Ｒ＆Ｄ投資額 

      ○Ｒ＆Ｄ投資額：固定資産増加額×国の公的 

    企業設備におけるＲ＆Ｄ投資額比率 

（３）一般政府 

      普通会計、非企業会計から、それぞれ建設関 

  係項目を集計し、コンピュータ・ソフトウェア 

  及びＲ＆Ｄ投資額を加算 

     ○コンピュータ・ソフトウェア及びＲ＆Ｄ投 

    資額：建設関係項目集計値×国の一般政府 

    の総固定資本形成におけるコンピュータ・ 

    ソフトウェア及びＲ＆Ｄ投資額比率 

 

非市場生産者（政府）の産出

額、財貨・サービスの販売額

は生産系列で推計 
 
 
「国民経済計算」 
 
 
 
 
分配系列で推計 
分配系列で推計 
 
照会 
照会 
 
 
「国民経済計算」 
「建設総合統計年度報」 
 
 
「工業統計調査」 
 
 
「国民経済計算」 
 
 
 
「国民経済計算」 
 
 
 
 
国関係 

照会 
県関係 
 各決算書 
 地方財政状況調査 
市町村関係 
 市町村財政概要 

地方財政状況調査 
「国民経済計算」 
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部門名 推 計 方 法 使 用 資 料 名 
②在庫変動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．財貨･サー 

ビスの移出 

入(純)・統 

計上の不突 

合 

①財貨・サービ

スの移出入

（純） 

 
 
 
 
 
 
 
 
②統計上の不

 突合 

 

 

５．県外から 

の所得 

（純） 

１．民間企業 

（１）実質在庫残高の推計 

     県の名目産出額×国の名目在庫残高比率÷在 

  庫残高デフレーター 

（２）実質在庫変動の推計 

   年度末実質在庫残高－前年度末実質在庫残高 

（３）名目在庫変動の推計 

   実質在庫変動×在庫変動デフレーター 

 

２．公的（公的企業・一般政府） 

    推計方法は民間企業と同じ 

 

１．財貨・サービスの移出入（純） 

  財貨・サービスの移出（ＦＩＳＩＭを除く）－ 

 財貨・サービスの移入（ＦＩＳＩＭを除く）＋Ｆ 

  ＩＳＩＭの移出入（純） 

（１）財貨・サービスの移出 

      経済活動別産出額（生産系列）×移出率 

      ○移出率：大分県産業連関表より産出 

（２）財貨・サービスの移入 

      （経済活動別中間投入額＋民間最終消費支出 

  ＋地方政府等最終消費支出＋県内総資本形成 

×移入率 

      ○移入率：大分県産業連関表より産出 

（３）ＦＩＳＩＭの移出入（純） 

   ＦＩＳＩＭ県内産出額－ＦＩＳＩＭ県内消費 

  額の全制度部門の合計 

 

２．県内総生産－（民間最終消費支出＋地方政府等 

最終消費支出＋県内総資本形成＋財貨・サービス 

の移出入（純）） 

 

 県民所得－県内所得（要素費用表示の県民純生産 

 －県内純生産） 

 

 

 

 

 

 

「国民経済計算」 
内閣府資料 
 
 
 
 
内閣府資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「県産業連関表」 
 
 
「県産業連関表」 
 
 
 
 
生産系列・分配系列で推計 
 
 
 
 
 
 
 
分配系列で推計 
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５　経済活動別分類（ＳＮＡ産業分類）と日本標準産業分類の対応表

  (1) 農林水産業

   　01 農業 01 農業

(0113野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)のうち｢きのこ類の栽培｣

→林業）

(014園芸サービス業→その他のサービス）

   　02 林業 02 林業

0113 野菜作農業(きのこ類の栽培を含む）のうち｢きのこ類の栽培」

   　03 水産業 03 漁業(水産養殖業を除く）

04 水産養殖業

  (2) 鉱業

   　04 鉱業 05 鉱業、採石業、砂利採取業

2181 砕石製造業

  (3) 製造業

　 　05 食料品 09 食料品製造業

10 飲料・たばこ・飼料製造業

1641 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち｢硬化油(食用)｣

5895 料理品小売業のうち｢製造小売分」

952 と畜場

 　　06 繊維製品 11 繊維工業

(1113炭素繊維製造業→窯業・土石製品）

　 　07 パルプ・紙・紙加工品 14 パルプ・紙・紙加工品製造業

　 　08 化学 16 化学工業

(1641脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち｢硬化油(食用）」

→食料品)

　 　09 石油・石炭製品 17 石油製品・石炭製品製造業

　　 10 窯業・土石製品 21 窯業・土石製品製造業

(2181砕石製造業→鉱業）

1113 炭素繊維製造業

     11 一次金属 22 鉄鋼業

23 非鉄金属製造業

　 　12 金属製品 24 金属製品製造業

　 　13 はん用・生産用・業務用機械 25 はん用機械器具製造業

26 生産用機械器具製造業

27 業務用機械器具製造業

経 済 活 動 別 分 類 日本標準産業分類

（平成２７年基準） （平成２５年１０月改定）
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 　　14 電子部品・デバイス 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

     15 電気機械 29 電気機械器具製造業

     16 情報・通信機器 30 情報通信機械器具製造業

　 　17 輸送用機械 31 輸送用機械器具製造業

901 機械修理業のうち｢空港等で行われる航空機整備」

　 　18 印刷業 15 印刷・同関連業

　 　19 その他の製造業 12 木材・木製品製造業(家具を除く）

13 家具・装備品製造業

18 プラスチック製品製造業(別掲を除く）

19 ゴム製品製造業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業

32 その他の製造業

  (4) 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

　 　20 電気業 33 電気業

 　　21 ガス・水道・廃棄物処理業 34 ガス業

35 熱供給業

36 水道業

(361上水道業のうち｢船舶給水業」→運輸・郵便業）

88 廃棄物処理業

  (5) 建設業

 　　22 建設業 06 総合工事業

07 職別工事業(設備工事業を除く）

08 設備工事業

  (6) 卸売・小売

 　　23 卸売業 50 各種商品卸売業

51 繊維・衣服等卸売業

52 飲食料品卸売業

53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

54 機械器具卸売業

55 その他の卸売業

959 他に分類されないサービス業のうち｢卸売市場」

　 　24 小売業 56 各種商品小売業

57 織物・衣服・身の回り品小売業

58 飲食料品小売業

(5895料理品小売業のうち｢製造小売分｣→食料品製造業）

59 機械器具小売業

60 その他の小売業

(6033調剤薬局のうち｢調剤」→保健衛生・社会事業）

61 無店舗小売業

6421 質屋

（平成２７年基準） （平成２５年１０月改定）

経 済 活 動 別 分 類 日本標準産業分類
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  (7) 運輸・郵便業

　 　25　運輸・郵便業 361 上水道業のうち｢船舶給水業」

42 鉄道業

43 道路旅客運送業

44 道路貨物運送業

45 水運業

46 航空運輸業

47 倉庫業

48 運輸に附帯するサービス業

49 郵便業(信書便事業を含む）

861 郵便局のうち｢郵便」

693 駐車場業

(自動車の保管を目的とする駐車場→不動産業。路面上に設置される

駐車場は除く）

791 旅行業

  (8) 宿泊・飲食サービス業

　 　26　宿泊・飲食サービス業 75 宿泊業(うち会社の寄宿舎、学生寮等を除く）

76 飲食店

77 持ち帰り・配達飲食サービス業

(7721配達飲食サービス業のうち｢学校給食」→｢教育」)

  (9) 情報通信業業

 　　27 通信・放送業 37 通信業

862 郵便局受託業

38 放送業

 　　28 情報サービス・映像音声文字情報 39 情報サービス業

 　　　 制作業 40 インターネット附随サービス業

41 映像・音声・文字情報制作業

  (10) 金融・保険業

 　　29 金融・保険業 62 銀行業

63 協同組織金融業

64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関(6421質屋→小売業）

65 金融商品取引業，商品先物取引業

66 補助的金融業等

67 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む）

  (11) 不動産業

 　　30 住宅賃貸業 692 貸家業、貸間業、帰属計算する住宅賃貸料

 　　31 その他の不動産業 68 不動産取引業

691 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く）

(6912土地賃貸業を除く）

693 駐車場業のうち自動車の保管を目的とする駐車場(所有者の委託を受

けて行う駐車場の管理運営の活動を含む）

694 不動産管理業

経 済 活 動 別 分 類 日本標準産業分類

（平成２７年基準） （平成２５年１０月改定）
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 (12)専門・科学技術、業務支援サービス業

　 　32 専門・科学技術、業務支援サービス業 70 物品賃貸業

71 学術・開発研究機関

72 専門サービス業(他に分類されないもの）

(727著述・芸術家業→その他のサービス）

73 広告業

74 技術サービス業(他に分類されないもの）

(746写真業→その他のサービス）

91 職業紹介・労働者派遣業

92 その他の事業サービス業

 (13)公務

 　　33 公務 97 国家公務

98 地方公務

8511 社会保険事業団体

 (14)教育

 　　34 教育 7721 配達飲食サービスのうち｢学校給食」

81 学校教育

(819幼保連携型認定こども園のうち｢保育所型｣→保健衛生・社会事業）

82 その他の教育、学習支援業

(821社会教育、823学習塾、824教養･技能教授業→その他のサービス）

(8229その他の職業・教育支援施設のうち｢児童自立支援施設｣→保健

衛生・社会事業）

 (15)保健衛生・社会事業

 　　35 保健衛生・社会事業 819 幼保連携型認定こども園のうち｢保育所型」

6033 調剤薬局のうち｢調剤」

8229 その他の職業・教育支援施設のうち｢児童自立支援施設」

83 医療業

84 保健衛生

85 社会保険・社会福祉・介護事業

(8511社会保険事業団体→公務）

 (16)その他のサービス

 　　36 その他のサービス 014 園芸サービス業

727 著述・芸術家業

746 写真業

78 洗濯・理容・美容・浴場業

79 その他の生活関連サービス業

(うち 791 旅行業→運輸・郵便業）

80 娯楽業

821 社会教育

823 学習塾

824 教養・技能教授業

86 郵便局

(8612 郵便局のうち「郵便」→運輸・郵便業、862 郵便局受託業→

通信・放送業）

87 協同組合(他に分類されないもの）

89 自動車整備業

90 機械等修理業(別掲を除く）

(901 機械修理業のうち｢空港等で行われる航空機整備｣→輸送機械製造

業)

93 政治・経済・文化団体

94 宗教

95 その他のサービス

(952 と畜場→食料品製造業）

経 済 活 動 別 分 類 日本標準産業分類

（平成２７年基準） （平成２５年１０月改定）
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６ 令和３年度（２０２１年度）の主な出来事 

年月 県内 国内・海外 

令和 

３年 

4 月 

・東京オリンピックの聖火リレーが大分県内を完走(24 日) 

 

・新型コロナ対策で１回目のまん延防止等重点措置(5 日～９

月 30 日まで) 

・福島第一原発、処理水の海洋放出決定(13 日) 

・新型コロナ対策で 3 回目の緊急事態宣言(東京都、京都府、

大阪府、兵庫県)(25 日～６月 20 日まで) 

5 月 ・新型コロナの感染が急増しているとして大分県は、初め

て上から２番目のステージ３に引き上げ。大分市、別府市

の飲食店に時短要請(6 日)、県内全域に拡大(14 日) 

・新しい大分旅割の利用期限を大分県は、12 月末まで延長

(14 日) 

・大分県を含む九州北部が平年より 20 日早く梅雨入りし

たと大分地方気象台が発表(15 日) 

・財務省が発表した 4 月の貿易統計速報によると前年同月比

38.0％増。米国や中国向けの自動車、半導体製造装置が大幅

に伸びた。(20 日) 

 

6 月 ・大分県が新型コロナ対策で県内全域の飲食店に求めてい

た時短要請を 1 か月ぶりに解除(14 日) 

・県は新型コロナの感染状況を示すステージを１に引き下

げ(28 日) 

・米マイクロソフトはパソコンむけ基本ソフト（OS）

Windows11 を発表(24 日) 

7 月 ・県内初の県営コロナワクチン接種センター（昭和電工武

道スポーツセンター）を開設(4 日) 

 

・新型コロナ対策で４度目の緊急事態宣言(12 日～９月 30

日まで 

・東京オリンピックが開幕(23 日) 

・厚生労働省は雇用調整助成金の支給決定が 4 兆円を超えた

ことを発表(26 日) 

8 月 ・九州や中国地方で記録的豪雨発生(12 日) 

・県は新型コロナの感染状況を示すステージを３に引き上

げ(17 日) 

・農林水産省は 2021 年上半期の農林水産物・食品の輸出額

が前年同期比 31.6％増となったと発表(3 日) 

 

9 月 ・新型コロナのワクチン接種促進のため県は県営ワクチン

接種センター（県庁新館）を開設(1 日) 

・県は 8 月の記録的豪雨により農林水産関連の被害額が 13

億円になったと発表(16 日) 

・デジタル庁発足(1 日) 

・菅首相は総裁選に立候補しないと表明(3 日) 

・日本銀行は、2021 年 6 月時点の個人(家計)の金融資産が

2005 年以降過去最高となったと発表(17 日)。 

10 月 ・昭和電工ドームで 2 年ぶりにラグビー日本代表のテスト

マッチが開催（23 日） 

・第１次岸田内閣発足(4 日) 

・マイナ保険証の本格的運用を開始(20 日) 

・第 49 回衆議院選挙（31 日） 

11 月 ・臼杵市は国連教育科学文化機関（ユネスコ）から創造都

市ネットワーク食文化分野への加盟に認定されたと発表

（8 日） 

・岸田首相が原油価格の高騰の引き下げを図るため国の石油

備蓄を市場に放出すると発表（24 日） 

12 月 ・県は、県民向けの県内旅行割引「新しいおおいた旅割の

利用対象に福岡、宮崎、山口、愛媛の県民に拡充（6 日） 

・大分トリニータが天皇杯で準優勝（19 日） 

・大分県の男性の健康寿命が都道府県別で 1 位になったと

厚生労働省が発表（20 日） 

・新型コロナワクチンの 3 回目の接種を開始（1 日） 

・政府は 12 月の月例経済報告で国内景気の基調判断を 1 年 5

か月ぶりに上方修正。（21 日） 

令和 

４年 

1 月 

・大分市、佐伯市、竹田市で震度５強を観測（22 日） 

・大分県に初の新型コロナのまん延防止等重点措置を適用

（27 日～２月 20 日） 

・新型コロナ対策で２回目のまん延防止等重点措置(９日～

３月 21 日まで) 

・財務省が発表した 12 月の防衛機統計によると輸出額、輸

入額ともに過去最高となったと発表（20 日） 

 

2 月 ・別府大分毎日マラソン大会が 2 年ぶりに開催（6 日） 

・日本銀行大分支店は 2 月の県内景気動向で総括判断を 9

か月ぶりに下方修正（15 日） 

 

・農林水産省は 2021 年の農林水産物・食品の輸出額は前年

比 25.6％増と加工最高を更新したと発表（4 日） 

・北京冬季オリンピック開幕（4 日） 

・観光庁 2021 年の旅行・観光消費動向調査で国内旅行消費

額は前年比 8.5%減で過去最低となったと発表（16 日） 

・ロシア軍がウクライナの首都等にミサイル攻撃を開始（24

日） 

・日本自動車工業会は 2021 年の自動車国内生産台数が 45 年

ぶりに低水準となったと発表（28 日） 

3 月 

 

・総務省は約 700 ある全部過疎市町村のうち、豊後高田市

の 2021 年の転入超過が全国で最多だったと公表（24 日） 

 

・農林水産省は輸入小麦を民間に売り渡す価格を 17.3％引き

上げると発表（9 日） 

・経済産業省は石油備蓄の放出を開始したと発表（10 日） 

・新型コロナ対策のまん延防止重点措置を全面的に解除、全

国で対象地域がなくなった（22 日） 
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